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山梨英和大学紀要第 23 号（2025 年） 論文

1山梨英和大学（Yamanashi Eiwa College）

半定着農耕と狩猟採集
Reconsideration of Sedentary Societies

山本　明歩 1

Akiho Yamamoto1

【要旨】

Recent archaeological findings suggest that the transition from hunting and gathering societies 

to farming societies was a slow process. Although our understanding of such a transitional phase 

has been deepened, the lack of a category for such a transitional phase causes many discussions 

about whether a certain society that clearly shows the characteristics of a transitional phase is of a 

hunting and gathering or a farming society. This paper suggests a new category for such societies, 

which is expected to allow more precise description of the cultural continuity and complexity of 

these societies. This paper also discusses the cultural characteristics of the society present some 5 

thousand years ago at the Sannai Maruyama site in Aomori, Japan, to demonstrate how this new 

category may help us better understand the findings at the site.

【キーワード】

農耕，狩猟採集，半定着農耕，定住，環境

I．序論

今日の地球上を席巻している高度な物質文化

を支えている農耕 1）は，人類史の中で比較的新

しく，1 万年ほど前以降に行われるようになっ

たものだと考えられている。

かつては「農耕革命」と呼ばれる革新的な発

明によって人類の生活水準が急激に向上したと

考えられたこともあった。しかしながら，近年

の関連分野における研究の進展により，農耕が

始まった各地域でのこうした変化は決して急激

なものではなく，狩猟採集活動と植物の栽培が

長期間にわたって併存していたことが明らかに

なってきた（Stock et al., 2023）。また同時に，

狩猟採集と農耕の狭間に位置するこうした過渡

期の扱いにおいて，そうした社会を農耕として

扱うのか，あるいは狩猟採集として扱うのかと

いう点において混乱が生じている側面も否めな

い。

さらには狩猟採集社会によって建設されたと

考えられる巨大な遺跡が発見されるなどする中

で，「定住しない狩猟採集社会」と「定住する農

耕社会」という二項対立的図式は必ずしも成立

しなくなり，農耕社会と狩猟採集社会の区分が

曖昧になりつつある。こうした混沌とした状況

が生じている遠因としては，狩猟採集から農耕

へと至る社会の区分が不十分であることがある

のではないだろうか。

本稿ではこのような問題意識から，まずは狩

猟採集から農耕へと至る変化の中で見られる文

化の変化について新たな枠組みを模索する。そ

の上で，縄文時代の社会の中でも非常に注目を

集める事例として知られる三内丸山遺跡を取り
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上げ，三内丸山遺跡の社会形態を提示した類型

化の中で位置付けることで，提示する類型化の

妥当性を検討する。

Ⅱ.諸社会の分類

農耕には様々な形態があることは古くから認

識されており，分類も行われてきた。本稿では，

19 世紀に諸文化の類型化に取り組んだハーン，

1930 年代の様々な農耕形態を分類したホイット

ルセー，ミドルレンジ理論を展開して狩猟採集

文化の分析に取り組んだビンフォードと最適採

食理論を俯瞰した上で，社会の定着度を指標と

した分類を提示したい。

１　19世紀から20世紀にかけての諸分類
（1）エデュアルト・ハーン

19 世紀には，モーガンやフレイザーといった

初期の人類学者が諸文化の類型化に取り組んで

いたが，特に人類学的に関連する文化や社会の

変化と対応した農耕発達を念頭に置いた分類を

行った例として，エデュアルト・ハーンを挙げ

ることができる。

ハーンは 19 世紀のドイツで活躍した農業地理

学者・文化人類学者として位置付けられている

（佐藤，1996，1998）。ハーンは様々な食糧生産

形態を，狩猟・漁撈，耨耕，プランテーション，

園耕，犂耕の５つに分類した。そこでは，耨や

灌漑，犂といった道具の発明によって生産形態

が変化していくという観点があり，これは 19 世

紀当時の文化進化論的観点に見られる特徴であ

ると言えるだろう。

ハーンの分類は道具の使用と密接に関連づけ

られていたため，道具を使用しない仮想的な「採

集民」から，自然の動植物を利用する狩猟・漁

撈民や耨を使用して農耕を行う耨耕民などが派

生してくるという考え方であり，生業の分類と

共に文化の変化という視点があるが，その枠組

み自体が 19 世紀に見られた文化進化論の影響を

強く受けているものであり，今日では理論とし

ての妥当性は認めにくいと言えるだろう。しか

しながら，ハーンの分類は狩猟採集社会から農

耕社会まで幅広く扱っており，その変化につい

ての考察を行なっていたという点では本稿の立

場に近いと言えるだろう。

（2）ダウエント・ホイットルセー

20 世紀に入り，1930 年代にはホイットルセー

（Whittlesey, 1936）が様々な生産形態を分類し

直し，自給的農耕として，遊牧，移動農業，原

始的定着農業，自給的混合農業，集約的稲作農業，

集約的畑作農業の６つを考え，商業的農業とし

て，商業的混合農業，商業的酪農，地中海式農業，

商業的放牧，商業的穀物農業，商業的プランテー

ション，特殊演芸農業の７つを考えた。ホイッ

トルセーの分類は今日でも使われることが多く，

非常に影響力の強い分類体系であったと言える

だろう。

ホイットルセーの分類法では，牧畜や稲作な

ど様々な生産活動が 13 の区分に分類されている

が，そこには自給的な生産活動と商業的生産活

動が含まれている。

さて，ホイットルセーの分類はあくまでも

1930 年代の時点で世界に見られた様々な農業形

態を分類したものであり，そこには狩猟採集文

化などは含まれないし，一つの文化形態から別

の形態への変化という視点もない。そのため，

狩猟採集文化と農耕文化の境界領域について示

唆を与えるものではない。しかしながら，様々

な農耕形態を整理したこと，そこには焼畑農耕

のように，狩猟採集と農耕の両方に依存する社

会に多くみられる農耕形態も位置付けられてい

たことは指摘できる。

また，ホイットルセーの分類は世界規模での

農耕形態を俯瞰したものであり，大雑把な点も

あった。例えば自給的混合農業ではコムギの生

産に向いていないため，商業圏に取り込まれる

ことなく存続している農耕形態として位置付け

られているが，栽培植物の多様化が著しく進
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行している今日では，コムギが育たなくても市

場経済には取り込まれうる。さらに，本稿にお

ける立場のように，有史以前の農耕形態を視野

に入れた議論を行うのであれば，コムギの栽培

を含む自給自足的混合農業そのものは既に中世

ヨーロッパなどで広く見られており，その起源

はレヴァントなどに見られた初期農耕にまで行

き着くと言えるだろう。

こうしたホイットルセーの分類における様々

な問題点は検討され，様々な改善案も提示され

てきた。例えば，端（1969）は熱帯地域におけ

る農耕を移動農耕と原始定着農耕とに二分する

事に疑問を提示し，焼畑についての佐々木（1965）

の二大類型を支持しているが，すでにこの頃に

問題点が認識されていたことが確認できる。さ

らに，端（1969）はナイジェリアの Soba 村域

において，家畜の分を活用した永久耕作地と焼

畑が併用されていることを報告している。また，

この村では家畜も飼育されているため，焼畑，

永久耕作，牧畜が組み合わされた複合農耕形態

とみなすことができるが，こうした村の生産形

態をホイットルセーが示した農業形態のどれか

一つに分類することはできない。

しかしながら，ホイットルセーの分類が今日

既に実用性を失っているかといえば決してそう

ではなく，山本（1987）は，国際地理連合（IGU）

などが行なっている再分類の指標として，「社

会的属性」「経済的属性」「生産活動の属性」

「構造的属性」などを紹介しつつ，これらがホ

イットルセーの方法論を踏襲したものであると

位置付けている。また，アサンら（Ahsan and 

Ahmed, 2012）は農業・農耕の種類としてホイッ

トルセーの分類を援用しているが，全体を自給

的であるか商業的であるかを元に二分し，さら

に自給的農耕を農耕，牧畜，混合に三分割する

など，ホイットルセーの分類をさらに構造化し

ている 2）。

ホイットルセーの分類はあくまでも農業や農

耕を分析対象としていたため，狩猟採集社会に

ついてはその分析対象から除外されている。狩

猟採集と農耕は，一見すると異なる戦略のよう

ではあるが，その実不可分のものである。狩猟

採集文化でも，火入れによる整地や植物の茎を

埋め戻すといった，農耕の前段階にあると解釈

できる行動が見られることはよく知られている。

さらに，狩猟採集と農耕を組み合わせた食料獲

得手段を発展させている民族も多いし，ホイッ

トルセーが移動農耕や原始定着農耕として位置

付けたものには，狩猟採集活動が組み合わされ

ているものが少なくない。こうした狩猟採集の

分類については，ビンフォードにその根源的な

試みを見出すことができるだろう。

（3）ミドルレンジ理論と最適採食理論

ビンフォードはミドルレンジ理論（middle-

range theory）を展開し，その中で，狩猟採集社

会をフォレジャー・タイプとコレクター・タイプ

に分類した（Binford, 1979, 1980, 1982; Bettinger 

et al., 2015）。フォレジャー・タイプの狩猟採集

社会は一般に定住性が低く，一つの地域から別の

地域へと移動しながら生活をしており，食料資源

などの貯蔵はあまり見られない。それに対して，

コレクター・タイプの狩猟採集社会では非常に高

い定住性が認められ，食料資源の貯蔵が一般的で

ある。こうしたコレクター・タイプの狩猟採集社

会の例としては，カリフォルニア北部からカナ

ダ北部にかけての北米の西海岸に暮らしていた

様々な民族が知られている。北アメリカ北西部で

暮らすこうした民族は非常に定住性の高い狩猟

採集文化を育んできたが，それは豊かな海洋資源

を基盤とするものであった。

フォレジャー・タイプは一般に温暖な気候の

地域に，そしてコレクター・タイプは一般に寒

冷な地域に見られるため，コレクター・タイプ

の分類指標として，ET（有効気温：effective 

temperature）が提示されているが，その算出

には以下の式が用いられる。

ET �= （8T+14AR） / （AR+8）  …（1） 

= （18WM–10CM） / （WM–CM+8） …（2）
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ここで，摂氏を単位として，T は年平均気温，

WM は最暖月平均気温，CM は最寒月平均気温，

AR は WM–CM で与えられる。（1）から（2）

への展開は T=（WM–CM）/2 とすると与えら

れるが，本来，年平均気温は全ての月の平均気

温の平均であり，（2）は近似式と位置付けるべ

きであろう。

しかしながら，こうした分類には批判もある。

一例を挙げるならば，グレートベースンのショ

ショーニ（Shoshone）族やパイユート族（Paiute）

に見られる変異が，気候や環境というよりは，

人口圧によって生じているのではないかという

批判である（Bettinger et al., 2015）。

さて，ミドルレンジ理論はその後，最適採食

理論（optimal foraging theory）などの理論を

派生させ，狩猟採集民族を中心に分析の基盤を

提供している。同理論では，探索，狩猟，加工

に必要とされる時間やエネルギーとそれによっ

て得られる食物のエネルギー量との比によって

狩猟対象となる動物が選ばれる傾向を予測する

ことが可能であるとされ，一般論としては大型

の動物の方が狩猟効率の向上に結びつきやすい

が，通常狩猟の対象とはみなされない小型の動

物であっても，効率よく大量に捕獲できる手段

があれば，狩猟対象としての重要性を増すこと

も示されている（Madsen, 1998）。

ミドルレンジ理論や最適採食理論は，主とし

て狩猟採集社会に対して適用されている。しか

しながら，こうした社会には定住性の高いもの

もあり，部分的な植物の栽培も行われている。

ホイットルセーの分類が狩猟採集と併用される

農耕から現代的農業までを対象としていたのに

対し，ミドルレンジ理論や最適採食理論は狩猟

採集から部分的な農耕を含む狩猟採集社会まで

を対象としていると言えるだろう。

2　定着度と社会の類型化
さて，最適採食理論に代表されるように，食

料獲得手段のエネルギー収支に注目した場合，

農耕の生産性はどのように捉えられるのだろう

か。例えば，狩猟，漁撈，農耕を組み合わせる

マチゲンガ（Machiguenga）族の場合，エネル

ギー収支で最も効率が良いのは農耕であるとさ

れている（Johnson and Behrens, 1982）。しか

しながら，カロリー獲得手段としては効率の良

い農耕も，栄養面では狩猟や漁撈ほどの生産性

はないという。また，初期の農耕は決して効率

が良いものではなく，地域によっては狩猟採集

の方が，より高い効率を示すという研究結果も

報告されている（Bowles, 2011）。さらに，植物

性食料が主要なカロリー源で動物性食料が栄養

を補完しているかというと，必ずしもそうでは

なく，アメリカ北西海岸では，生存に必要なカ

ロリーの多くをサケなどの海洋性動物に依存し

ていたが，球根やベリー類などの植物性食料が

栄養を補完していた（Folan, 1984）。

こうしたエネルギー効率や栄養バランスを保

つ上での有効性については地域差も見られ，こ

れらを統合的に理解することは非常に困難なよ

うにも思える。

本稿では，特に狩猟採集から農耕へと至る植

物性食物の扱いを整理するため，地力の維持方

法に注目する。これまで，狩猟採集社会や農耕

社会を議論する際には，こうした社会で人々が

「何を利用しているか」を問題にしてきた。しか

しながら，人々が一定の土地で生活することに

よって，その土地の生産性は減少していくこと

になるが，その生産性は何らかの方法によって

回復されなければならない。そこで，「何が土地

の生産性を回復させているか」という点から各

種社会を位置付け直していくのである。

人間が介入しない自然環境では，植物が育つ

上で必要とする肥料成分や水，空気は全て自然

環境によって生み出されたものである。そして

また，そうした植物を摂取することで成長・繁

殖する動物も，自然環境に維持されている。そ

の一方で，例えば近年発展しつつある屋内型の

植物工場などでは，植物が利用する光，水，肥
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料成分はほぼ完全に，人為的にコントロールが

なされている。両者の中間的な位置付けにある

と言える焼畑では，いく種類かの作物を栽培し

た後に畑は放棄される。畑が放棄されるのは，

連作障害の回避とともに，その土地の地力が減

少し，農耕を維持することができなくなるから

である。こうして放棄された畑には，やがて周

囲の森林が進出して二次林が形成されることで

土地の地力が回復する。

このように，一つの植物を考慮した時，その

植物を育成する主体（生産主体）と，その植物

が育つ環境を維持する主体（維持主体）を考え

ることができる。そして，本稿では人為的な介

入が行われているかどうかによって，この主体

を人間と自然環境とに分けて考える。

それでは人間が生産主体となる場合には，具

体的にどのような関与が考えられるであろうか。

人為的な播種や植え付けのような植物のセッ

ティングの他，除草や日射のコントロール，潅水，

病害虫の防御など，植物個体の育成を支援する

行為が考えられる。こうした行為に人為的関与

が見られない場合には生産主体は自然環境であ

ると言えるだろう。

維持主体は，食料となる植物が育つ土地の管

理主体である。例えば水田の場合，水田自体の

造成に始まり，水のコントロールによって栽培

期間中の土壌環境がコントロールされている。

さらに，栽培後には施肥や耕作によって，土地

の環境が維持されている。こうした人為的行為

によって，植物栽培の基盤となる土壌管理が行

われている場合に，維持主体は人間であると考

えることができるし，それが一切行われない場

合，維持主体は自然環境であるとみなすことが

できる。

厳密に検討を行う上では，施肥や灌水といっ

た様々な要素が生産主体と維持主体のどちらと

して行われるものであるか検討する必要がある。

例えば，苦土石灰による土壌酸性度の調整を行

なった場合には，こうした行為の主体は維持主

体として位置付けることができるが，有機肥料

の施肥は，土壌の環境調整と，植物の成長促進

という両方の側面が見られ，これは維持主体で

もあり，生産主体でもあるとみなすことができ

るだろう。こうした分類には様々な民族史学的

データと共に，化学，生物学にまたがる議論が

必要であるが，本稿では議論の土台として以下

のように分類する。

維持主体による行為

・整地

・耕耘

・有機物の蓄積（有機肥料の施肥を含む）

・土壌改良（団粒化促進など）

・酸性度の調整

生産主体による行為

・播種や定植

・灌水

・施肥

・除草や樹木の伐採

・病害虫・獣の駆除や防除

・光量調整

生産主体や維持主体として人間が関与する場

合においても，そこには人為的ではない要素が

存在するであろう。例えば，LED によって光合

成が行われる植物工場を除けば，温室であれ，

水田であれ，あるいは手付かずの原野であれ，

植物が光合成を行う際に必要となる光は太陽に

よって供給されている。そこに遮光などの形で

人間が関与することがあるとはいえ，人為的要

素は少なくともその一部でしかない。そこで，

それぞれの要素について人為的関与があるかど

うかを検討した上で，主体を位置付ける必要が

ある。上記のリストにある要素を検討して，人

為的な関与が複数に認められる場合には，暫定

的に主体を人間とみなすことを提案したい。

例えばフォレジャー・タイプの狩猟採集民族

であれば，一つの土地を利用し続けることで，

その土地の生産性（つまりはその土地で利用可

能な植物や動物の量）が減少していく。狩猟採
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集民族が移動した後，この土地は徐々に生産性

を回復していくが，この土地の維持主体は自然

環境であると言えるだろう。

コレクター・タイプの狩猟採集民族の場合に

は，同じ土地が継続して利用されるわけである

が，人間が直接的にその土地の生産性を回復さ

せるわけではない。例えば，海洋性動物に依存

しているアメリカ北西部の諸部族には，サケを

主食とするものが多い。よって，本稿で提示し

た要素をそのまま適用することはできないが，

同様の類推を行うことは可能である。主食とな

るサケなどの動物は人間が捕獲することでその

数を減少させるが，漁を行う海域だけでなくそ

の周囲の海域で増える海洋性動物がこうした減

少を補う。人為的な環境の維持や成長促進は行

われないため，自然環境が生産主体であり，ま

た維持主体にもなっていると言える。

こうした，生産主体と維持主体という観点か

ら様々な社会における食糧生産行為を分類した

時，非定着，半定着，定着という３つの大きな

枠組みを想定することができる。

（1）非定着社会

狩猟採集社会では，農耕や牧畜などの食糧生

産は原則として行われず，自然の中にある動植

物を食料として生活する。その際には，土地利

用と土地生産性の維持に人為的要素がほとんど

見られず，自然のプロセスに委ねられている。

人々は自然の中にある様々な動植物を利用する。

よって，狩猟採集社会における生産主体は自然

環境である。

一つの土地を利用し続けることで，その土地

の生産性（つまりはその土地で利用可能な植物

や動物の量）が減少していく。狩猟採集民族が

移動した後，この土地は徐々に生産性を回復し

ていくが，その主体はやはりその土地の環境で

あると言える。つまり，狩猟採集社会の多くは

維持主体も自然環境であると言えるだろう。

（2）半定着農耕

例えば焼畑を考えた場合，播種や定植によっ

て畑に作物を植え付け，その収穫までを行うが，

一つの土地を継続して利用し続けることはない。

また，狩猟採集や牧畜など，その他の食物生産

形態と組み合わせることも多い。こうした社会

には半定着農耕が多く見られると考えられる。

半定着農耕では，土地の生産力維持が自然に

委ねられているが，食物の生産自体は多かれ少

なかれ人為的に行われる。すなわち，生産主体

は人間であるものの，維持主体が自然環境であ

ることをその特徴とする。

後述のように，特に有史以前の遺跡で農耕と

狩猟採集の痕跡が見られた場合，考古学的証拠

から，農耕と狩猟採集の比重がそれぞれどの程

度であったかを再構成することは困難であり，

よって農耕と狩猟採集への依存度を基に分類す

ることはできないが，半定着農耕の例としては，

焼畑，樹木栽培，牧畜などが考えられるだろう。

ただし，こうした事例でも維持主体として人間

が関与する場合には，次の定着農耕として位置

付ける。

（3）定着農耕

一つの土地を継続して利用するために，土地

の管理を積極的に行うことを特徴とする農耕形

態を定着農耕と定義づける。ホイットルセーの

分類において商業性の高い農業は，そのほとん

どが定着農業として位置付けられるだろう。こ

うした農業では土地が金銭的利益へと結びつく

ため，土地の所有が明確にされる傾向があり，

その結果，決まった土地を長期にわたって利用

し続けることが求められるからである。

しかしながら，自給的農耕においても定着農

耕は認められる。ホイットルセーが提示した，

集約的稲作農耕，集約的畑作農耕，自給的混合

農業はいずれも定着農耕の例であろう。しかし

ながら，稲作と畑作とでは，水の利用が介在す

る程度によって大きな差異が生じている。稲作

では水田に水が引かれ，原則として冠水した状

態が維持される。水によって微量元素を補給す

るなどするため，水田では連作障害が深刻な問
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題となりにくい 3）。定着農耕社会では，土地へ

の施肥や輪作による連作障害の回避が行われる

が，こうした耕作地の生産性維持に対する人為

的介入が定着農耕の特徴である。

（4）半定着農耕と半栽培

本稿で定義した半定着農耕と類似した概念と

して，中尾（1967）が提唱し，福井（1983）が

議論をさらに展開させている「半栽培」がある。

福井は，半栽培を「なんらかの形で人為的な

保護がくわえられている状態」（福井 1983）とし，

半栽培へと至る段階として以下のものを挙げて

いる。

１．対象となる植物が意図的な排除を受けない

２．�対象となる植物が意図的に保護され，成長

を促進させられる

３．�対象となる植物が意図的に獣害からの保護

を受ける

４．�対象となる植物の繁殖が人為的に促進され

る

ここで 2 と 3 は植物の成長が人為的に保護さ

れている段階であり，4 が繁殖まで人為的なコン

トロールの下にある段階であると言えるだろう。

こうした「半栽培」は狩猟採集に見られるいわ

ば栽培の前段階にあたるものとして位置付けら

れるだろうが，福井は焼畑に 4 の要素が認めら

れることを指摘し，農耕と狩猟採集の連続性を

訴えている点は注目すべき点であると言える。

本稿での立場は，こうした植物の成長におけ

る人為的介入を「人間が生産主体として関与し

ている」状態であると位置付ける。福井らの言

う「半栽培」の状態では生産主体として人為的

な介入が行われていることを指摘しているもの

と言える。さらに焼畑などの農耕においては，

部分的にではあっても土地の生産性の維持に人

為的な介入が見られるようになってくる。生産

主体と維持主体という考え方は，ある側面にお

いては福井らが提唱した「半栽培」を拡張した

ものとして位置付けられるかもしれない。

Ⅲ．縄文文化と農耕社会

今日の人類の発展について考察するとき，狩

猟採集社会から農耕社会への変化は一つの大き

な転換点となっている。農耕社会が一般化する

ことでメタンガスなどの温室効果ガスが大気中

に増え，これが地球の温暖化を支えた可能性が

議論されてきたし，また，集約的農耕が都市の

発展を促し，国家などの政治組織の発達をもた

らすと共に，技術や哲学の発展を促進した。

そこには狩猟採集文化を育んでいたバンド社

会，つまりは親族や婚姻関係で結ばれた比較的

小規模な社会集団が，土地利用の集約化や出産

率の向上（Bocquet-Appel, 2011）などが図られ

たことによる人口密度の増加の影響で大規模化，

複雑化し，社会構造や社会制度の改変が進行し

たことが，大きな要因として挙げられるだろう。

しかしながら，この一連の社会的文化的発展

をどのように捉えるかという問題になると，非

常に混沌とした状況にあると言わざるを得なく

なる。このような混乱が見られる一つの例とし

て，まずは縄文文化と農耕の関わりを取り上げる。

よく知られているように，縄文文化は 1 万数

千年ほど前から 3 千年ほど前にかけて日本列島

に広く見られた文化圏である。その名の由来に

なった土器が使用されるようになった他，弓矢

や磨製石器が広く用いられるようになり，竪穴

式住居や掘立柱建築物が見られ，さらに貝塚の

形成などが見られる。これらは，旧石器時代と

比較して多かれ少なかれ定住性が強まったこと

を示すと考えられ，完新世に入り世界各地で見

られるようになった新石器文化の一つと捉えら

れている。縄文時代にどの程度の定住性が見ら

れたのかという点に関しては様々な議論が展開

されているが，本校では特に三内丸山遺跡を例

にこの問題について確認していく。

1　三内丸山遺跡と農耕
三内丸山遺跡は青森県に位置する縄文時代前
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期から中期にかけての 1000 年以上にわたって存

続した大規模な遺跡であり，その規模の大きさ

などから非常に多くの研究が行われてきた 4）。

同遺跡からは巨木を用いた構造物があったと

推定される（脇園ら , 2024）他，大型の竪穴建

物，掘立柱建物などが見られ，非常に定住性の

高い村落が形成されていたことを窺わせる遺跡

となっている（岡田，2021；羽生，2000a, 200b, 

2002, 2015）。近年では縄文時代の社会について

見直す過程で，「縄文文明」という表現も用いら

れるようになっているが，こうした縄文文明論

を論じる上でも三内丸山遺跡が取り上げられる

ことが多い。

そこで，まずは三内丸山遺跡における植物栽

培の可能性と定住性の程度について，これまで

に明らかにされている点を整理する。

（1）三内丸山遺跡における植物栽培

三内丸山遺跡における植物栽培の可能性につ

いて検討するため，まずは同遺跡での植物利用

について得られている情報を，文献を基に整理

する。

＜植物遺存体＞

三内丸山遺跡で出土する植物遺存体としては，

クリ，オニグルミ，ニワトコ，ヤマブドウなど

があり，非常に多様な植物が利用されていたこ

とがうかがえる。（岡田 , 2000, 2021; 羽生 2002）

そして，三内丸山遺跡で発見された植物のいく

つかは，栽培植物であった可能性がある。

岡田（2002）は，栽培されていた可能性のあ

る植物の例として，ヒョウタン，マメ，ゴボウ，

エゴマ，アサ，ヒエを挙げているが，この中で

ゴボウは日本原産の植物ではなく，大陸からも

たらされたものである点で興味深い。しかし，

三内丸山遺跡のものが栽培されたものであった

のか，あるいは栽培されていたものが野生化し

たものであったのかという点までは判明してい

ない。同様に，上記の栽培の可能性がある植物

について，岡田（2002）は１．出土量の少なさ，

２．炭化の傾向，３．人為的空間からの出土，４．

野生種と栽培種の識別困難性，５．栽培のため

の道具や空間が不明瞭であることを指摘してお

り，実際に同遺跡でこうした植物の栽培が行わ

れていたかどうかは判別できない。

＜その他の分析＞

三内丸山遺跡を含む東北で栽培されるように

なった植物として，ダイズが挙げられる。

ダイズはツルマメが栽培されるようになった

ものであると考えられているが，ツルマメは中

国や日本など東アジアに広く見られる植物であ

る。

中山（2015）によれば，縄文時代の草創期に

宮崎県でツルマメ（野生種）の試料が確認され

ているが，早期には長野県や山梨県から，そし

て中期にも山梨県を中心にダイズ属の種子圧痕

が発見されており，しかもその体積が大型化し

ていることが指摘できる。こうしたことから，

縄文時代中期には栽培型のダイズが生み出され

ていたと考えられるという。

さらに，島本（2000）は葉緑体とミトコンド

リアの比較から，三内丸山遺跡文化圏でも独自

にツルマメからダイズへの栽培化が進行したと

結論づけている。島本によれば，「大谷型」のダ

イズの祖先と考えられるツルマメが中国の長江

流域と日本の東北地方に分布するが，両者の葉

緑体ゲノムⅢ型が異なるものであること，中国，

日本のそれぞれで，ダイズとツルマメの葉緑体

ゲノムⅢ型が一致することなどから，島本（2000）

は日本における大谷型ダイズは，三内丸山遺跡

を含む東北地方で独自に栽培化されたものであ

ると位置付けている。こうした研究例から，東

北地方での植物栽培が縄文時代に遡るものであ

り，三内丸山遺跡もその一角を担っていた可能

性は高まっていると言えるだろう。

しかしながら，実際に三内丸山遺跡において

ツルマメからダイズへの変化が生じていたかど

うかについては明確な証拠が得られていない。

こうした事から，生産主体や維持主体として三

内丸山遺跡の居住者がダイズの栽培に関与した
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可能性は検討すべき点であるが，現時点では判

断が困難であると言えるだろう。

その他，三内丸山遺跡ではクリの栽培が行わ

れていた可能性がある。吉川（2011）は花粉の

分析から，三内丸山遺跡周辺にクリの純林が広

がっていたと結論づけているが，三内丸山遺跡

周辺にかつて広がっていたクリ林は遺伝的均質

性が見られることなどから，人為的に栽培され

ていた可能性が指摘されている。またナッツ類

への依存度が高かった縄文時代の食文化を考え

るならば，こうしたクリ林からの収穫物が主要

なカロリー源になっていた可能性も考えられる。

（2）三内丸山遺跡における定住性

三内丸山遺跡では巨木を組み合わせて構築さ

れたと推定される構造物の跡が発見されたこと

もあり，非常に定住性の高い村落が存在してい

たのではないかと考えられてきた。同遺跡では，

様々な観点から定住性について議論がなされて

いるが，本稿では石器と動物遺存体，そして植

物の利用について確認を行う。

＜石器＞

羽生（2015）は，歴史生態学の視点から，同

遺跡に見られる居住跡の数的変化や遺跡に見ら

れる石器の種類に生じた変化などに注目し，縄

文時代前期から中期にかけての遺跡の容態が定

常的なものであったとは考えにくく，時代の変

遷とともに，動植物の利用や製作される石器の

種類の変化，遺跡規模などに適応サイクルの変

化が認められるのではないかと指摘している。

羽生によれば，三内丸山遺跡では，縄文時代

中期の円筒上層 b 〜 d 式期に石器のバランスが

崩れ，多様性が失われていった。この時期には

植物質食料への依存度が高まるが，上層 e 式期

以降に石鏃が多く見られるようになった。この

ことから縄文時代中期の三内丸山遺跡において

植物質食料への依存度が高まったことで人口増

加に対応することが可能になったが，その結果

として多様性の喪失が生じ，「生業システムの脆

弱化」が生じたと仮定し，その検証を行なって

いる（Habu, 2008；羽生，2015）。

＜動物遺存体＞

三内丸山遺跡では，さまざまな動植物の痕跡

が発見されている。この中で動物に注目すると，

狩猟の対象としては，ウサギ，ムササビなどの

哺乳類やカモやガンなどの鳥類があり，漁撈の

対象として，ブリ，ニシン，カレイ，フグなど，

非常に多様な動物が利用されていたことがうか

がえる。（岡田，2000，2021; 羽生 2002）

通常，縄文時代の遺跡では，シカやイノシシ

の骨が多く見られるが，同遺跡ではこうした骨

があまり見られず，共に小型の動物であるウサ

ギとムササビが非常に多く見られることが特徴

的である。岡田（2000）はこうした小動物の狩

猟が食用ではなく毛皮を目的としたものであっ

た可能性を指摘している。

さて，狩猟対象としてのウサギやムササビの

位置付けについて確認する上では，マタギにつ

いて書かれた文献が参考になるが，論文として

出版されているものはあまり多くない 5）。しか

しながら，書籍として刊行されたものにはマタ

ギについての記録がまとめられているものが多

くある。こうした書籍によると，ウサギやムサ

サビは特に大正から昭和にかけて，毛皮として

の重要性を有していたが，タンパク源としても

貴重なものであったことがうかがえるし，ウサ

ギの糞や内臓を食す地域もあったようである（根

深，2012, 2014; 太田，1979; 石川，1983）。こう

したマタギによる狩猟では，ウサギは秋から春

にかけて狩猟の対象となっていたが，特に冬の

ウサギはクロモジを食べているため風味が良く

なるという（石川 , 1983）。また，ムササビは冬

の夜に狩猟を行なっていた（根深 , 2012, 2014; 

太田 , 1979）。さらに，カモやガンについては，

越冬のために南下してくるため，基本的にはや

はり冬が狩猟の時期であったと考えられる。

三内丸山遺跡の動物依存体自体からその狩猟

時期や狩猟目的を特定することは困難だが，同

遺跡に見られる哺乳類や鳥類については，後の
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時代にはマタギによって冬に狩猟されていた

動物が多く見られること，そしてまた，ウサギ

やモモンガについては毛皮を目的とした狩猟で

あったことを示す証拠はないという点は指摘で

きるだろう。

その一方で，漁撈の対象となっていた魚類に

ついては，ブリ，ニシン，カレイ，フグなど，

非常に多様な動物が利用されていたことがうか

がえる（岡田，2000, 2021; 羽生 2002; 小宮ら， 

2019）。特に小宮ら（2019）は 4mm メッシュを

通過する非常に小さな骨を含めた分析を行い，

三内丸山遺跡では 20cm 前後の小型魚が漁撈の

対象として重要であったことを指摘している。

その上で，３〜４月のニシン漁が行われた後，

５月頃から秋までサバやブリなどの漁が行われ

ていたと推定している。ただし，カレイ類につ

いては，種や齢の同定が困難であり，漁期につ

いても特定に至っていない。

＜植物の利用＞

三内丸山遺跡における植物利用についてはす

でに検討を行っているが，定住性に対する寄与

度を検討するため，クリの生産性について検討

を行う。

この点について検討するためには，当時のク

リ林からどの程度の収穫が得られていたのかを

推定しなければならないが，クリ林がどの程度の

面積に広がっていたかを推定することは困難で

あり，また，こうしたクリ林では単位面積あたり

どの程度の収穫が得られたかということを推測

することはさらに困難である。しかし，得られる

情報から以下の通り推測することができる。

三内丸山遺跡にかつてあったクリ林の花粉密

度は今日のクリ園と同等であったと見積もられ

ている（吉川，2011）が，このことから，クリ

の開花期に今日のクリ林と同じ程度の密度でク

リの花が存在していたと考えられる。しかし，

栽培化される過程で今日のクリの実は大型化し

ているため，実の収穫については今日のクリ林

での収穫量よりも少なかったと推測できる。よっ

て，今日の水準をそのまま適用して当時の収穫

量を推測することはできない。

当時，単位面積あたりどの程度の収穫量が

あったのかを推定する根拠は乏しいが，参考に

なりそうなデータとして中国でのクリ生産量の

変遷が挙げられる。元木（2013）によれば，中

国での単位面積あたりのクリ生産量は 1980 年代

以前に 300kg/ha 程度であった。しかし，樹木

の管理や施肥などの栽培方法の改善によって，

10,000kg/ha まで向上したという。明らかに，

クリ樹林の収穫量は栽培方法に大きく依存す

る。今日の日本においても単位面積あたりの収

穫量として 3.5t/ha というデータがある（元木，

2013）が，先に挙げた生産方法が改善される前

の中国での値である 300kg/ha はこの 1/10 弱で

ある。三内丸山遺跡での収穫量については推定

の根拠となる資料がないが，300kg/ha という数

字はほとんど放置に近い状態であったことから，

これと同程度の収穫量はあったと仮定する。さ

らに，吉川（2011）の示した図から三内丸山遺

跡周辺のクリ林は 30 〜 50 ヘクタール程度の広

さがあったとすると，クリ林全体で 10t 前後の

収穫量はあったのではないかと考えられる。ク

リは 100g 当たりの熱量が 160kcal 程度とされて

いるため，10t のクリは概算で 1,600 万 kcal とな

る。人間が 1 日に消費するエネルギー量を 2,000

〜 3,000kcal として，三内丸山遺跡にかつて存在

した村落では，15 〜 20 人ほどの人間が一年中

クリだけを食べて必要な熱量を賄うことができ

たという計算になる。言うまでもなく，三内丸

山遺跡では様々な動植物を食用にしていた痕跡

があり，仮に必要カロリーの 10% をクリで賄っ

ていたとすると，三内丸山遺跡にあったクリ林

は，上記の推定の 10 倍の人口を養うことができ

たということになる。

より正確に計算するためには，単位面積あた

りの生産量についての実験考古学を含むデータ

収集や，野生の動物に食べられて食用にならな

い実の量を推定するなどする必要があるだろう。
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しかしながら，三内丸山遺跡においてクリの木

が村の周囲に植えられていたこと，そうしたク

リの木から得られる実がカロリー源として重要

な役割を果たしていたことは指摘できる。その

一方で，クリの実の大きさが野生のクリのもの

と大差なかったことは，当時村の周囲に生えて

いたクリの木に対する施肥や優良なクリの実の

選抜による改良などは行われていなかったこと

を示唆している。

Ⅳ．考察

本稿では，半定着農耕というカテゴリーを提

案したが，山内丸山遺跡の文化形態について考

察する際に，この概念がどのように貢献しうる

かという点について検討を行いたい。

１　三内丸山遺跡における定住性
三内丸山遺跡での定住性について検討する上

で重要なものと考えられるのがクリである。辻

ら（2001）は三内丸山遺跡におけるクリの重要

性を指摘しているが，羽生（2015）はクリの実

を利用する上でアク抜きが必要ではないことか

ら「クリについては磨石で加工する必然性はな

い」とし，「磨石の出現頻度の多寡が食生活にお

けるクリの重要性の指標であるとは考えにくい」

と考える根拠の一つとしている。

しかしながら，アク抜きが不要な穀物類がす

り潰すなどの加工を受けている例は，レヴァン

トやエジプトにおけるムギ類の事例や，メソア

メリカを中心としたトウモロコシの事例など，

非常に多くみられる。こうした事例では，これ

らの穀物が主食として用いられており，擦り潰

し，水などでこねて生地を作り，さらに火を通

すことで主食となるパンなどの食物が作られて

いた。特にクリが秋に収穫された後保存され，

一定期間を経てから主食として利用される場合

には，調理の下処理段階でクリの保存状態を確

認しながらすり潰し，食用に不適なものを排除

するといったプロセスがあったことは十分に想

定できる。

石皿の残存デンプンの分析によると，中期中

葉（円筒上層に該当）には堅果類の他，根茎・

球根類や「ヒエと想定できる残存デンプン粒」

が見られるが，その一方で，中期末葉（大木 10

式平行期）には遺跡内の石皿で加工される植物

の種類が減少していくという（渋谷，2010）。こ

れは磨石の頻度低下が生じている時期に一致し

ており，クリ林の衰退と共に磨石が使用されな

くなり，相対的に石鏃が多く見られるようになっ

ている事からも，この時期に狩猟への依存度が

高くなったと想定するのが最も自然な解釈であ

るように思われる。

つまり，クリの利用頻度について羽生（2015）

が疑問を提示した円筒上層 b 〜 d 期については，

辻らの論を採用するならばクリ林が最盛期を迎

えていた時期であるが，羽生自身の分析によれ

ば磨石の頻度が高まった時期と一致する。また，

その時期の石皿には多様な植物が利用されてい

た痕跡が認められる。

その一方で，磨石の頻度が低下し，石鏃など

狩猟を示唆する石器の頻度が上昇する末期には，

利用される植物の頻度も減るという結果が与え

られている。

三内丸山遺跡にかつて存在した集落を取り囲

んでいたと考えられるクリ林の実態がどのよう

なものであったかという点について，多角的な

分析を試みた羽生の分析は高く評価されるべき

であると思われるが，クリの重要性を否定する

根拠が石器のバランスに見られる変化であり，

そしてその変化には磨石頻度の低下が含まれて

いない。

また，前述のように，三内丸山遺跡では春か

ら秋にかけて 20 センチ程度の各種魚類が豊富に

利用されていたことが示されている。こうした

漁には網が用いられたと想定するべきであり，

一定数の人々が協力して漁を行っていたと考え

ることができるし，そうした漁撈活動が春から
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秋まで行われていた蓋然性も非常に高いと言え

るだろう。冬季には漁撈活動が困難であったと

しても，ウサギとムササビなどの哺乳類やガン

やカモといった鳥類の狩猟は冬季を示唆してお

り，冬季の貴重なタンパク源として機能してい

たと考えるのが妥当であると思われる。

こうした事から，三内丸山遺跡が周年利用さ

れていたものか，あるいは季節的な利用が行わ

れていたものかという点について，現時点では

断定は困難であるが，得られている証拠は周年

利用を示す証拠が多いと考えられる。

その一方で，羽生は石器の出現頻度を基に，

三内丸山遺跡の居住者たちがコレクター・タイ

プの狩猟採集民族であることを示唆している

が，この点についても考察する必要があるだろ

う。というのも，そこでは「石器組成全体のバ

ランスについての議論」と「狩猟に使用する石

鏃と植物の加工に用いられたと考えられる磨石

のバランス」についての議論が明確に分けられ

ていないと思われるからである。羽生（Habu, 

2008）はそれぞれの石器種別ごとに，その出現

頻度を比較しており，これは非常に有益かつ信

頼性の高いデータであると言えるだろう。その

データによると，石鏃の頻度自体は，円筒下層

a 式期から円筒上層 d 式期まで 15 〜 20％程度

であり，比較的安定している。唯一の例外は円

筒上層 c 期であるが，その後の b 期では再び上

昇していることから，これは一時的な現象か，

統計的な誤差と見做すべきであり，この時期に

大きな生態学的変化が生じたことを裏付けるも

のではないと考えられる。羽生の主張するよう

に，磨石は円筒下層 b 式期から頻度が上昇して

いき，上層 b 〜 c 式期にピークに達しており，

この時点では 70％程度にもなっているため，石

器の多様性が失われていることは間違いないの

だが，それは石鏃の減少によって生じているの

ではなく，石匙などその他の石器の出現頻度が

減少していることに対応していると言える。羽

生の示すデータからは，三内丸山遺跡の村落で

生じた人口の増加と相対的な磨石頻度の上昇が

実際に生じていたことが示されているが，ここ

から狩猟の重要性が低下したこと，あるいは何

らかのシステムの安定性が低減したことを結論

づけるのは性急であるように思われる。むしろ

岡田（2021）によれば石鏃の原材料は青森周辺

産の黒曜石であるが，それ以外の石器に使用さ

れていた，より遠方の地域から持ち込まれる黒

曜石の流通ルートに何らかの異変が生じていた

可能性についての検討が必要である。

縄文時代の定住度を考慮する上で，羽生が参

照しているのは北アメリカ大陸の太平洋側で暮

らしていたネイティブ・アメリカンの諸部族と，

主としてこうした事例から構築された理論的枠

組みであり，特にミドルレンジ理論が参照され

る傾向が強い。

しかしながら，半定着農耕民族という視点か

ら縄文社会とこうしたネイティブ・アメリカン

を比較するならば，両者には非常に大きな相違

点が認められることに気づく。

三内丸山遺跡では，羽生も言及しているよう

に，磨石や石皿の出現頻度が非常に高くなる時

期が，遺跡の規模が最大化した時期と一致して

おり，こうした石器類から現時点で見出されて

いるのは，堅果類や球根などの植物質である。

こうした植物性食物が三内丸山遺跡の居住者に

とって主要なエネルギー源になっていたことは

想像に難くないし，人為的な要素が認められる

居住地周囲のクリ林が，その主たる要素であっ

たと考えられる。

西海岸のネイティブ・アメリカンには様々な

食文化が見られるが，多く見られるのは海洋動

物への依存であり，植物質の食物も利用される

という点で確かに縄文社会との類似性は認めら

れる。一例として，ベッティンガーら（Bettinger 

et al., 2015）が取り上げているグレートベーシ

ンのショショネ族などの比較では，ピニョン（松

の一種）の実がどのように利用可能であるかと

いう違いによって，フォレジャー・タイプやコ
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レクター・タイプの違いが生まれている。ピニョ

ンは食物としての信頼性が低く，ベッティンガー

らはその他の植物がどの程度利用できるかに

よって定住性の度合いが変化するとしている。

三内丸山遺跡と西海岸のネイティブ・アメリカ

ンにおいて異なるのは，食料源となる動植物の安

定性である。クリはドメスティケーションのプロ

セスを経ずとも大きな実を持ち，成長も速く，食

料源として安定していたと考えられる。つまり，

先述のピニョンとはかなり様相が異なっている。

北アメリカにもヒマワリをはじめとして栽培可

能な植物は多く存在していたし，実際にそうした

地域では定住性が高いカホキアなどの文化が繁

栄していた。西海岸のネイティブ・アメリカンの

諸部族においても植物栽培の例は認められるも

のの，それは球根類など，主食というよりは栄養

を補完するものや，制御が困難なものであった。

よって，半定着農耕へと移行する上で非常に大き

な困難を抱えていたと推察される。

２　三内丸山遺跡での農耕の可能性
それでは，三内丸山遺跡における農耕の可能

については現時点でどのようなことが言えるの

であろうか。

三内丸山遺跡における維持主体を考えた時，

本稿で提示した，整地，耕耘，（林床での）有機

物の蓄積，土壌改良，酸性度の調整のいずれに

おいても人為的関与があった証拠は得られてい

ない。

三内丸山遺跡ではその規模と継続性について

はいまだに確定的なことが言えないとはいえ，

人為的に集落周囲にクリ林が形成されていたこ

とは確実視して良いだろう。しかしながら，そ

うしたクリ林で生産されるクリの実が野生のも

のとさほど大きさが変わらないことから，そう

したクリ林に対する樹間距離の調整や施肥など

の管理は行われていなかったと推測することが

できる。また，黒ボク土の発達が見られる事から，

佐瀬ら（2008）は人の活動が草原的環境の拡大

に結びついたことを論じているが，これが成長

の早いクリの拡大に繋がったことは十分に考え

られる。

続いて生産主体としての関与を考えた時，灌

水，施肥，光量調整については人為的関与が考

えにくいと言えるだろう。特にクリの実の大き

さが野生のものと変わらないという点は，施肥

が行われていなかったことを強く示唆している。

しかし，クリの花粉が非常に高濃度で見られ

るということは，少なくともクリ以外の植生が

意図的に制限されていたことを示唆しており，

生産主体としての人間の関与は限定的ではある

ものの，ある程度は認められると言えるだろう。

三内丸山遺跡周辺でクリ林が衰退する時期と遺

跡そのものが衰退する時期が一致している事も

様子が見られることもこのことを支持している。

すなわち，三内丸山遺跡にかつて存在したクリ

林については人間による積極的な栽培の対象と

はなっていなかったとしても，少なくとも保護

の対象になっていたということは言えるだろう。

よって，三内丸山遺跡に見られたクリ林で行

われていた可能性のある行為として，植え付け，

除草や樹木の伐採，病害虫・獣の駆除や防除

の 3 点が考えられるが，本稿における分類に基

づくのであれば，三内丸山遺跡には縄文時代の

中期に半定着農耕が見られた可能性が高いと位

置付けることができるだろう。アメリカ太平洋

岸の諸部族の場合にも一部で栽培が見られてい

たこともあり，狩猟採集や半定着農耕など様々

な社会が見られたと考えられるが，三内丸山遺

跡との大きな相違点として，主食として食べら

れていた動植物の生産主体として人為的関与が

あったかどうか，という点について考えなけれ

ばならない。

三内丸山遺跡でクリが実の大型化など，より

積極的な栽培，つまりは定着農耕の痕跡を示す

証拠は得られていない。しかしながら，縄文社

会全体として考えるのであれば，ダイズやクリ

など様々な植物がドメスティケーションの痕跡
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を示している。

こうした観点からは，三内丸山遺跡に類似す

る文化形態としては，アメリカ太平洋岸の諸部

族よりは，むしろレヴァント旧石器時代のナ

トゥーフ文化が挙げられるだろう。そしてまた，

ナトゥーフ社会と三内丸山遺跡の社会は共に定

住化と農耕の開始という方向性にあった半定着

農耕の例として位置付けることができる。

しかしながら，ナトゥーフ文化ではムギ類が

多く利用されていたのに対し，三内丸山遺跡で

はその役割をクリが果たしていた可能性が高い。

それは維持主体としての人間の関与度に大きな

差を生むこととなったと考えられる。一年草で

ある上に，生育期間と生育期間の間に大きな断

絶があるムギ類が栽培されるようになり，その

範囲が広がる過程で，生産主体として，そして

また維持主体として，非常に高度な人間の関与

を要求するようになった。対照的に，クリ林は

一度構成された後はほとんど人間の手を必要し

なかったのではないかと推測される。

このことがレヴァントでは半定着農耕から農

耕への変化を推進し，やがて都市の形成へと結

びついていったのに対し，日本列島では中国南

部で発達した水田が導入されることで初めて本

格的な定着農耕へと移行していったのではない

かという可能性についても検討することができ

るだろう。
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Ⅵ．注
1）�本稿では自給的性格の強い農耕を「農耕」とし，

換金作物の栽培を主とした商業的性格の強い農耕
を「農業」と表現する。ただし，全体として自給
的性格の強い焼畑で換金作物が栽培されることも
あるなど両者の区分は決して明確ではない。その
ため，一般論としては「農耕」を用いる。また，
ホイットルセーの分類については一般的に訳とし
て「農業」が用いられているため，本稿において
もそれに準じた表記を行う。

2）�アサンら（2012）が示した図（論文中の Figure 5）
では，誤りが認められる。そこでは，Rudimental 
Sedentary Tillage, Intensive Subsistence Tillage 
with Rice Dominant, Intensive Subsistence 
Agriculture Tillage without Paddy Rice が
Shifting Cultivation の下位構造とされているが，
これは Tillage の下位構造として示されるべきも
のであろう。

3）�水田と連作障害については，井手ら（1974）や神
谷ら（1994）など参照のこと。

4）�三内丸山遺跡出土の遺物を年代測定した結果，辻
ら（2001）は同遺跡が 5,900 年前から 4,300 年前ま
での1,600年間に渡って存続したと結論づけている。

5）�マタギそのものがあまり見られなくなってきてい
る中で，マタギについて論じた論文も非常に少な
いが，数少ない例外として，山口（1942），椿（1968），
木崎（1979）などがある。

受理：2024 年 10 月 31 日
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【要旨】

昨今の日本は，地震や洪水といった災害に見舞われ，当たり前であった安心できる環境や関係を失

うという大きな対象喪失に見舞われている。また，臨床現場では多くのクライエントが生きる意味を

問うている。本稿では，疾患を抱えた人だけでなく，多くの人々が感じる情緒に「むなしさ」がある

と考え，精神分析学や臨床心理学の臨床知や理論の変遷について調べた。そして，昨今の精神分析学

においてアメリカで注目・実践されている関係精神分析や，河合隼雄の中空均衡型の考えを通して，

現代における「むなしさ」に心理臨床家がどう関わっていけばいいのかを考察した。さらに，自らの

経験を通して，詩がともにあることの大切さ，「むなしさ」を抱えながらも生きていくことについて

考察した。

【キーワード】

むなしさ，emptiness，対象喪失，関係精神分析，中空均衡型

I．はじめに

昨今の日本は，2011 年 3 月 11 日におきた東

日本大震災や 2024 年 1 月 1 日に発生した能登半

島地震，豪雨による大規模災害等により，これ

まで当たりまえであった安心できる家や家族を

失うという喪失にさらされている。また，コロ

ナ禍，いじめ，若者の自殺率の増加，精神疾患

に罹患した患者の自死の問題等を抱え，その対

応が急務となっている。こういった現状に伴う

情緒として「むなしさ」は，取り扱われること

が待たれている課題である。

また日々の心理臨床において，精神疾患のあ

る患者は「むなしさ」を抱えていることが多い。

さらに健康に過ごしている人や一見恵まれてい

るように見える人も「むなしさ」を抱えている

と言われている。

しかし日本において，「むなしさ」は，耐え忍

ぶもの，個人の中で隠し持っておくことがよい

とされる風潮があるためか，「むなしさ」につい

て表立って表す，語ることはこれまで避けられ

てきたように思われる。文学や哲学，芸術の分

野では，「むなしさ」は表現されたり，取り上げ

られたりすることが多いが，心理臨床や精神分

析の分野ではあまり研究されていないように思

う。

本稿では，様々な問題や生きづらさの背景と

なっている「むなしさ」について，精神分析学

や臨床心理学の臨床知を用いながら考察してい

く。

Ⅱ.「むなしさ」とは

「むなしさ」を Weblio「実用日本語表現辞典」

（2024 年 10 月 28 日取得）で調べると，「心がう

− 17 −



山梨英和大学紀要第 23 号（2025 年）

つろになり，充実感が得られない感じ。空虚を

感じるさま。『虚しい』の名詞形。『虚しさを覚

える』などのように言うことが多い」と記述さ

れている。

北山（2014）は「むなしさ」について，「『空しい』

『虚しい』は何もない，空っぽ，実質がない，無

駄というような強い心理的意味を伴って使われ

るようです。同様の事態を意味する表現として

は，虚無，空ろ，空洞，空虚，寒々，穴があい

たみたい，風か吹き抜けるようだ，荒涼などが

あります」と指摘している。

また，「むなしさ」は英語で emptiness である

が，欧米では emptiness は忌み嫌われていて，

好ましくないものと考えられているようである。

「DSM-5-TR 精神疾患の分類と診断の手引」

（2022 ／ 2023） に よ る と， ボ ー ダ ー ラ イ ン

パ ー ソ ナ リ テ ィ 症（Borderline Personality 

Disorder）の診断基準の一つに「慢性的な空虚感」

が挙げられている。ボーダーラインパーソナリ

ティ症だけでなく，うつ病をはじめとする気分

障害のいずれにおいても，自傷行為，自殺企図，

自殺未遂が問題となることが多く，DSM-5-TR

には，うつ病患者が抱く「空虚感」「絶望感」「悲

しみ」についての記載がある。

我が国の自殺率は 2003 年に統計開始以来最多

の 2 万 4,427 人となった。その後 2010 年に減少

に転じ，その後は 2 万千人台で推移している。

年齢階級別の自殺者数をみると，「40 ～ 49 歳」，

「50 ～ 59 歳」及び「60 ～ 69 歳」の自殺者数が

多いが，特に 2020 年には「20 ～ 29 歳」の自

殺死亡率が大きく上昇している（厚生労働省，

2023）。このような近親者の自殺によって，残さ

れた人々は大きな喪失感を経験する。

重要な対象との分離・離別については，DSM-

5-TR で新たに「遷延性悲嘆症」が加えられた。

「遷延性悲嘆症」とは，少なくとも 12 か月前（児

童や青少年の場合は，少なくとも 6 か月前）の，

悲嘆する者に親しかった人の死を体験し，自分

の一部が死んだような「同一性の破綻」や，怒

りや恨み，悲しみといった激しい情緒的苦痛を

感じるものをいう。

さらに，定年退職などで 30 年，40 年と勤め

ていた会社を退職し，それまでの仕事上の役割

がなくなってしまったり，これまで子育てに専

心してきた人が，子どもが自立していくことで

自分の仕事・役割をなくす「空の巣症候群」といっ

た対象喪失が体験される。これも，「対象の保持

の挫折」であり，「むなしさ」を感じるものであ

ろう。

Ⅲ.精神分析学や臨床心理学に
おける「むなしさ」

1　「むなしさ」についての国内外の先行研究
論文データベース CiNii を利用して，2024 年

10 月 27 日に検索を行い，2000 年以降に行われ

た研究について調べた。「むなしさ　心理」「虚

しさ　心理」「空しさ　心理」「空虚感　心理」

をキーワードとして検索を行ったところ，49 件

が抽出された。

海外の文献については，論文データベース

PsycInfo を利用して，2024 年 10 月 27 日に検索

を行い，2000 年以降に行われた研究について調

べた。“emptiness” をキーワードとして検索を

行った結果，16 件が抽出された。　

これらの論文の約 9 割が高齢者や青年が感じ

る「空虚感」や「むなしさ」について調査した

ものであり，彼らは疎外感や孤独感が強いこと

が示唆されていた。また，わずかではあるが心

理的なアプローチがそれらを緩和するという研

究もみられた。

2　Freudの「悲哀とメランコリー」
精神分析においては，Freud が論文「悲哀と

メランコリー」（1917/1970）において，喪の仕

事とその逸脱的病理現象としてのメランコリー

を初めて論じた。Freud（1917/1970）はこの論

文で，悲哀や悲嘆を論じ，悲哀と病的なメラン
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コリーとを対照させ，画期的な考察を提示した。

以来，精神分析が注目してきたのは愛する対象，

依存する対象，安心できる状況の喪失であり，

対象喪失の反応として悲嘆，悲哀に興味がもた

れ，その心的ショックからの回復過程が「喪の

仕事」という治療的過程として取り出されるよ

うになった（北山，2014）。

Freud（1917/1970）は，正常な悲哀と病的な

抑うつとは連続するものであると考えた。違い

を単純化するなら，正常な悲哀では求められる

対象が不在で，外界が「むなしく」なる。この

場合，愛する対象が心の中にはいるが，心の外

にいない。一方で病的な抑うつの場合は，心の

中にいた愛する対象がいなくなり，心の中に穴

がぽっかりあいてしまい，強烈な場合は自分ま

で持っていかれたような，自分がなくなってし

まったような状態になり，自分が「むなしさ」

に圧倒される。これは，愛する対象と自分が一

体であったり，共に唯一無二の存在であったり

した場合におこる。この場合は，愛する対象，

大切だった対象は，心の外側にも内側にもいない。

このような取り返しのつかない「むなしさ」

の病的な抑うつを推進するのが，喪失対象に対

する怒りや恨みという攻撃的感情であるといわ

れている。なぜなら，不在の対象は，大切な対

象であるため，怒りや恨みを向けるわけにはい

かないために，怒りや恨みは自己へと向けかえ

られ，自己評価の低下，自責の念につながると

いわれている。自己へ向けかえられた怒りが強

い場合には，自殺にまで至ってしまう。

3　Bowlbyの「モーニングワーク」
対象喪失の際の仕事は，「モーニングワーク」

あるいは「喪の仕事」と言われている。Bowlby

（1961）はモーニングワークを，①無感覚の段階，

②対象喪失の否認の段階，③絶望と抑うつの段

階，④失った対象からの離脱の段階（新しい対

象との出会い）の 4 段階に分けている。

モーニングワークでは，亡くした対象との和

解と償いをしていくこと，破壊してしまったこ

とに対する罪悪感を受け入れていくこと，内的

な幻想を放棄し，現実感覚を取り戻していくこ

とが求められる。そうして，失ってしまったも

のが，心の中に程よい対象として内在化され，

体験されていくことがモーニングワークである。

対象喪失の概念は，さまざまな臨床でも使用

されている。Bowlby による母親と乳幼児間で

のアタッチメントと喪失の理論，外的対象喪失

時の臨床技法としてのグリーフワーク，死の臨

床等が現代の課題として広く見出される。

4　北山の「むなしさ」
北山（2014）は，「『むなしさ』から自分を守

る方法としては，自分で何かつくってこれを埋

める方法と，既成の何かで充当する方法とがあ

る」と述べている。自分で何かを作るというと，

詩を書いてみたり，俳句を詠んだりすることが

あげられる。既成の何かで充当するというと，

推し活や，韓流ドラマにハマるといったものか

ら，ゲームや SNS，パチンコや競馬，競輪など

のギャンブルに依存するといったことがあげら

れる。また，わざわざ面倒な問題を抱え込んで

空洞を埋めたり，酒や薬たばこでごまかす，紛

らわすという方法や，やけ食いや買い物で「む

なしさ」を埋めたりすることであろう。

「ある程度の『むなしさ』はかみ締める，我慢

するという態度が偉いし，大人なのであるが，

逆に『むなしさ』に圧倒されると何をするのも『め

んどくさい』『しんきくさい』という状態となり，

何もする気がしなくなる」（北山，2014）。

このように，「むなしさ」は，通常は不快で苦

痛な感情であり，これを避けるためにさまざま

な試みがなされているといえる。詩や俳句を作っ

たり，絵を描いたりというように，「むなしさ」

を芸術や文化で表現することは，「むなしさ」や

孤独感を創造に向かわせる建設的なものかもし

れない。

その後，北山は，きたやま（2024）「『むなし
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さ』の味わい方」について論をすすめているが，

その紹介は別の論文で取り上げることとする。

5　中年の「むなしさ」
河合（2020）は中年の問題に焦点をあてて，

文学作品とともに論じている。河合（2020）に

よると，心理学で中年を大切に取りあげたの

は，スイスの分析心理学者，C. G. Jung である。

Jung は自分のところに相談に来る人は中年が多

く，その約 3 分の 1 は，一般的な意味で言うと

何の問題もない，むしろ「適応がよすぎること

が問題」とでも言いたいほどであったらしい。

そのような人は，財産，地位，家族などについ

ては，問題がないどころか，むしろ他と比較す

ると，はるかに恵まれた状況にあった。しかし，

彼らのすべてが「何かが足りない」と感じたり，

「不可解な不安」に悩まされたりして，Jung の

ところを訪れたという。この「何かが足りない」

や「不可解な不安」というのは，「むなしさ」に

通じるものであろう。

中年になると，「こんな人生でいいのだろう

か」「満たされているけどなにかが足りない」と

思っており，その根底には「むなしさ」が存在

していると考えられる。定年退職などで 30 年，

40 年と勤めていた会社を退職し，それまでの仕

事上の役割がなくなってしまうという役割の喪

失や，これまで子育てに専心してきた人が，子

どもが巣立っていく，自立していくことで，自

分の仕事・役割をなくし，「むなしさ」を感じる

「空の巣症候群」も対象喪失である。中年のむな

しさには，河合（2020）が指摘しているような

恵まれた状況の中で感じる「むなしさ」でもあり，

取り扱われるのが待たれている課題であるとい

えるだろう。

6　臨床現場での「むなしさ」の表現のされ方
臨床現場では「むなしさ」はどのように体験

され，表現されているのであろうか。思春期の

子どもたちは「むなしい」というよりも，「どう

でもいい」「やる気がしない」といった表現を用

いることが多く，「むなしい」と言うことはあま

りないようだ。あるいは，「だるい」「眠い」と

いった身体感覚として伝えてくるかもしれない。

推し活やゲーム，SNS にはまることで，むなし

さを否認しているということもあるだろう。

私の経験によると，臨床現場でしみじみと「む

なしい」と言語化・概念化できるクライエント

は少ない。多くの人は，買い物依存や過食をす

る，誰かに依存する，ギャンブルに没頭する，

自傷行為をするといった行動で「むなしさ」を

紛らわせている。特に境界性パーソナリティ症，

うつ病，躁うつ病，摂食障害に罹患した人々は，

「むなしさ」を言葉にすることが難しく，行動化

することが多いように思う。そういった患者に

出会うと，セラピストが逆転移としてむなしさ

を感じたり，あるいは治療が進展しなかったり

する。こういった場合には，セラピストが逆転

移としての「むなしさ」に気づき，クライエン

トの心の中にひそむ「むなしさ」に気づくこと

が必要である。そうしてクライエントとともに

「むなしさ」を味うようになることが求められる。

Ⅳ.「むなしさ」との付き合い方

1　関係精神分析
関係精神分析の中に位置づけられている自

己 心 理 学 派 の 精 神 分 析 家 で あ る Togashi & 

Kotteler（2021） は，Kohut と Kernberg の 精

神分析理論についてとりあげ，自己愛性パーソ

ナリティ症，境界性パーソナリティ症およびそ

の他のパーソナリティ症における孤独の様々な

性質を説明し，議論している。その中で，「むな

しさ」は孤独の本質であること，成熟した愛は

真の親密さと成熟した依存が確立されたときに

のみ経験できるという見解を示している。

Kohut は 共 感 の 重 要 性 を 論 じ て い る が，

Togashi & Kotteler（2021）は，emptiness は共

感よりも深い，実存的なものであるとしている。
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また富樫（2023）は，Kohut の理論である双子

転移について取り上げ，セラピストとクライエ

ントがお互いにお互いを見出すとはどういうこ

とかということを論じている。

Kohut（1984/1995）は，死後に出版された「自

己の治癒」の中で，双子／分身体験の例を挙げ

ている。それは，Kohut が長期の夏休みについ

て伝えたときに，特徴的な空間を語り始めた女

性の患者の例である。休暇の話を聞いた彼女は，

６，７歳の時に体験した孤独を思い出し，その時

以来，自分は瓶の中のジンと話すことができる

ようになったと語った。幼少期のトラウマが転

移の中で再現されたと理解した Kohut が，彼女

に対して，そのジンは休暇でいなくなる分析家

なのだろうと伝えると，彼女はそれを明確に否

定した。Kohut は彼女をこう記述する。

「瓶の中のジンは分析家ではなかったし，また

子供時代の祖母でもなかったのである。そのと

きも今も，この捕虜は小さな少女，双子，つま

りまったく彼女自身のような誰かでありながら

も，彼女自身ではないものであり，彼女はそれ

に話しかけることができ，それは彼女とつきあっ

てくれ，そして瓶のなかの仲間以外は誰も彼女

を世話してくれないと感じたとき，彼女が孤独

の時間を生き通すのを可能にしてくれたのだっ

た」（Kohut, 1984/1995）。

Kohut が一連の記述の中で述べようとしてい

るのは，鏡映自己対象との違いである。彼にとっ

ての鏡映自己対象体験は，「彼女が語るところを

くりかえし，かつ肯定する」ことだったが，双

子／分身体験を求めるこの女性患者は，「彼女が

語ったところを私がくりかえすことや，彼女の

気分を反射することや，彼女がここに存在して

生きていることを肯定することを・・・私には

求めはしなかった」のである。彼はここで，双

子体験における患者は，「双子に話しかけるが，

しかし双子は彼女に反応しなければならぬわけ

ではなかった。実際のところ，ただの沈黙のコ

ミュニケーションの中で，双子と共にいること

がしばしば最も満足する状態だった」と述べ，

双子／分身体験の本質は，本人と類似しながら

も，本人とは違う者と，ただ一緒に時を過ごす

ところに体験されるものであると強調している

（富樫，2023）。

富樫（2023）は，人間同士がただともに存在

していることを確認することから生じる生きる

意味と，時間を超えた世代間の体験の引継ぎの

意味を指摘している。Kohut（1984/1995）は，

「われわれがそれを必要としていることを知らず

に必要としている，人間世界の道しるべ」であ

り，「人間のなかにいる人間である」という体験

の重要性を記述している。Togashi（2014）に

よると，それは知らず知らずのうちに私たちに

共有されている人間世界の道しるべであり，そ

こから生まれる未来への可能性である。Kohut

（1984/1995）は，「少年が父親の隣で『髭をそり』，

地下室で父親の道具とともに父親のとなりで働

くことから得たかもしれない自己の維持」と表

現している。富樫（2023）によると，少年は父

親ではないが，父親になれるかもしれない人で

ある。ここには，過去から現在，未来へと受け

継がれる静かな人間の作業がある。

人は誰もが，この地球で生まれ育った。分身

は，もう一人の私である。隣にいる人は，見知

らぬ人だが，それは私であったかもしれない人

である。隣の人は，自分と違う年齢や性別，人

種，価値観，性的志向を持っているが，同じと

ころに生まれ育った人という一点においてのみ，

私であった可能性がある。私は過去において，

その人であったかもしれないし，未来において

もその人であるかもしれない。だから私たちは，

地球にいる限り孤独ではない（富樫，2023）。そ

れは，セラピストとクライエントが同じ運命を

背負っており，むなしさをお互いに感じ合うと

いうものである。

富樫はその後，独自の Zero という概念を提唱

しているが，その紹介は別の論文で取り上げる

こととする。
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2　ユング心理学
河合（1992）は，Jung の提唱する自己（Self）

という考えを紹介している。これは Jung 特有

の考えであるが，東洋（日本）のことを考える

上で役にたつ。精神分析をはじめ，西洋の近代

においては「自我」の確立が大きいテーマになっ

た。他と区別された自我が屹立し，自立する。

このような自立的な自我が自分の責任において

決定し行為することをよしとする。このような

考えの背後には，人間が合理的に考えて行動し

てゆくとき，すべてのことを律し得るという確

信があった。そして，自我の使用する武器とし

て自然科学を手に入れたとき，その確信はます

ます強くなった。

そのようなときに，Jung は早くから，自我を

人間の心の中心とすることに反対していた。自

我は無意識によって動かされる。しかし，二重

人格の特性などによく表されるように，無意識

は自我の在り方を補償し，常に全体性を保持し

ようとするようなはたらきを示している。した

がって，人間の意識のみならず無意識をも含め

ての全体性ということを考える必要がある，と

Jung は主張する。

Jung はこのような事実を踏まえて，自我（ego）

が意識の中心であるのに対して，自己（self）は

人間の心の意識も無意識も全体を含んだものの

中心である，と考えた。Jung はこれを「自己は

心の全体性であり，また同時にその中心である。

これは自我と一致するものでなく，大きい円が

小さい円を含むように，自我を包含する」と述

べている。このように，自己は無意識に存在す

るものであるから，あくまでそれを直接に認識

できないのであるが，そのはたらきを人間は意

識することができる。それが象徴として把握さ

れるときは，一般にもよく知られている曼荼羅

図形などによって，その統合性や全体性が認め

られるわけである（河合，1992）。

Jung は，自我の確立を人生の前半になしての

ちに，人生の後半において自己の認識が行われ

る，と考えていた。自己より発してくる心的内

容は，自我の在り方を補償するような傾向があ

り，それはむしろ自我によっては簡単に受け入

れがたいものであることが多い。そこで，自我

と自己の対立や協同作業を通じて自己実現の過

程がすすむことになるが，Jung はそれの危険性

と，自我から見たときは無価値あるいは有害と

さえ見えるものであることなども忘れずに指摘

している。河合（1992）は，「一般に言われてい

る『自己実現』というのは，自我の確立に近い

ようなものであったり，極めて底の浅いものに

なっている」と指摘している。

河合（1992）は，西洋の近代自我に対して，

日本人の自我の在り方について考えており，日

本人の心の在り方のモデルとして，日本神話か

らヒントを得て，「中空構造」を論じている。

日本の神話の構造の特徴は，中心が無為の神

によって占められ，その周囲にいろいろな神が

うまく配置されて，均衡を取り合いながら存在

しているのである。中心に全体を統合する原理

や力をもった神が存在するのではなく，中心は

「無」なのである。この特徴を明確にするため，

キリスト教の唯一の至高至善の神を持つ考えと

比較し（これを「中心統合型」と呼ぶ），日本を

「中空均衡型」と呼んでいる。

そして，「中心統合型」が中心が絶対化され，

それと相容れぬものは周辺部に追いやられるか，

排除されてしまうのに対し，「中空均衡型」は中

心が「空」であるため，善悪，正邪の判断を相

対化する。そのため対立するものでも，全体的

平衡を保つ限り共存できるのが特徴的である。

私は，この「中空均衡型」という考えは，い

ろいろなものが地球上のものとして共存してい

くために重要な考えであると思っている。「中心

統合型」は，相容れぬものを排除しようとする

一神教的な考えであるが，「中空均衡型」は多神

教的であり，それぞれの違いがそのまま存在し

ており，バランスをとっている。それは，相手

の体験を自分のものとしてわかろうとする共感
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を超えて，人はそれぞれ別のものであるが，共

に時間や場所を共有しているという二律背反を

生きる考えだと思う。二律背反を生きることが，

「むなしさ」をお互いに抱え持ち，共に生きるこ

とにつながるのではないだろうか。

Ⅴ.詩における「むなしさ」と
の付き合い方

人が亡くなったときには，一周忌があり，そ

の後，三回忌，七回忌とあり，また，命日とい

うものがある。そのように，人が亡くなった哀

しみに向き合う機会は設けられている。故人と

行った思い出の場所，一緒に住んでいた家，思

い出の品といったものが数々あり，悲しみに向

き合う機会となる。こういった機会を通して，

人々が集い，故人について語り合うこと，それ

は「むなしさ」に向き合っている時間ともいえ

るだろう。

私は，2023 年に耐えがたい喪失を経験した。

その時から現在への心の道筋を振りかえると，

いつもそばに歌があった。歌詞があった。喪失

当初は，「なぜ人は死んでいくのか」と自らに問

うていた。その時によく聴いていた歌が，さだ

まさし（1980）の「防人の歌」である。以下に，

その一部を抜粋する。

「おしえてください　この世に生きとし生ける

ものの　すべての生命に限りがあるのならば　

海は死にますか 山は死にますか　風はどうです

か 空もそうですか　おしえてください　私は時

折苦しみについて考えます　誰もが等しく抱い

た悲しみについて　生きる苦しみと 老いてゆく

悲しみと　病いの苦しみと 死にゆく悲しみと　

現在の自分と」。私はこの歌によって，「人はな

ぜ死ぬのか」「すべては死んでいくのか」といっ

た問いを言語化してもらったように思う。当時

の私にとって，この問いは，日常生活で誰かに

問うことが難しいものであった。この作業を通

して，私は次第に喪失を少しずつ認めていくこ

とができるようになっていった。

そんな時に，米津玄師（2023）の「地球儀」

に出会った。以下に，その歌詞を一部抜粋する。

「僕が愛したあの人は　誰も知らないところへ

行った　あの日のままの優しい顔で　今もどこ

か遠く（略）この道が続くのは　続けと願った

から　また出会う夢を見る　いつまでも（略）

ひとつ寂しさを抱え　僕は道を曲がる　風を受

け走り出す　瓦礫を越えていく　この道の行く

先に　誰かが待っている」。この歌を何度も聴い

ていく中で，私は，失ったという事実は耐えら

れないものであるが，その事実を抱えながらも

道を曲がっていくこと，その道の先に待ってい

るものがあるであろうことを想い描くことがで

きた。

さだまさしの「防人の歌」や，米津玄師の「地

球儀」は，いつも私とともにあり，その時々の

私のモーニングワークに寄り添ってくれた。喪

失を受け入れられず，「むなしさ」に圧倒されて

いる私の気持ちを言葉にして，私に投げかけて

くれたのである。

モーニングワークの作業が少しずつ進んで

いったある日，私の心に飛び込んできた歌があっ

た。それが藤井風（2020）の「帰ろう」である。

その歌詞の一部を抜粋する。

「わたしのいない世界を　上から眺めていても

　何一つ変わらず回るから（略）それじゃ　そ

れじゃ　またね（略）ください　ください　ばっ

かで　何も　あげられなかったね　生きてきた

意味なんか　分からないまま　ああすべて与え

て帰ろう　ああ何も持たずに帰ろう」。藤井風の

「帰ろう」の世界観は，生きていること，死んで

いること，それらは連続線上のことであり，死

んでいった大切な人は帰ったのだろう，という

安心感を私に与えてくれた。

Ⅵ．考察

「むなしさ」に付き合うこと，「むなしさ」を
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味わうことは苦しいことであり，向き合わなく

てはいけないとわかっていても向き合えないも

のである。「むなしさ」を抱えながら現実に生き

くことを通して，「生きる」が生き生きと輝くよ

うに思う。言い換えると，それは自分が生きて

いくこと，どう生きていくのかを考えていくこ

となのだろう。「むなしさ」を心のどこかに置い

ておきながら，その存在を感じながらも生きて

いくことなのではないだろうか。

私は，臨床場面においては，セラピストとク

ライエントが「むなしさ」を共に感じること，

しみじみと味わうことが重要であると考えてい

る。臨床場面においても日常場面においても，

誰かが共にあるということが，「むなしさ」や孤

独感，悲しみといった情緒を抱えるために重要

なのではないだろうか。

「むなしさ」について，永六輔が亡くなった後

にみつかった歌詞に，加藤登紀子（2016）が曲

をつけたものがある。「ともだち　あなた　戦う

心」という歌である。その一部を以下に抜粋する。

「淋しさには耐えられる　耐えられないのは虚

しさ　虚しさ　空しさ　虚しさが　耐えられる

のは　ともだち　あなた　戦う心」。この歌詞は，

「むなしさ」の耐えがたさ，「むなしさ」を耐え

るためには誰かの存在が必要であることが描か

れている。

私は，富樫（2023）が Kohut の双子／分身体

験について語ったところに，現代の「むなしさ」

への付き合い方を見出すことができた。人は誰

もが，この地球で生まれ育った。分身はもう一

人の私である。隣にいる人は，見知らぬ人だが，

それは私でもあったかもしれない人である。私

たちの誰もが地球に生まれ育ったということは，

誰もが見知らぬ隣人であった可能性があるとい

うことである。隣の人は，自分とは違う年齢や

性別，人種，性的志向を持っているが，同じと

ころに生まれ育った人という一点においてのみ，

私であった可能性がある。私は過去において，

その人であったかもしれないし，未来において

もその人であるかもしれない。地球にいる限り

孤独ではない。

富樫（2023）は，地球上の同じ人間であった

ということを述べているが，私は，同じ人間で

あったというだけでなく，猫であれ，犬であれ，

鳥であれ，植物であれ，同じ地球上に存在して

いるかけがえのない存在であると考えている。

そのように考えると，「むなしさ」「孤独」「悲し

み」を抱えながらも，同じ地球上の存在として

共にあるのだと思うことができる。

心理臨床家としての私は，臨床現場で出会う

クライエントの抱える「むなしさ」に今後も向

き合っていきたいと思う。

本研究は，「精神分析武田こころの健康財団」

の研究費をいただいている。ここに御礼申し上

げたい。
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【
要
旨
】　

本
論
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
海
の
ほ
と
り
」（
一
九
二
五
）
を
作
中
の
夢
を
中
心
に
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
と
夢
解
釈
の
理
論
と
方
法
に
依
拠
し
て
分
析
し
た
も
の

で
あ
る
。〈
一
〉
章
の
夢
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
た
〈
鮒
〉
は
〈
夢
の
最
も
鮮
明
な
要
素
〉
で
あ
り
、
多
様
な
要
素
が
縮
合
さ
れ
て
い
る
。〈
鮒
〉
は
男
性
の
フ
ァ
ル
ス
を
象
徴
し
、《
鮒
・
ふ
な
・

hu/na

》
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
水
準
で
は
、《
不
安
・
ふ
あ
ん
・hu/a/n

》《
文
・
ふ
み
・hu/m

i

》《
入
船
・
い
り
ふ
ね
・i/ri/hu/ne

》《
船
虫
・
ふ
な
む
し
・hu/na/m

u/si

》

な
ど
と
連
鎖
し
て
い
る
と
い
う
推
論
が
可
能
と
な
る
。
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
カ
ン
は
、
無
意
識
の
現
実
は
性
的
現
実
だ
と
考
え
た
。「
海
の
ほ
と
り
」
に
は
そ
の
よ
う
な
無
意
識
の
欲
望
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。 

晩
年
の
芥
川
が
試
み
た
〈
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
で
は
、
意
識
に
よ
る
統
御
が
解
か
れ
、
無
意
識
が
開
か
れ
て
い
く
。
作
者
の
無
意
識
は
読
者
に
も
作
用
し
て

い
く
。
芥
川
龍
之
介
は
、
夢
テ
ク
ス
ト
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
無
意
識
が
開
か
れ
て
い
く
小
説
を
探
求
し
て
い
っ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

芥
川
龍
之
介　

海
の
ほ
と
り　

夢　

無
意
識　

性
的
現
実　

フ
ロ
イ
ト　

ラ
カ
ン

Ⅰ 芥
川
龍
之
介
は
、
晩
年
の
二
年
間
、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
八
月
か
ら
昭
和
二

（
一
九
二
七
）
年
七
月
に
か
け
て
、
一
人
称
の
話
者
が
自
ら
の
夢
を
語
る
一
連
の
短
編
小

説
を
書
い
た
。
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
九
月
発
行
の
雑
誌
「
中
央
公
論
」
に
掲
載

さ
れ
た
「
海
の
ほ
と
り
」
が
そ
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
１

こ
の
作
品
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
の
晩
夏
に
芥
川
が
友
人
の
久
米
正
雄
と
千

葉
県
の
一
宮
海
岸
で
過
ご
し
た
経
験
を
素
材
に
し
て
い
る
。
芥
川
と
久
米
は
七
月
に
東

京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、八
月
十
七
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で
、海
岸
近
く
の
宿
に
泊
ま
り
、

海
で
泳
ぎ
、
浜
辺
で
寛
ぎ
、
小
説
を
書
く
日
々
を
過
ご
し
た
。
芥
川
が
自
ら
〈
ボ
ヘ
ミ

ア
ン
ラ
イ
フ
〉
だ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
学
卒
業
か
ら
就
職
ま
で
の
間
の
自
由
気

儘
な
生
活
を
謳
歌
し
た
。

こ
の
間
二
人
は
師
の
夏
目
漱
石
に
も
手
紙
を
出
し
て
い
る
。
漱
石
は
八
月
二
十
一
日
付

の
返
信
で
、〈
君
方
は
新
時
代
の
作
家
に
な
る
積
で
せ
う
。
僕
も
其
積
で
あ
な
た
方
の
将
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来
を
見
て
ゐ
ま
す
。
ど
う
ぞ
偉
く
な
つ
て
下
さ
い
。
然
し
無
暗
に
あ
せ
つ
て
は
不
可
ま
せ

ん
。
た
ゞ
牛
の
や
う
に
図
々
し
く
進
ん
で
行
く
の
が
大
事
で
す
〉
と
書
い
た
。２
し
か
し
、

二
人
を
あ
た
た
か
く
励
ま
し
た
漱
石
は
こ
の
年
の
十
二
月
に
亡
く
な
る
。
ま
た
、
こ
の
滞

在
中
、
芥
川
は
後
に
夫
人
と
な
る
塚
本
文
に
求
婚
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
八
月
二
十
五

日
付
の
書
簡
に
は
〈
貰
ひ
た
い
理
由
は　

た
つ
た
一
つ
あ
る
き
り
で
す
。
さ
う
し
て　

そ

の
理
由
は
僕
は　

文
ち
や
ん
が
好
き
だ
と
云
ふ
事
で
す
。
勿
論
昔
か
ら　

好
き
で
し
た
。

今
で
も　

好
き
で
す
。
そ
の
外
に
何
も
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
〉
と
あ
る
。３ 

こ
の
と
き
文

は
ま
だ
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
求
婚
は
実
を
結
び
、
十
二
月
に
は
縁
談
が
ま
と
ま
る
。

同
月
、
芥
川
は
海
軍
機
関
学
校
の
教
師
と
な
り
、
二
年
後
の
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に

文
と
結
婚
し
、
鎌
倉
に
居
を
構
え
た
。
こ
の
よ
う
に
大
正
五
年
は
、
求
婚
、
就
職
、
師
漱

石
と
の
永
遠
の
別
れ
が
続
く
人
生
上
の
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
こ
の
年
の
夏
の
海
辺
で

の
日
々
を
九
年
後
の
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
振
り
返
っ
て
書
い
た
の
が
「
海
の
ほ

と
り
」
で
あ
る
。

 

芥
川
龍
之
介
の
夢
を
素
材
と
す
る
作
品
は
志
賀
直
哉
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
て

い
る
。「
海
の
ほ
と
り
」
は
、
志
賀
直
哉
の
「
イ
ヅ
ク
川
」（
一
九
一
一
）「
焚
火
」

（
一
九
二
〇
）「
梟
」（
一
九
二
五
）
な
ど
の
作
品
と
の
類
似
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
志
賀
の
夢
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
作
品
が
芥
川
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
宮
越
勉
の

論
文
（
一
九
八
四
）
が
あ
る
。４

「
イ
ヅ
ク
川
」
は
小
品
、「
梟
」
は
随
筆
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
か
ら
し
て
志
賀

が
実
際
に
見
た
夢
を
描
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
と
し
て
表
現
す
る
際
に

何
ら
か
の
加
工
が
入
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
夢
の
核
に
あ
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
保

持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

芥
川
は
、「
イ
ヅ
ク
川
」
の
夢
の
主
体
の
動
き
方
と
風
景
の
描
写
の
仕
方
、「
梟
」
の

言
葉
の
連
鎖
や
機
知
の
働
き
方
、
夢
見
前
・
夢
本
体
・
覚
醒
後
の
考
察
と
い
う
構
成
に

つ
い
て
学
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
芥
川
は
、
志
賀
が
現
実
に
見
た
夢
を
語
る
方
法
に
倣
っ

て
、
そ
の
方
法
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
が
論
者
の
基
本
的
な
見
解
で
あ
る
。

志
賀
直
哉
「
焚
火
」
に
つ
い
て
は
、
人
物
構
成
、
会
話
の
仕
方
、
風
景
の
描
写
、
モ
チ
ー

フ
の
展
開
な
ど
に
「
海
の
ほ
と
り
」
と
の
か
な
り
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
海

の
ほ
と
り
」
に
は
冒
頭
で
話
者
〈
僕
〉
の
見
た
夢
と
そ
の
前
後
の
場
面
が
あ
る
が
、「
焚
火
」

に
は
そ
の
よ
う
な
夢
の
場
面
は
な
い
と
い
う
構
成
上
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
何
よ
り

も
作
品
全
体
が
読
者
に
与
え
る
印
象
は
か
な
り
異
な
る
。

芥
川
作
品
の
全
体
に
お
い
て
、
志
賀
か
ら
の
影
響
は
多
面
的
複
合
的
に
見
ら
れ
る
が
、

芥
川
は
独
自
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
の
鍵
を
握
る
の
は
夢
の
世
界
で
あ
る
。
夢

に
は
夢
の
主
体
固
有
の
特
異
性
が
あ
り
、
芥
川
と
志
賀
の
作
品
に
表
現
さ
れ
た
夢
に
は

根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。
芥
川
の
夢
に
は
不
安
な
要
素
と
無
気
味
な
も
の
の
顕
現
が
あ

る
が
、
志
賀
の
夢
に
は
、
少
な
く
と
も
「
イ
ヅ
ク
川
」「
梟
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素

が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
夢
の
特
異
性
が
芥
川
の
小
説
の
固
有
性
を
支
え
て
い
る
。

Ⅱ
節
以
降
で
詳
細
に
論
じ
る
が
、「
海
の
ほ
と
り
」
で
は
夢
の
な
か
に
出
て
く
る
対
象

を
〈
識
域
下
の
我
〉
と
表
現
し
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
死
後
」
に
は
〈
フ
ロ
イ
ド
は
〉

と
い
う
精
神
分
析
の
創
始
者
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
晩
年
の
芥
川
が
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
や
夢
解
釈
に
つ
い
て
関
心
を

持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
芥
川
が
夢
や
無
意
識
を
探
求
し
た
小
説
に
は
フ
ロ

イ
ト
の
影
響
が
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
フ
ロ
イ
ト
理
論
と

方
法
に
依
拠
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
有
効
な
方
法
と
な
る
が
、
そ
の
理
論
と
方
法
の
基

本
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
た
い
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』（
一
九
〇
〇
）
の
第
六
章
「
夢
工
作
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。５

わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
、
夢
思
考
と
夢
内
容
と
は
、
同
じ
一
つ
の
内
容
を
違
う
二
つ

の
言
語
で
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
あ
る
い
は
〔
…
…
〕
夢
内
容
と
は
、
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夢
思
考
を
違
う
表
現
様
式
の
中
へ
と
転
移
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ

れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
原
本
と
翻
訳
と
を
比
べ
合
わ
せ
て
、
書
き
換
え
に

あ
た
っ
て
の
記
号
法
と
統
語
法
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
夢
思

考
の
ほ
う
は
、
い
っ
た
ん
知
っ
て
し
ま
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
造
作
な
く
そ
れ
を
理

解
で
き
る
。
夢
内
容
の
ほ
う
は
、
い
わ
ば
絵
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の

記
号
の
一
つ
ひ
と
つ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
夢
思
考
の
言
葉
に
転
移
さ
せ
て
行
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

フ
ロ
イ
ト
は
潜
在
的
な
〈
夢
思
考
〉
を
〈
原
本
〉、顕
在
的
な
〈
夢
内
容
〉
を
そ
の
〈
翻
訳
〉

と
し
て
捉
え
た
。〈
原
本
〉か
ら〈
翻
訳
〉へ
の
転
移
、書
き
換
え
は
、夢
工
作
の
作
業
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
〈
原
本
〉〈
翻
訳
〉〈
記
号
法
〉〈
統
語
法
〉
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
文
学
作
品
の
翻
訳
の
過
程
が
夢
の
形
成
と
似
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。〈
夢
思
考
〉
か
ら
〈
夢
内
容
〉
へ
の
変
換
が
夢
の
生
成
で
あ
り
、〈
夢
内
容
〉
か
ら
〈
夢

思
考
〉
へ
の
変
換
が
夢
の
解
釈
に
な
る
。

ま
た
、「
海
の
ほ
と
り
」
の
夢
に
は
、〈
池
〉〈
庭
〉〈
月
〉〈
鮒
〉〈
水
〉
な
ど
の
心
像
が

登
場
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
夢
に
頻
繁
に
現
れ
、
象
徴
性
を
帯
び
る
こ
と
が
多

い
。
フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』
第
六
章
「
夢
工
作
Ｅ　

夢
に
お
け
る
、
象
徴
に
よ
る
呈
示

法
―
―
続
・
類
型
夢
」
で
、
夢
の
象
徴
を
解
釈
す
る
方
法
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。６ 

夢
内
容
に
お
い
て
象
徴
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
要
素
を
扱
う
に
あ
た
り
、
折
哀
的

方
法
を
採
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
一
方
で
は
夢
見
た
人
の
連
想
に
依
拠
し
、
他

方
で
は
欠
け
た
部
分
を
解
釈
者
の
象
徴
理
解
で
埋
め
る
。
象
徴
を
解
く
に
あ
た
っ

て
の
慎
重
な
批
判
精
神
と
、
象
徴
作
用
が
特
に
明
快
に
現
れ
て
い
る
夢
の
実
例
の

綿
密
な
研
究
と
が
相
侯
っ
て
、
初
め
て
夢
解
釈
に
向
け
ら
れ
た
恣
意
的
な
り
と
す

る
非
難
に
反
駁
で
き
る
。〔
…
…
〕
夢
象
徴
は
し
ば
し
ば
多
義
的
あ
る
い
は
重
層
意

味
的
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
中
国
の
書
き
物
の
よ
う
に
、
正
し
い
理
解
は
そ
の
都
度

の
文
脈
連
関
で
可
能
に
な
る
。

こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
が
夢
内
容
の
象
徴
的
要
素
に
対
し
て
、
夢
の
主
体
の
自
由
連
想
と

解
釈
者
の
象
徴
理
解
と
の
〈
折
哀
的
方
法
〉
を
取
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
た
い
。
夢
象
徴
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
の
〈
文
脈
連
関
〉
を
解
明
し
て
重
層
的
に

解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
論
は
あ
く
ま
で
も
、
夢
を
中
心
と
し
て
作
品
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
の

精
神
分
析
は
分
析
家
と
分
析
主
体
の
間
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
、
分
析
主

体
の
自
由
連
想
が
そ
の
実
践
の
中
心
に
置
か
れ
る
。
し
か
し
、
文
学
研
究
の
場
合
は
現

存
作
家
以
外
は
そ
の
実
践
は
不
可
能
で
あ
る
。
自
由
連
想
が
不
可
能
な
場
合
で
も
、
文

学
作
品
の
な
か
の
夢
に
は
象
徴
的
要
素
が
少
な
く
な
い
と
い
う
特
性
が
あ
り
、
フ
ロ
イ

ト
の
象
徴
解
釈
の
理
論
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
有
効
な
方
法
と
な
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
続
・
精
神
分
析
人
間
講
義
』（
一
九
三
三
）
の
「
第
二
九
講 

夢
理
論
の

修
正
」
で
、〈
私
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
夢
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
夢
テ
ク
ス
ト
な
い

し
は
顕
在
夢
と
呼
び
、
私
た
ち
が
探
し
求
め
て
い
る
も
の
、
い
わ
ば
夢
の
背
後
に
ひ
そ

ん
で
い
る
と
推
測
さ
れ
る
も
の
を
、
潜
在
的
夢
思
考
と
呼
ぶ
こ
と
に
い
た
し
ま
す
〉
と

書
い
て
い
る
。７ 

こ
こ
で
顕
在
夢
は
〈
夢
テ
ク
ス
ト
（T

raum
text

）〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

顕
在
夢
は
テ
ク
ス
ト
、
言
葉
の
織
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

新
宮
一
成
は
『
夢
と
構
造
―
―
フ
ロ
イ
ト
か
ら
ラ
カ
ン
へ
の
隠
さ
れ
た
道
』

（
一
九
八
八
）
で
、〈
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
報
告
さ
れ
た
夢

は
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
〉
と
述
べ
、
フ
ロ
イ
ト
の
類
型
夢
の
領
域
に
着
目
し
、

〈
夢
が
夢
自
身
の
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
性
を
織
り
上
げ
て
ゆ
く
あ
り
さ
ま
〉
を
次
の
よ
う

に
考
察
し
て
い
る
。８

わ
れ
わ
れ
が
用
い
た
「
夢
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
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T
raum

text

と
い
う
用
語
に
拠
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
言
葉
を
二
重
の
意

味
で
用
い
て
き
た
。
そ
れ
は
ま
ず
、「
書
か
れ
た
（
語
ら
れ
た
）
通
り
の
夢
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
夢
見
る
主
体
の
介
入
を
経
な
い
、「
夢
の
原
文
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
意
味
は
、
理
想
的
な
場
合
に
は
重
な
り
合
う
。

ち
ょ
う
ど
自
動
書
記
の
現
象
の
よ
う
に
、
夢
の
原
文
が
何
ら
か
の
仕
方
で
主
体
に

働
き
か
け
、
主
体
が
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
つ
ま
り
夢
見
ら
れ
た
ま
ま
に
、
書
か
れ

た
言
葉
に
写
し
と
る
と
い
う
過
程
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。

新
宮
は
、〈
夢
の
原
文
〉
が
そ
の
ま
ま
〈
視
覚
的
な
像
〉
と
な
り
、
か
つ
〈
夢
見
ら
れ

た
通
り
に
書
き
写
さ
れ
る
〉
と
い
う
仮
定
は
素
朴
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
仮
定
に
基
づ
く
実
践
を
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
々
の
〈
類
型
夢
〉

で
は
な
く
、〈
類
型
夢
〉が
互
い
に
結
び
合
っ
て
作
り
上
げ
る
織
り
物
こ
そ
が〈
夢
の
原
文
〉

と
し
て
の
〈
夢
テ
ク
ス
ト
〉
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。〈
夢
に
は
自
律
し
た
テ
ク
ス
ト
性

が
内
在
し
て
い
る
〉
と
考
え
、〈
夢
テ
ク
ス
ト
〉
を
解
釈
し
て
〈
わ
れ
わ
れ
自
身
の
欲
望

の
真
の
源
泉
〉
に
遡
行
し
て
い
く
の
が
新
宮
の
方
法
で
あ
る
。

小
説
の
な
か
の
夢
も
同
様
に
遡
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
小
説
特
有
の

問
題
が
あ
る
。
小
説
の
な
か
の
夢
は
、
夢
の
主
体
で
あ
る
作
者
が
実
際
に
見
た
夢
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
小
説
全
体
の
構
造
か
ら
は
小
説
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
一
部
と
し
て
機
能

す
る
。
夢
と
他
の
小
説
の
要
素
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
重
層
的
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

本
論
で
使
う
〈
夢
テ
ク
ス
ト
〉
と
い
う
用
語
は
、
そ
の
よ
う
に
小
説
の
な
か
で
機
能
す

る
夢
テ
ク
ス
ト
、〈
小
説
内
夢
テ
ク
ス
ト
〉
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
テ
ク

ス
ト
は
作
家
の
他
の
テ
ク
ス
ト
、
創
作
だ
け
で
は
な
く
公
刊
さ
れ
た
書
簡
や
日
記
と
も

相
互
関
連
性
を
持
つ
。
小
説
内
夢
テ
ク
ス
ト
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
と
他
の
テ
ク
ス

ト
の
関
連
性
か
ら
成
る
〈
文
脈
連
関
〉
を
丁
寧
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
釈

が
可
能
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
芥
川
が
実
際
に
見
た
夢
を
素
材
に
し
て
「
海
の
ほ
と
り
」
を
書
い
た
と

い
う
推
定
の
も
と
に
考
察
す
る
。
作
中
の
夢
を
見
た
時
期
は
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年

の
一
宮
滞
在
時
、大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
の
執
筆
時
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
ど
ち
ら
か
は
決
定
で
き
な
い
が
、
実
際
の
夢
を
基
に
し
て
、
志
賀
か
ら
の
影
響
を

含
め
、
多
様
な
要
素
や
モ
チ
ー
フ
を
小
説
と
し
て
構
築
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

Ⅱ    




こ
の
小
説
は
、
晩
夏
に
千
葉
の
一
宮
海
岸
の
宿
に
い
る
〈
僕
〉
と
友
人
の
〈
Ｍ
〉
の

あ
る
一
日
の
出
来
事
が
三
つ
の
章
に
分
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。〈
僕
〉
は
芥
川
龍
之

介
の
分
身
、〈
Ｍ
〉
は
久
米
正
雄
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

〈
一
〉
章
で
は
、
雨
が
降
り
外
出
で
き
な
い
〈
僕
等
〉
が
創
作
を
し
た
り
読
書
を
し
た

り
し
て
宿
で
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
〈
僕
〉
は
〈
鮒
〉
が
現
れ
る
夢
を
見
て
、
覚

醒
後
に
そ
の
〈
鮒
〉
が
〈
識
域
下
の
我
〉
だ
と
考
え
る
。〈
二
〉
章
は
、
夢
か
ら
覚
め
て

一
時
間
後
、〈
僕
等
〉
は
海
に
泳
ぎ
に
行
く
。〈
嫣
然
〉
と
名
付
け
ら
れ
た
少
年
の
話
を

し
た
り
、〈
ジ
ン
ゲ
ジ
〉
と
呼
ば
れ
た
少
女
の
姿
を
眺
め
た
り
し
て
海
辺
で
過
ご
す
。〈
三
〉

章
で
は
晩
飯
後
、〈
僕
等
〉
は
友
人
〈
Ｈ
〉
と
宿
の
主
人
〈
Ｎ
〉
と
四
人
で
も
う
一
度
浜

へ
出
か
け
る
。〈
な
が
ら
み
取
り
〉
や
〈
達
磨
茶
屋
の
女
〉
の
印
象
深
い
話
を
聞
く
。〈
僕

等
〉
は
宿
に
帰
り
な
が
ら
東
京
に
戻
る
こ
と
を
決
め
て
、
小
説
が
終
わ
る
。

こ
の
節
で
は
、〈
一
〉
章
の
冒
頭
か
ら
入
眠
前
の
場
面
を
経
て
夢
テ
ク
ス
ト
の
全
体
ま

で
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

〈
一
〉
章
は
、〈
…
…
…
雨
は
ま
だ
降
り
つ
づ
け
て
い
た
。
僕
等
は
午
飯
を
す
ま
せ
た
後
、

敷
島
を
何
本
も
灰
に
し
な
が
ら
、
東
京
の
友
だ
ち
の
噂
な
ど
し
た
〉
と
語
り
出
さ
れ
る
。

〈
二
〉
章
も
〈
三
〉
章
も
〈
…
…
…
〉
で
始
ま
る
が
、
こ
の
記
号
は
こ
の
日
の
時
間
の
ゆ

る
や
か
な
経
過
を
示
し
て
い
る
。

− 30 −



小林一之：芥川龍之介「海のほとり」の分析

〈
僕
等
〉
は
〈
六
畳
二
間
の
離
れ
〉
に
い
る
が
、
雨
が
降
り
続
け
て
い
る
の
で
外
出
で

き
な
い
。〈
Ｍ
〉は
創
作
を
す
る
た
め
に
別
の
間
へ
行
く
。〈
僕
〉は
座
蒲
団
を
枕
に
し
て
、

『
里
見
八
犬
伝
』
を
読
み
始
め
る
。
蜑
崎
照
文
が
三
十
両
を
五
つ
包
ん
だ
〈
沙
金
〉
を
、

犬
塚
信
乃
、
犬
飼
現
八
、
犬
田
小
文
吾
に
路
用
の
資
金
と
し
て
差
し
出
す
。
こ
れ
は
〈
里

見
殿
の
賜
も
の
〉
で
あ
る
か
ら
、
遠
慮
な
く
受
領
し
て
ほ
し
い
と
言
う
。
そ
の
場
面
を

読
ん
で
、〈
僕
〉は
一
昨
日
届
い
た
原
稿
料
が
一
枚
四
十
銭
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。〈
僕

等
〉
は
七
月
に
大
学
を
卒
業
し
、〈
衣
食
の
計
〉
を
立
て
る
こ
と
が
目
前
に
迫
っ
て
い
た
。

〈
僕
〉
は
教
師
に
な
る
こ
と
も
考
え
出
す
。
そ
の
う
ち
に
眠
り
に
落
ち
、
あ
る
短
い
夢
を

見
る
。

夢
テ
ク
ス
ト
は
、〈
僕
〉
が
室
外
に
出
る
と
誰
も
〈
人
か
げ
〉
は
見
え
な
か
っ
た
と
い

う
箇
所
の
前
後
で
、
二
つ
の
場
面
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
を
第
一
場
面
、
後
半
を
第
二

場
面
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
こ
の
夢
テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
造
を
考
え
た
い
。
第
一
場
面
の
〈
誰
か
戸
を
叩
い

て
「
も
し
、
も
し
」
と
僕
に
声
を
か
け
た
〉
と
い
う
部
分
は
、
第
二
場
面
の
〈「
あ
あ
、

鮒
が
声
を
か
け
た
ん
だ
。」
僕
は
こ
う
思
っ
て
安
心
し
た
〉
の
最
後
の
部
分
と
対
を
成
し

て
い
る
。
第
一
場
面
で
は
〈
誰
か
〉
が
〈
僕
〉
を
訪
れ
、第
二
場
面
で
は
〈
鮒
〉
が
〈
僕
〉

の
も
と
へ
寄
っ
て
く
る
。
こ
の
二
つ
の
場
面
は
〈
誰
か
〉
と
〈
鮒
〉
が
〈
僕
〉
の
と
こ

ろ
に
来
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
言
っ
て
、
第
二
場
面
は
第
一
場

面
を
反
復
す
る
構
造
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
場
面
か
ら
分
析
し
て
い
き
た
い
。

　

―
―
そ
れ
は
何
で
も
夜
更
け
ら
し
か
つ
た
。
僕
は
兎
に
角
雨
戸
を
し
め
た
座
敷

に
た
つ
た
一
人
横
に
な
つ
て
ゐ
た
。
す
る
と
誰
か
戸
を
叩
い
て
「
も
し
、
も
し
」

と
僕
に
声
を
か
け
た
。
僕
は
そ
の
雨
戸
の
向
う
に
池
の
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
ゐ

た
。
し
か
し
僕
に
声
を
か
け
た
の
は
誰
だ
か
少
し
も
わ
か
ら
な
か
つ
た
。

　
「
も
し
、
も
し
、
お
願
ひ
が
あ
る
の
で
す
が
、
…
…
…
」

　

雨
戸
の
外
の
声
は
か
う
言
つ
た
。
僕
は
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、「
は
は
あ
、
Ｋ

の
や
つ
だ
な
」と
思
つ
た
。
Ｋ
と
言
ふ
の
は
僕
等
よ
り
も
一
年
後
の
哲
学
科
に
ゐ
た
、

箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
ぬ
男
だ
つ
た
。
僕
は
横
に
な
つ
た
ま
ま
、
可
也
大
声
に
返

事
を
し
た
。

　
「
哀
れ
つ
ぽ
い
声
を
出
し
た
つ
て
駄
目
だ
よ
。
又
君
、
金
の
こ
と
だ
ら
う
？
」

　
「
い
い
え
、
金
の
こ
と
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
わ
た
し
の
友
だ
ち
に
会
は
せ
た

い
女
が
あ
る
ん
で
す
が
、
…
…
…
」

　

そ
の
声
は
ど
う
も
Ｋ
ら
し
く
な
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
誰
か
僕
の
こ
と
を
心
配

し
て
く
れ
る
人
ら
し
か
つ
た
。
僕
は
急
に
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
、
雨
戸
を
あ
け
に

飛
び
起
き
て
行
つ
た
。
実
際
庭
は
縁
先
か
ら
ず
つ
と
広
い
池
に
な
っ
て
ゐ
た
。
け

れ
ど
も
そ
こ
に
は
Ｋ
は
勿
論
、
誰
も
人
か
げ
は
見
え
な
か
つ
た
。

夢
の
冒
頭
で
話
者
〈
僕
〉
が
〈
そ
れ
は
何
で
も
夜
更
け
ら
し
か
っ
た
〉
と
記
述
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
覚
醒
後
の
時
点
と
視
点
か
ら
夢
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

〈
そ
れ
〉
は
夢
の
な
か
の
時
空
と
出
来
事
を
指
し
て
い
る
。
時
間
は
夜
更
け
、
場
所
は
宿

泊
し
て
い
る
旅
館
で
あ
ろ
う
。

〈
僕
〉
が
雨
戸
を
閉
め
た
座
敷
に
一
人
で
い
る
と
、〈
誰
か
〉
が
戸
を
叩
き
〈
声
〉
を

か
け
る
。〈
僕
〉
は
そ
の
言
葉
か
ら
一
年
後
輩
の
哲
学
科
に
い
た
〈
Ｋ
〉
だ
と
推
測
し
、

そ
の
声
の
願
い
事
に
対
し
て
〈
金
〉
の
こ
と
だ
ろ
う
と
返
事
を
す
る
と
、
声
は
〈
金
〉

で
は
な
く
〈
女
〉
の
こ
と
だ
と
応
え
る
。〈
僕
〉
と
〈
誰
か
〉
と
の
応
答
か
ら
、〈
金
〉

と
〈
女
〉
と
い
う
要
素
が
浮
上
し
て
く
る
。

こ
の
第
一
場
面
に
は
、
声
の
み
に
よ
る
応
答
、
会
話
が
多
い
。
フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解

釈
』
第
六
章
「
夢
工
作
Ｆ　

例
―
―
夢
に
お
け
る
計
算
と
会
話
」
で
、〈
夢
工
作
に
は
会

話
を
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〉
と
述
べ
、
夢
は
〈
す
で
に
ど
こ
か
で
話
さ
れ
た
か
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聞
か
れ
た
こ
と
の
あ
る
会
話
〉
か
ら
そ
の
断
片
を
抜
き
取
り
、
そ
の
会
話
の
断
片
を
〈
あ

ら
ん
限
り
恣
意
的
な
仕
方
で
取
り
扱
う
〉
と
説
い
て
い
る
。９

こ
の
〈
僕
〉
と
〈
誰
か
〉
の
会
話
も
、
夢
の
主
体
と
想
定
さ
れ
る
作
者
芥
川
の
実
際

の
会
話
に
素
材
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
会
話
に
は
夢
の
会
話
特
有
の
不

明
瞭
性
も
あ
る
。〈
た
だ
わ
た
し
の
友
だ
ち
に
会
は
せ
た
い
女
が
あ
る
ん
で
す
が
〉は
、〈
わ

た
し
の
友
だ
ち
〉
が
誰
な
の
か
分
か
ら
な
い
。〈
僕
〉
を
指
す
と
も
〈
僕
〉
以
外
の
誰
か

を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
〈
女
〉
が
〈
わ
た
し
の
友
だ
ち
〉
と
解
釈
す
る
可
能

性
も
あ
る
。

〈
金
〉
と
〈
女
〉
と
い
う
夢
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
入
眠
前
の
場
面
や
こ
の
時
の
作
者

の
状
況
が
参
考
に
な
る
。
入
眠
前
の
場
面
で
は
、
仕
事
、
創
作
、『
里
見
八
犬
伝
』
の
餞

別
の
砂
金
、
原
稿
料
、
卒
業
後
の
計
、
教
師
と
い
う
一
連
の
展
開
が
す
べ
て
金
に
関
係

し
て
い
る
。
卒
業
後
の
就
職
、経
済
生
活
へ
の
不
安
が
こ
の
連
想
の
中
心
に
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
作
者
芥
川
は
後
に
妻
と
な
る
塚
本
文
へ
求
婚

の
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
塚
本
文
は
芥
川
の
親
友
山
本
喜
誉
司
の
姪
で
あ
る
。
夢
の
会

話
の
〈
友
だ
ち
〉〈
合
わ
せ
た
い
〉〈
女
〉
と
い
う
要
素
は
、芥
川
龍
之
介
、山
本
喜
誉
司
、

塚
本
文
三
者
の
関
係
性
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
芥
川
は
文
と
の
結
婚
の
た

め
に
も
安
定
し
た
職
業
に
就
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
就
職
と
結
婚
と
い
う
重
大
問
題

は
そ
の
ま
ま
〈
金
〉
と
〈
女
〉
と
い
う
夢
の
要
素
に
つ
な
が
る
。
こ
の
二
つ
に
対
す
る

希
望
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
不
安
と
い
う
潜
在
的
な
夢
思
考
が
、
夢
の
顕
在
内
容
に
現
れ

て
い
る
。

当
初
、〈
僕
〉
は
〈
誰
か
〉
に
対
し
て
不
信
感
や
不
安
を
抱
い
た
。〈
誰
か
〉
を
〈
Ｋ
〉〈
箸

に
も
棒
に
も
か
か
ら
ぬ
男
〉
だ
と
思
う
と
、〈
可
也
大
声
に
返
事
を
し
た
〉〈
哀
れ
つ
ぽ

い
声
を
出
し
た
つ
て
駄
目
だ
よ
〉
と
い
う
態
度
や
返
答
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
軽
蔑
の

対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
第
に
〈
僕
の
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
る
人
〉
ら
し
い

と
思
い
、〈
誰
か
〉
を
歓
迎
す
る
よ
う
な
感
情
に
な
る
。〈
会
は
せ
た
い
女
〉
と
い
う
言

葉
に
反
応
し
た
の
か
、〈
急
に
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
〉〈
飛
び
起
き
て
〉
雨
戸
を
開
け
に

行
く
。
不
審
、不
安
、軽
蔑
か
ら
期
待
、歓
迎
へ
と
い
う
よ
う
に
〈
僕
〉
の
感
情
は
変
わ
っ

て
い
く
。
夢
の
な
か
の
こ
の
よ
う
な
情
動
の
変
化
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

次
に
第
二
場
面
を
分
析
す
る
。

　

僕
は
暫
く
月
の
映
つ
た
池
の
上
を
眺
め
て
ゐ
た
。
池
は
海
草
の
流
れ
て
ゐ
る
の

を
見
る
と
、
潮
入
り
に
な
つ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
そ
の
う
ち
に
僕
は
す
ぐ
目
の

前
に
さ
ざ
波
の
き
ら
き
ら
立
つ
て
ゐ
る
の
を
見
つ
け
た
。
さ
ざ
波
は
足
も
と
へ
寄

つ
て
来
る
に
つ
れ
、
だ
ん
だ
ん
一
匹
の
鮒
に
な
つ
た
。
鮒
は
水
の
澄
ん
だ
中
に
悠
々

と
尾
鰭
を
動
か
し
て
ゐ
た
。

　
「
あ
あ
、
鮒
が
声
を
か
け
た
ん
だ
。」

　

僕
は
か
う
思
つ
て
安
心
し
た
。
―
―

第
二
場
面
で
は
舞
台
が
室
内
か
ら
室
外
へ
と
変
わ
る
。
第
一
場
面
の
〈
声
〉
中
心
の

聴
覚
の
世
界
か
ら
、視
覚
の
世
界
へ
と
転
換
さ
れ
る
。〈
僕
〉
の
眼
差
し
は
〈
月
〉〈
池
〉〈
海

草
〉
へ
と
移
動
し
、〈
海
草
〉
が
流
れ
、〈
潮
入
り
〉
に
な
り
、〈
さ
ざ
波
〉
が
き
ら
き
ら

と
立
つ
。
風
景
の
な
か
に
動
き
が
出
て
く
る
。〈
さ
ざ
波
〉
は
〈
僕
〉
に
寄
っ
て
く
る
に

つ
れ
て
〈
一
匹
の
鮒
〉
に
な
る
。
最
終
的
に
〈
僕
〉
の
眼
差
し
は
水
の
な
か
で
〈
尾
鰭
〉

を
動
か
す
〈
鮒
〉
に
注
が
れ
、〈
声
〉
の
主
が
〈
鮒
〉
で
あ
る
と
思
っ
て
安
心
す
る
。

こ
の
場
面
の
中
心
に
あ
る
〈
鮒
〉
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ロ
イ
ト

は
『
夢
解
釈
』
第
六
章
「
夢
工
作
Ｃ　

夢
に
よ
る
呈
示
の
手
段
」
で
、〈
夢
の
最
も
鮮
明

な
要
素
か
ら
は
最
も
多
く
の
思
路
が
発
し
て
い
る
〉〈
最
大
の
強
度
を
示
す
の
は
、
形
成

す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
広
汎
な
縮
合
工
作
が
要
求
さ
れ
た
夢
要
素
な
の
で
あ
る
〉
と
述

べ
て
い
る
。10 
〈
鮒
〉
は
こ
の
夢
の
な
か
で
最
も
鮮
明
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
夢
要
素
に

は
広
汎
な
縮
合
工
作
が
行
わ
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。
夢
の
文
脈
や
背
景
か
ら
細
か
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い
要
素
を
た
ど
っ
て
、
重
層
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
〈
鮒
〉
を
象
徴
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』
第
六
章
「
夢
工
作
Ｅ　

夢
に
お
け
る
、
象
徴
に
よ
る
呈
示

法
―
―
続
・
類
型
夢
」
で
〈
夢
で
は
性
的
な
素
材
を
呈
示
す
る
た
め
に
象
徴
作
用
が
ふ

ん
だ
ん
に
利
用
さ
れ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。11 

夢
の
象
徴
に
つ
い
て
の
具
体
例
の
論
述
の

な
か
で
、〈
魚
〉
を
〈
神
話
や
民
間
伝
承
で
性
器
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
動
物
た
ち

の
う
ち
、
夢
で
も
同
じ
役
割
を
演
じ
る
も
の
〉
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。12 

〈
魚
〉

の
形
態
的
特
徴
が
フ
ァ
ル
ス
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。〈
魚
〉
は
男
性
の
フ
ァ
ル

ス
を
象
徴
す
る
。

さ
ら
に
フ
ロ
イ
ト
は
〈
し
ば
し
ば
不
安
に
満
た
さ
れ
、
た
と
え
ば
狭
い
空
間
を
通
過

し
た
り
水
中
に
居
た
り
す
る
と
い
う
内
容
を
持
つ
数
多
く
の
夢
は
、
子
宮
内
生
活
、
母

体
内
に
留
ま
る
こ
と
、
あ
る
い
は
誕
生
と
い
う
行
為
な
ど
に
つ
い
て
の
空
想
に
基
づ
い

て
い
る
〉
と
述
べ
、〈
水
の
中
か
ら
出
て
く
る
〉
夢
は
出
産
夢
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。13 

つ
ま
り
、〈
水
〉
は
女
性
の
母
体
を
象
徴
し
て
い
る
。

男
性
の
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
〈
鮒
〉
が
女
性
の
母
体
と
し
て
の
〈
池
〉
の
〈
水
〉
の

な
か
で
〈
尾
鰭
〉
を
動
か
す
と
い
う
顕
在
的
な
夢
内
容
は
、
性
的
な
結
合
と
い
う
潜
在

的
な
夢
思
考
が
変
換
さ
れ
た
も
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』
第
六
章
「
夢
工
作
Ｅ　

夢
に
お
け
る
、
象
徴
に
よ
る
呈
示

法
―
―
続
・
類
型
夢
」
で
次
の
主
張
を
し
て
い
る
。14

　

夢
を
解
く
と
い
う
仕
事
に
関
わ
れ
ば
関
わ
る
ほ
ど
、
成
人
の
夢
の
大
多
数
が
性

的
素
材
を
扱
い
、
エ
ロ
ー
ス
的
な
欲
望
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
進
ん
で

承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。〔
…
…
〕性
欲
動
は
、ど
ん
な
他
の
欲
動
に
も
増
し
て
、

多
く
の
強
力
な
無
意
識
の
欲
望
を
後
に
残
す
。
こ
れ
ら
の
欲
望
が
今
で
は
睡
眠
状

態
の
中
で
夢
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
働
く
。
夢
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
性
的
コ

ン
プ
レ
ク
ス
の
こ
の
意
味
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
夢
に
は
も
っ
ぱ
ら

そ
の
意
味
し
か
な
い
の
だ
と
誇
張
し
て
は
な
ら
な
い
の
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。 

                                                      　

フ
ロ
イ
ト
は
、
成
人
の
夢
の
大
多
数
が
エ
ロ
ス
的
な
欲
望
を
表
現
し
、
性
欲
動
に
よ

る
無
意
識
の
欲
望
が
夢
を
生
成
す
る
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
は
、

『
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
』
の
「
Ⅶ　

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
列
の
中
の
性
」
に
お
い
て
、〈
無

意
識
の
現
実
、
そ
れ
は
―
―
支
持
す
る
こ
と
の
困
難
な
真
理
で
は
あ
り
ま
す
が
―
―
性

的
現
実
で
す
。
フ
ロ
イ
ト
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
、
頑
強
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に

こ
の
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し
た
〉
と
述
べ
た
。15 

そ
の
上
で
〈
分
析
と
い
う
分
野
の
中
で

こ
そ
、
無
意
識
の
拍
動
が
性
的
現
実
へ
と
結
び
つ
く
あ
の
結
節
点
の
何
た
る
か
が
明
ら

か
に
な
る
は
ず
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
結
節
点
は
欲
望
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
〉

と
主
張
し
て
い
る
。16

無
意
識
の
現
実
は
性
的
現
実
で
あ
る
こ
と
が
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
カ
ン

の
理
論
の
中
心
に
あ
る
。

一
方
で
、
フ
ロ
イ
ト
が
夢
に
は
性
的
な
意
味
し
か
な
い
と
誇
張
し
て
は
な
ら
な
い
と

付
言
し
た
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
文
学
作
品
の
な
か
の
夢
の
性
的
な
意
味
を
論
じ
る

場
合
は
特
に
そ
の
表
現
の
文
脈
や
背
景
に
つ
い
て
精
査
し
、
他
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連

を
含
め
て
き
め
細
か
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
、〈
鮒
〉
の
表
象
に
つ
い
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
そ
の
連
鎖
と
い
う
観
点
か
ら
も
分

析
し
た
い
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』
第
七
章
「
夢
過
程
の
心
理
学
に
む
け
て
Ａ　

夢
を
忘
れ
る

と
い
う
こ
と
」
で
、〈
目
標
表
象
か
ら
自
由
に
な
っ
た
連
想
〉
は
、〈
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
諸
表
象
（
ま
た
は
心
像
）〉
が
〈
表
面
的
な
連
想
の
帯
〉
つ
ま
り
〈
音
韻
の
共
鳴
、

言
葉
の
両
義
性
、
内
的
に
意
味
の
関
連
の
な
い
時
間
的
符
合
〉、〈
機
知
や
言
葉
遊
び
〉

に
よ
る
〈
連
想
〉
に
よ
っ
て
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。17

こ
の
フ
ロ
イ
ト

の
〈
表
面
的
な
連
想
の
帯
〉
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
理
論
の
要
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
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ア
ン
の
連
鎖
に
つ
な
が
る
。

ラ
カ
ン
は
、〈
フ
ロ
イ
ト
が
夢
の
な
か
で
欲
望
と
し
て
認
め
て
い
る
も
の
〉
は
〈
い
く

つ
か
の
様
態
、像
〉
を
経
て
現
れ
、〈
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
〉
と
し
て
そ
こ
に
あ
り
、

〈
一
つ
の
構
造
全
体
〉
の
関
与
を
前
提
と
し
て
い
る
と
述
べ
、夢
の
な
か
の
出
来
事
は
〈
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
や
変
形
〉、〈
隠
喩
と
換
喩
〉、〈
圧
縮
と
移
動
〉
の
構

造
に
従
い
、
夢
に
お
け
る
欲
望
の
表
現
の
法
を
与
え
る
も
の
は
〈
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
法
〉

で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。18

夢
の
な
か
の
〈
鮒
〉
は
一
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
り
、
他
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
連

鎖
し
て
い
る
。〈
鮒
〉
を
《
ふ
な
・hu/na
》
の
音
素
に
還
元
し
て
、
仮
説
的
な
推
論
を

示
し
て
お
き
た
い
。

〈
僕
〉
は
、
第
一
場
面
の
〈
誰
か
〉
の
正
体
が
分
か
ら
な
い
こ
と
に
不
審
や
不
安
を
覚

え
て
い
た
。
当
初
は
特
に
そ
の
〈
声
〉
は
不
安
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

第
二
場
面
で
は
〈
鮒
〉
が
〈
声
〉
の
主
だ
と
思
う
こ
と
で
〈
僕
〉
は
〈
安
心
〉
す
る
。〈
声
〉

し
か
な
い
も
の
か
ら
姿
形
の
あ
る
も
の
へ
と
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
安
心
〉
へ
の
転

換
が
起
き
た
。
こ
の
情
動
の
転
換
に
よ
っ
て
、シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
水
準
に
お
い
て
、《
不
安
・

ふ
あ
ん
・hu/a/n

》
の
《a

》
と
《n

》
と
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
的
変
換
が
起
き
、《
鮒
・
ふ
な
・

hu/na

》
が
生
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、〈
さ
ざ
波
〉
が
次
第
に
〈
鮒
〉
に
な
る
過
程
に
つ
い
て
、
夢
の
主
体
と
想
定
さ

れ
る
芥
川
に
よ
る
塚
本
文
宛
の
求
婚
の
書
簡
と
い
う
当
時
の
背
景
を
考
慮
し
て
分
析
し

た
い
。〈
さ
ざ
波
〉
の
《
波
・
な
み
・na/m

i

》
と
《
鮒
・
ふ
な
・hu/na

》
の
あ
い
だ
に
、《
文
・

ふ
み
・hu/m

i

》
と
い
う
要
素
を
入
れ
る
と
、《na/m

i

》《hu/m
i

》《hu/na

》
と
い
う

音
素
の
連
接
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ナ
グ
ラ
ム
的
変
換
に
よ
っ
て
、《na/m

i

》《hu/

m
i

》
の
《na

》《hu

》
の
音
素
を
結
合
さ
せ
て
《m

i

》《m
i

》
の
音
素
を
脱
落
さ
せ
た
上

で
音
素
を
反
転
さ
せ
る
と
、《hu/na

》
と
い
う
音
素
の
組
合
せ
が
誕
生
す
る
。
つ
ま
り
、

《
波
・
な
み
・na/m

i

》
と
《
文
・
ふ
み
・hu/m

i

》
か
ら
、《
鮒
・
ふ
な
・hu/na

》
が

生
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

〈
池
〉
の
〈
水
〉
と
い
う
要
素
に
も
注
目
し
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、〈
水
〉
は
女

性
や
母
胎
を
象
徴
し
、〈
水
〉
の
な
か
の
何
か
の
動
き
は
出
産
や
誕
生
を
示
し
て
い
る
。

芥
川
の
出
生
地
は
旧
京
橋
区
の
「
入
船
町
」
で
あ
り
、
こ
の
町
に
は
入
船
川
が
流
れ
て

い
た
。《
入
船
・
い
り
ふ
ね
・i/ri/hu/ne

》
と
《
鮒
・
ふ
な
・hu/na

》
と
の
連
鎖
が
考

え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、〈
僕
〉
が
入
眠
前
に
呼
ん
で
い
た
『
里
見
八
犬
伝
』
に
関
し
て
、
芥
川
の
「
戯

作
三
昧
」（
一
九
一
七
）
に
は
、『
里
見
八
犬
伝
』
の
愛
読
者
が
馬
琴
に
〈
船
虫
が
瞽
婦

に
身
を
や
つ
し
て
、
小
文
吾
を
殺
さ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
一
旦
つ
か
ま
つ
て
拷
問
さ
れ

た
揚
句
に
、
荘
介
に
助
け
ら
れ
る
。
あ
の
段
ど
り
が
実
に
な
ん
と
も
申
さ
れ
ま
せ
ん
〉

と
話
す
場
面
が
あ
る
。19 

こ
の
小
説
で
八
犬
伝
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
具
体
的
に
触
れ
て

い
る
の
は
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
。〈
船
虫
〉
は
八
犬
士
を
繰
り
返
し
襲
う
女
性
で
あ
る

が
、
魅
力
あ
る
「
毒
婦
」「
悪
女
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
芥
川
に
と
っ
て
も
印
象
深

い
女
性
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
《
船
虫
・
ふ
な
む
し
・hu/na/m

u/si

》
の
《
船
・

ふ
な
・hu/na

》
と
《
鮒
・
ふ
な
・hu/na

》
と
の
関
連
を
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
く
ま
で
も
仮
説
的
推
論
で
は
あ
る
が
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
《
鮒
・
ふ
な
・

hu/na

》
は
、《
不
安
・
ふ
あ
ん
・hu/a/n

》、《
文
・
ふ
み
・hu/m

i

》、《
入
船
・
い
り
ふ
ね
・

i/ri/hu/ne

》、《
船
虫
・
ふ
な
む
し
・hu/na/m

u/si

》
な
ど
と
連
鎖
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
〈
鮒
〉
は
象
徴
性
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖

の
両
方
の
観
点
か
ら
夢
に
出
現
し
た
と
言
え
る
。

第
二
場
面
の
最
後
の
〈「
あ
あ
、
鮒
が
声
を
か
け
た
ん
だ
。」〉
は
鉤
括
弧
で
括
ら
れ
て

い
る
。
続
い
て
、〈
僕
は
か
う
思
つ
て
安
心
し
た
〉
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
独
り
言
の
よ

う
な
発
話
文
で
は
な
く
、心
内
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
夢
が
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
、

こ
の
箇
所
は
覚
醒
後
の
思
考
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
発
話
で
言
及
さ
れ
た
〈
声
〉

は
第
一
場
面
の
〈
誰
か
〉
の
〈
声
〉
を
指
す
。〈
僕
〉
は
そ
の
〈
声
〉
を
媒
介
に
し
て
、〈
鮒
〉
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と
〈
誰
か
〉
と
を
同
一
化
す
る
。〈
僕
〉
は
〈
声
〉
の
主
が
〈
鮒
〉
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

〈
声
〉
の
正
体
が
判
明
す
る
こ
と
で
安
心
す
る
。

Ⅰ
節
で
指
摘
し
た
が
、
第
二
場
面
は
志
賀
の
「
イ
ヅ
ク
川
」
の
次
の
箇
所
を
想
起
さ

せ
る
。20間

も
な
く
大
き
な
池
の
ふ
ち
へ
出
た
。
澄
ん
だ
水
を
一
つ
ぱ
い
に
た
た
へ
て
居
る
。

底
の
水
草
の
蔭
に
小
魚
の
動
く
の
が
見
え
る
。
こ
れ
が
イ
ヅ
ク
川
だ
な
、
と
思
ふ
。

　「
海
の
ほ
と
り
」
と
「
イ
ヅ
ク
川
」
の
夢
全
体
の
出
来
事
や
流
れ
は
ま
っ
た
く
異
な
る

が
、「
イ
ヅ
ク
川
」
の
引
用
箇
所
の
〈
池
〉〈
水
〉〈
水
草
〉〈
小
魚
〉〈
動
く
〉
と
い
う
要

素
は
、「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
池
〉〈
水
〉〈
海
草
〉〈
鮒
〉〈
尾
鰭
を
動
か
し
て
い
た
〉
に

そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、「
イ
ヅ
ク
川
」
の
〈
小
魚
の
動
く
の
が
見
え
る
。
こ

れ
が
イ
ヅ
ク
川
だ
な
、
と
思
ふ
〉
と
い
う
二
つ
の
文
は
、
魚
と
い
う
対
象
を
知
覚
し
た

後
で
〈
こ
れ
が
イ
ヅ
ク
川
だ
な
〉
と
い
う
認
識
に
至
る
。
一
方
、「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈「
あ

あ
、
鮒
が
声
を
か
け
た
ん
だ
。」
僕
は
か
う
思
つ
て
安
心
し
た
〉
の
二
つ
の
文
は
、〈
鮒

が
声
を
か
け
た
〉と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
安
心
す
る
。
魚
に
よ
っ
て
あ
る
認
識
が
生
ま
れ
、

そ
の
認
識
に
納
得
す
る
と
い
う
思
考
の
展
開
が
両
作
品
に
共
通
し
て
い
る
。

芥
川
が
志
賀
の
こ
の
箇
所
の
記
述
に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
高
い
が
、
意
識
的
な

模
倣
と
い
う
よ
り
、
こ
の
箇
所
の
要
素
や
展
開
が
芥
川
の
無
意
識
の
次
元
に
ま
で
作
用

し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
無
意
識
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
重
層
的
に
構
造
化

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
は
他
者
の
作
品
の
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。

Ⅲ こ
の
節
で
は
夢
か
ら
覚
醒
し
た
後
の
場
面
と
小
説
の
〈
二
〉
章
、〈
三
〉
章
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
夢
か
ら
覚
め
た
直
後
の
場
面
を
引
用
し
た
い
。

僕
の
目
を
覚
ま
し
た
時
に
は
も
う
軒
先
の
葭
簾
の
日
除
け
は
薄
日
の
光
を
透
か
し

て
い
た
。
僕
は
洗
面
器
を
持
っ
て
庭
へ
下
り
、
裏
の
井
戸
ば
た
へ
顔
を
洗
い
に
行
っ

た
。
し
か
し
顔
を
洗
っ
た
後
で
も
、
今
し
が
た
見
た
夢
の
記
憶
は
妙
に
僕
に
こ
び

り
つ
い
て
い
た
。「
つ
ま
り
あ
の
夢
の
中
の
鮒
は
識
域
下
の
我
と
言
う
や
つ
な
ん

だ
。」
―
―
そ
ん
な
気
も
多
少
は
し
た
の
だ
っ
た
。

〈
僕
〉
の
覚
醒
時
に
は
雨
が
上
が
り
、
薄
日
の
光
が
差
し
て
い
る
。〈
庭
〉
へ
下
り
て

顔
を
洗
う
が
、
そ
の
後
も
〈
夢
の
記
憶
は
妙
に
僕
に
こ
び
り
つ
い
て
い
た
〉。〈「
つ
ま
り

あ
の
夢
の
中
の
鮒
は
識
域
下
の
我
と
言
う
や
つ
な
ん
だ
。」〉
と
い
う
箇
所
は
鉤
括
弧
で

括
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
に
〈
そ
ん
な
気
も
多
少
は
し
た
の
だ
っ
た
〉
と
あ
る
の
で
、

話
者
〈
僕
〉
の
心
内
文
で
あ
ろ
う
。

夢
の
第
二
場
面
で
は〈
鮒
〉と〈
誰
か
〉の
同
一
化
、覚
醒
直
後
の
場
面
で
は〈
鮒
〉と〈
識

域
下
の
我
〉と
の
同
一
化
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
同
一
化
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』
第
六
章
「
夢
工
作
Ｃ 　

夢
に
よ
る
呈
示
の
手
段
」
で
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。21

ど
ん
な
夢
も
、
夢
見
た
人
本
人
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
経
験
的
事

実
で
あ
っ
て
、
私
は
ま
だ
そ
の
例
外
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
夢
は
、
絶
対
的

に
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。〔
…
…
〕
一
つ
の
夢
の
中
で
私
の
自
我
を
多
層
的
に
呈
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
時
は
直
接
に
、
別
の
時
に
は
余
所
の
人
と
の
同
一
化

を
媒
介
に
し
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
一
化
が
幾
つ
か
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

通
常
以
上
に
豊
富
な
思
考
素
材
が
縮
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
自
身
の
自
我
が
、

一
つ
の
夢
で
何
回
か
に
亘
っ
て
現
れ
た
り
、
異
な
っ
た
姿
形
を
取
っ
て
登
場
し
た
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り
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

 
夢
を
見
る
主
体
は
、
夢
の
な
か
で
自
ら
の
〈
自
我
〉
を
多
層
的
に
呈
示
す
る
。〈
自
我
〉

が
他
の
存
在
と
同
一
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
同
一
化
が
重
層
化
さ
れ
る
こ
と
で

多
様
な
素
材
が
複
合
さ
れ
る
。〈
一
〉章
の
夢
の
第
一
場
面
で
は
、〈
自
我
〉は
ま
ず〈
誰
か
〉

と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夢
の
主
体
〈
僕
〉
は
自
ら
を
〈
誰
か
〉
と
同

一
化
し
た
。
こ
の
〈
誰
か
〉
か
ら
は
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
て
、
姿
は
見
え
な
い
の
は
、

こ
の
〈
誰
か
〉
は
そ
も
そ
も
〈
僕
〉
自
身
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

夢
の
第
二
場
面
で
は
、〈
誰
か
〉は〈
鮒
〉と
い
う
姿
に
な
っ
て
現
れ
る
。
夢
の
主
体〈
僕
〉

は
自
ら
を
〈
鮒
〉
と
同
一
化
す
る
。
夢
の
最
後
の
箇
所
で
は
〈
声
〉
を
媒
介
に
し
て
、〈
誰

か
〉
は
〈
鮒
〉
と
同
一
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
覚
醒
後
に
、夢
の
主
体
〈
僕
〉
は
こ
の
〈
鮒
〉

を
〈
識
域
下
の
我
〉
だ
と
考
え
る
。

第
二
場
面
の
〈「
あ
あ
、
鮒
が
声
を
か
け
た
ん
だ
。」〉
と
覚
醒
直
後
の
〈「
つ
ま
り
あ

の
夢
の
中
の
鮒
は
識
域
下
の
我
と
言
う
や
つ
な
ん
だ
。」〉
と
い
う
認
識
を
、
芥
川
は
フ

ロ
イ
ト
理
論
か
ら
得
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
時
期
の
「
死
後
」

の
夢
か
ら
の
覚
醒
後
の
場
面
で
も
〈
フ
ロ
イ
ド
は
〉
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

覚
醒
直
後
の
場
面
の
〈
庭
〉
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』
第
六
章
「
夢
工
作
Ｅ　

夢
に
お
け
る
、
象
徴
に
よ
る
呈
示

法
―
―
続
・
類
型
夢
」
で
、〈
類
型
夢
〉
を
〈
実
際
に
い
つ
で
も
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い

る
も
の
〉
と
〈
同
じ
か
類
似
の
内
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
様
な
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る

べ
き
も
の
〉
の
二
つ
に
分
類
し
た
。22 

後
者
に
属
す
る
の
は
〈
飛
ん
だ
り
、
浮
い
た
り
、

落
ち
た
り
、
泳
い
だ
り
す
る
夢
〉
だ
と
し
て
い
る
。23 

さ
ら
に
、〈
泳
い
で
い
る
〉
夢
に

つ
い
て
〈
泳
い
で
い
る
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
悠
々
と
波
を
分
け
て
い
く
と
こ
ろ
な
ど
を

し
ば
し
ば
夢
に
見
る
人
は
、
そ
の
昔
は
た
い
て
い
寝
小
便
癖
が
あ
つ
て
、
今
で
は
と
っ

く
に
手
放
し
た
そ
の
快
を
、
今
度
は
夢
の
中
で
繰
り
返
し
て
い
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。24

芥
川
龍
之
介
の
一
宮
滞
在
中
の
書
簡
を
読
む
と
、〈
小
便
〉
に
つ
い
て
の
言
及
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
。
塚
本
文
宛
を
除
く
四
つ
の
書
簡
の
う
ち
の
三
つ
に
〈
小
便
〉
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
る
。

八
月
二
十
八
日
の
夏
目
漱
石
宛
書
簡
に
は
〈
そ
れ
か
ら
、
甚
、
尾
籠
で
す
が
、
我
々

は
滅
多
に
後
架
へ
は
い
り
ま
せ
ん
。
大
抵
は
前
の
庭
の
や
う
な
所
へ
、
し
て
し
ま
ふ
の

で
す
。
砂
地
で
、
す
ぐ
し
み
こ
ん
で
し
ま
ひ
ま
す
か
ら
、
宿
の
者
に
発
見
さ
れ
る
惧
な

ど
は
、
万
万
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
、
非
常
に
手
軽
で
、
し
か
も
爽
快
で
す
〉、25  

二
十
八

日
の
谷
森
饒
男
宛
で
は
〈
小
便
は
一
切
寮
雨
砂
に
し
み
こ
む
か
ら
宿
屋
の
も
の
に
見
つ

け
ら
れ
る
惧
な
し
〉、26  

三
十
一
日
の
蔭
山
金
左
衛
門
宛
で
は
〈
僕
は
そ
の
中
に
立
つ
て

朝
ご
と
に
独
小
便
を
す
る
。
砂
の
上
を
払
う
秋
風
が
、
そ
の
小
便
を
吹
き
ち
ら
さ
な
い

事
は
殆
な
い
。
ち
ら
さ
れ
た
小
便
に
ぬ
れ
て
慌
し
く
蟹
が
は
ひ
出
す
の
を
見
た
事
さ
へ

あ
る
〉
と
あ
る
。27

泳
い
で
い
る
夢
と
小
便
や
放
尿
と
の
間
に
は
象
徴
的
な
関
連
が
あ
る
。
芥
川
が
繰
り

返
し
こ
の
経
験
を
語
っ
た
こ
と
も
、「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
鮒
〉
が
池
の
中
を
泳
い
で
い

る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
解
釈
』
第
六
章
「
夢
工
作

Ｅ　

夢
に
お
け
る
、
象
徴
に
よ
る
呈
示
法
―
―
続
・
類
型
夢
」
で
、
睡
眠
中
の
尿
刺
激

は
党
醒
と
排
尿
に
つ
な
が
る
が
、
夢
が
続
く
場
合
に
は
〈
欲
求
は
も
は
や
隠
れ
も
な
い

エ
ロ
ー
ス
的
な
像
を
表
出
し
て
く
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。28  

第
二
場
面
の
〈
鮒
〉
の
〈
水
〉

の
な
か
の
動
き
は
エ
ロ
ス
的
な
像
の
表
出
で
あ
り
、
同
時
に
〈
排
尿
〉
の
幼
児
的
な
快

が
関
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

〈
僕
〉
が
夢
か
ら
覚
め
た
後
、
小
説
は
〈
二
〉
章
〈
三
〉
章
と
展
開
し
て
い
く
。

〈
二
〉
章
で
は
午
後
の
海
辺
で
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
。〈
僕
〉
は
夢
か
ら
覚
め
て
か

ら
一
時
間
後
、〈
Ｍ
〉
と
一
緒
に
海
へ
泳
ぎ
に
行
く
。
季
節
は
晩
夏
と
な
り
、
気
候
が
涼

し
く
海
辺
に
人
影
は
な
い
。〈
僕
〉
は
泳
ぐ
気
に
は
な
れ
な
い
が
、〈
Ｍ
〉
は
浅
瀬
へ
入
っ

て
い
く
。〈
Ｍ
〉
は
〈
嫣
然
〉
と
名
付
け
ら
れ
た
十
五
六
の
中
学
生
が
海
に
い
れ
ば
入
る
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だ
ろ
う
と〈
僕
〉に
言
う
。〈
嫣
然
〉は
格
別〈
美
少
年
〉で
は
な
い
が
、〈
若
木
に
似
た
水
々

し
さ
〉
を
具
え
て
い
た
。

そ
の
う
ち
に
〈
Ｍ
〉
は
〈
君
は
教
師
の
口
は
き
ま
っ
た
の
か
？
〉
と
〈
僕
〉
に
尋
ね
る
。

〈
僕
等
〉
の
関
心
は
就
職
に
あ
る
。

や
が
て
、〈
僕
等
〉
は
〈
真
紅
の
海
水
着
〉
の
少
女
と
〈
黒
と
黄
の
海
水
着
〉
の
少
女

に
出
会
い
、
黒
と
黄
の
海
水
着
を
着
た
少
女
に
〈
ジ
ン
ゲ
ジ
〉
と
い
う
諢
名
を
つ
け
る
。

そ
の
少
女
の
顔
だ
ち
（
ゲ
ジ
ヒ
ト
）
が
肉
感
的
（
ジ
ン
リ
ッ
ヒ
）
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。〈
僕

等
〉
は
〈
ジ
ン
ゲ
ジ
〉
に
は
好
意
を
持
た
な
か
っ
た
が
、〈
Ｍ
〉
は
も
う
一
人
の
少
女
に

興
味
を
感
じ
て
い
た
。〈
Ｍ
〉
は
〈
僕
〉
に
〈「
君
は
『
ジ
ン
ゲ
ジ
』
に
し
ろ
よ
。
僕
は

あ
い
つ
に
す
る
か
ら
」〉
と
言
う
。
二
人
の
少
女
は
〈
僕
等
〉
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

意
識
し
て
い
た
。
海
の
中
の
二
人
の
戯
れ
は
華
や
か
に
見
え
、
人
間
よ
り
も
〈
蝶
〉
の

美
し
さ
に
近
い
。
そ
の
後
〈
僕
等
〉
は
宿
へ
帰
る
。

〈
三
〉章
は
日
暮
れ
か
ら
夜
に
か
け
て
の
海
辺
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
晩
飯
後
に〈
僕
等
〉

は
、
こ
の
町
に
帰
省
中
の
〈
Ｈ
〉
と
い
う
友
人
と
宿
の
若
主
人
〈
Ｎ
〉
と
四
人
で
浜
へ

出
か
け
る
。
途
中
で
な
が
ら
み
取
り
の
二
人
に
出
会
う
。
男
た
ち
は
赤
褌
を
締
め
て
筋

骨
逞
し
い
が
、
そ
の
姿
は
見
す
ぼ
ら
し
い
。
な
が
ら
み
取
り
は
、
な
が
ら
み
と
い
う
貝

を
取
る
た
め
に
沖
で
何
度
も
海
の
底
へ
潜
る
と
い
う
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
仕
事
で
あ
る
。

〈
僕
〉
は
、〈
あ
あ
言
う
商
売
も
や
り
切
れ
な
い
な
〉
と
思
う
。
あ
る
達
磨
茶
屋
の
女
が

な
が
ら
み
取
り
と
夫
婦
の
約
束
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
が
ら
み
取
り
は
亡
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
出
来
事
に
関
す
る
話
に
な
る
と
、
皆
が
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。〈
僕
等
〉

は
〈
Ｈ
〉〈
Ｎ
〉
と
別
れ
、
渚
か
ら
引
き
返
す
。〈
僕
〉
が
〈
僕
等
も
も
う
東
京
へ
引
き

上
げ
よ
う
か
？
〉
と
言
う
と
〈
Ｍ
〉
も
同
意
す
る
。〈
Ｍ
〉
が
気
軽
そ
う
に
〈
テ
ィ
ッ
ペ

ラ
リ
イ
〉
の
口
笛
を
吹
き
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
が
閉
じ
ら
れ
る
。

〈
二
〉〈
三
〉
章
で
は
、
午
後
の
明
る
い
海
辺
で
〈
僕
〉
の
視
線
は
、〈
嫣
然
〉
と
い
う

少
年
、〈
ジ
ン
ゲ
ジ
〉
と
い
う
少
女
と
も
う
一
人
の
少
女
に
向
か
う
。〈
若
木
に
似
た
水
々

し
さ
〉
を
持
つ
少
年
、
肉
感
的
な
顔
立
ち
の
少
女
。
少
年
と
少
女
に
対
す
る
眼
差
し
は

少
年
愛
や
少
女
愛
を
想
起
さ
せ
る
。
夜
の
暗
い
海
辺
で
は
な
が
ら
み
取
り
に
出
会
い
、

死
と
隣
り
合
わ
せ
の
危
険
な
仕
事
に
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
を
抱
く
。
達
磨
茶
屋
の
女

と
な
が
ら
み
取
り
の
叶
わ
な
か
っ
た
結
婚
の
話
を
聞
い
て
、
皆
が
沈
黙
す
る
。
夜
の
陰

鬱
な
光
景
の
な
か
で
、男
女
の
愛
や
死
の
話
が
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
、〈
二
〉
章
の
〈
教

師
の
口
〉、〈
三
〉
章
の
〈
あ
あ
言
う
商
売
〉
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、〈
僕
等
〉
は

大
学
卒
業
後
の
就
職
の
こ
と
を
か
な
り
気
に
し
て
い
る
。

〈
僕
〉
の
夢
に
現
れ
た
無
意
識
の
欲
望
は
、
夢
か
ら
の
覚
醒
後
も
持
続
し
て
い
る
。
無

意
識
の
現
実
は
性
的
現
実
で
あ
る
。
午
後
と
夜
の
海
辺
で
の
少
年
少
女
や
な
が
ら
み
取

り
と
の
遭
遇
や
そ
の
出
来
事
に
関
わ
る
話
は
、
生
、
愛
、
性
、
死
と
い
う
人
間
の
性
的

現
実
に
深
く
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
を
示
し
て
い
る
。

芥
川
は
「
海
の
ほ
と
り
」
で
、
自
ら
の
夢
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
的
現
実

と
し
て
の
無
意
識
の
現
実
を
は
か
ら
ず
も
語
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、〈
三
〉
章
に
つ
い
て
は
、そ
の
人
物
構
成
や
会
話
の
展
開
と
そ
の
話
題
の
モ
チ
ー

フ
に
志
賀
直
哉
の
「
焚
火
」
か
ら
の
強
い
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
芥
川
が
〈
一
〉
章
の

夢
や
〈
二
〉
章
の
展
開
と
の
整
合
性
を
考
え
な
が
ら
、志
賀
作
品
を
換
骨
奪
胎
し
て
〈
三
〉

章
を
構
築
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
六
月
発
表
の
「
蜃
気
楼
」
の
副
題
は
「
―
―
或
は
「
続
海

の
ほ
と
り
」
―
―
」
と
あ
り
、
こ
の
二
作
に
は
関
連
性
が
あ
る
。「
蜃
気
楼
」
は
鵠
沼
海

岸
で
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
「
海
の
ほ
と
り
」
と
「
蜃
気
楼
」
は
、
芥
川
が

晩
年
追
究
し
た
〈
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
海
の

ほ
と
り
」
が
そ
の
始
ま
り
で
「
蜃
気
楼
」
が
そ
の
終
わ
り
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で

あ
る
。
確
か
に
二
つ
の
小
説
は
日
常
の
出
来
事
の
表
現
や
海
辺
の
光
景
の
描
写
が
中
心

で
あ
り
、
物
語
ら
し
い
展
開
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
作
中
の
夢
の

表
現
や
主
体
の
無
意
識
が
露
呈
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
叙
述
が
〈
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
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説
〉
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
と
い
う
の
が
論
者
の
見
解
で
あ
る
。〈
話
〉
の
あ
る
小
説

は
作
者
の
意
識
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
、
閉
じ
ら
れ
て
い
く
の
に
対
し
て
、〈
話
ら
し
い
話

の
な
い
小
説
〉
は
そ
の
統
御
が
解
除
さ
れ
、
無
意
識
が
開
か
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ

の
作
者
の
無
意
識
は
読
者
に
も
作
用
し
て
い
く
。

晩
年
の
芥
川
龍
之
介
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉、
テ
ク
ス
ト
を

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
無
意
識
が
開
か
れ
て
い
く
小
説
を
探
求
し
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
１ 

「
海
の
ほ
と
り
」
本
文
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
二
巻
（
岩
波
書
店
一
九
九
六
）
二
八
〇
―

二
九
三
頁
に
拠
る
。

２ 

『
定
本 

漱
石
全
集
』
第
二
十
四
巻　

四
三
三
―
四
三
五
頁　

３ 

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店
一
九
九
七
）
四
二
頁

４  

宮
越
勉
は
、〈
志
賀
が
夢
を
好
ん
で
扱
う
作
家
で
あ
る
こ
と
は
近
年
殊
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
、

芥
川
に
も
夢
を
扱
っ
た
作
品
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
に
志
賀
文
学
の
夢
と
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ

る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
〉
と
述
べ
、
志
賀
「
梟
」
が
芥
川
「
死
後
」
に
、
志
賀
「
イ

ヅ
ク
川
」
が
芥
川
「
年
末
の
一
日
」
に
、
志
賀
「
焚
火
」
が
芥
川
「
海
の
ほ
と
り
」
に
与
え
た
影

響
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
、〈「
海
の
ほ
と
り
」
の
大
部
分
は
「
焚
火
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
露
骨
な
模
倣
に
よ
る
創
作
は
、や
が
て
芥
川
に
あ
る
種
の
痛
み
を
与
え
た
に
相
違
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
「
―
―
或
は
『
続
海
の
ほ
と
り
』
―
―
」
と
い
う
副
題
を
付
し
た
「
蜃
気
楼
」（
昭
２
・

３
「
婦
人
公
論
」） 

が
執
筆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
〉
と
考
察
し
て
い
る
。

（「
志
賀
直
哉
の
影
響
圏
―
芥
川
龍
之
介
の
場
合
―
」「
文
芸
研
究
」
一
九
八
四
年
五
一
号　

明
治
大

学
文
芸
研
究
会
一
三
六
―
１
６
４
頁
）

５
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
、
岩
波
書
店 

二
〇
一
一
）
三
頁

６
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
九
六
―
九
七
頁

７
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
２１
巻
（
道
籏
泰
三
他
、
岩
波
書
店
二
〇
一
一
）
九
―
一
〇
頁

８
『
夢
と
構
造
―
―
フ
ロ
イ
ト
か
ら
ラ
カ
ン
へ
の
隠
さ
れ
た
道
』
新
宮
一
成
（
弘
文
堂
一
九
八
八
）

五
頁

９
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
七
六
頁

10
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
六
九
頁

11
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
九
四
頁

12
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
〇
二
頁

13
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
五
四
―
一
五
六
頁

14
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
五
〇
頁

15

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
『
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
（
下
）』（
小
出
浩
之
他
訳
、
岩
波
書
店 

二
〇
二
〇
）
六
七
頁

16

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
『
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
（
下
）』（
小
出
浩
之
他
訳
）
七
六
頁

17
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
三
一
六
頁

18

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
『
無
意
識
の
形
成
物
〈
下
〉』（
原
和
之
他
訳
、
岩
波
書
店 

二
〇
〇
六
）

三
三
―
三
五
頁

19
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
一
九
九
六
）
六
頁

20
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
一
九
九
八
）
二
四
六
―
二
四
七
頁

21
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
五
九
―
六
〇
頁

22
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
三
六
頁

23
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
四
六
頁

24
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
四
九
頁

25
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻　

四
五
頁

26
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻　

四
八
頁

27
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻　

四
九
頁

28
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
５
巻
（
新
宮
一
成
訳
）
一
五
九
頁

受
理
：
二
〇
二
四
年
十
月
三
十
一
日
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【
要
旨
】　

私
立
言
語
取
調
所
（
一
八
八
八
・
一
二
―
一
八
九
〇
・
一
〇
）
と
そ
の
調
査
事
業
で
あ
る
落
合
直
文
「
日
本
文
学
史
上
古
編

中
古
編
」
は
、
近
代
国
文
学
の
文
学
史
研
究

の
嚆
矢
と
さ
れ
る
三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文
学
史
』（
一
八
九
〇
刊
）
に
先
行
し
、
且
つ
直
接
の
資
料
提
供
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
重
要
な
研
究
対
象
で

あ
る
。本
稿
で
は
、両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
段
階
と
し
て
、ま
ず
同
所
基
礎
文
書
に
係
る
現
存
資
料
の
所
在
確
認
や
書
誌
調
査
等
を
重
点
的
に
行
っ
た
。

先
行
研
究
で
は
「
設
立
趣
旨
」
と
「
仮
規
則
」
と
の
関
係
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
前
者
に
後
者
が
直
接
附
録
さ
れ
た
「
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨　

附
取
調

処
仮
規
則
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
「
仮
規
則
」
に
は
用
字
・
表
記
・
内
容
の
異
な
る
二
種
類
が
存
在
す
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は

そ
の
二
種
類
の
現
存
資
料
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
加
え
て
同
時
代
の
雑
誌
記
事
引
用
本
文
と
の
対
照
も
行
う
こ
と
で
、
両
者
の
差
異
を
よ
り
明
確
な
も
の
と
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

国
文
学
、
国
語
学
、
日
本
文
学
史
、
言
語
取
調
所

Ⅰ 

二
つ
の
「
日
本
文
学
史
」

本
稿
で
は
、
近
代
国
文
学
の
文
学
史
研
究
の
成
立
の
契
機
を
問
い
直
す
展
望
の
下
、

一
八
八
〇
年
代
末
か
ら
一
八
九
〇
年
代
初
期
に
か
け
て
の
国
語
国
字
問
題
と
言
語
政
策
、

中
で
も
そ
の
調
査
事
業
の
一
つ
に
「
日
本
文
学
史
」
を
構
想
し
た
私
立
言
語
取
調
所
に

着
目
す
る
。

「
文
学
史
」
編
纂
の
意
義
に
つ
い
て
、
国
文
学
研
究
の
場
に
お
い
て
は
、
芳
賀
矢
一
の

文
献
学
を
例
と
し
て
近
代
的
な
意
味
で
の
国
民
文
学
史
の
確
立
と
い
う
概
念
的
・
思
想

的
な
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（
１
）。
し
か
し
「
文
学
史
」
を
国
語
国
字
問
題
の
場
に
置
き

直
し
て
み
る
と
、
そ
の
意
義
に
は
、
普
通
教
育
の
成
立
や
運
用
と
も
連
動
し
て
当
代
日

本
語
の
語
彙
や
文
章
体
系
を
整
理
す
る
と
い
う
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
実
用
的
な
側
面
を
も

見
出
す
こ
と
が
で
き
る（
２
）。
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事
実
、
近
代
国
文
学
の
文
学
史
研
究
の
嚆
矢
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
三
上
参
次
・

高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文
学
史（
３
）』（
一
八
九
〇
）
の
成
立
に
は
、
国
語
国
字
問
題
、
特
に
言

文
一
致
運
動
に
関
係
す
る
あ
る
一
つ
の
具
体
的
な
事
業
と
の
直
接
の
交
渉
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
一
八
八
八
年
一
二
月
に
創
立
し
た
私
立
言
語
取
調
所
（
一
八
九
〇
・
一
〇
解
散
）

と
そ
の
調
査
事
業
の
一
つ
「
日
本
文
学
史
」
の
事
業
で
あ
っ
た
。

言
語
取
調
所
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
通
詞
で
あ
っ
た
黒
田
太
久
馬
を
首
唱
者
と
し
、
言
文
二

途
、
ま
た
和
文
体
と
欧
文
体
の
混
在
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
語
の
全
く
混
乱
し
た
現
況
を

憂
慮
し
「
古
今
雅
俗
の
言
語
を
悉
く
蒐
集
し
、
辞
類
解
釈
大
全
と
応
用
大
文
典
と
を
編
輯

し
、
且
傍
ら
言
文
一
致
の
文
体
に
て
、
日
本
文
学
の
基
礎
を
た
て
、
日
々
改
進
の
利
益
を

も
注
意
し
て
、
社
会
の
実
用
に
そ
な
へ
ん
と
す（
４
）」
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
の
着
手
事
業
の
一
つ
に
、落
合
直
文「
日
本
文
学
史
上
古
編

中
古
編
」が
あ
っ
た（【
図
】

参
照
、
同
所
発
行
の
機
関
誌
『
言
語（
５
）』
に
よ
る
）。

落
合
直
文
は
、
国
文
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
文
典
や
辞
書
編
纂
の
方
面
で
も
大
き
な

成
果
を
上
げ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
三
上
・
高
津
『
日
本
文
学
史
』
著
者
標
目
の

中
に
「
補
助
」
と
し
て
併
記
さ
れ
る
と
お
り
、同
書
の
成
立
に
密
接
に
関
与
し
た
。
三
上
・

高
津
が
序
文
に
て
同
書
出
版
の
経
緯
と
直
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る
に
よ
れ
ば
、

三
人
は
一
八
八
九
年
一
〇
月
の
皇
典
講
究
所
に
お
け
る
「
国
史
国
文
、
こ
と
に
教
育
に

従
事
す
る
者
の
集
会（
６
）」
に
て
会
談
し
た
。
そ
こ
で
は
以
前
か
ら
双
方
文
学
史
を
構
想
し

材
料
を
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
事
情
を
知
っ
た
直
文
が
、
会
談
を
経
て
翌
年

出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
三
上
・
高
津
の
『
日
本
文
学
史
』
成
稿
の
た
め
に
自
ら
す
す

ん
で
「
材
料
」
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
（
上
巻
四
―
五
頁
）。

こ
の「
材
料
」こ
そ
言
語
取
調
所
に
お
い
て
落
合
直
文
が
担
当
し
た「
日
本
文
学
史
上
古
編

中
古
編

」

で
あ
っ
た
が
、
事
業
の
実
際
の
調
査
成
果
物
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
言
語
取
調
所
調
査

員
の
一
員
で
あ
っ
た
赤
堀
又
次
郎
が
後
年
「
紛
失
し
た
文
学
史
の
原
稿（
７
）」
と
題
し
て
次

の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

【図】「言語取調所編輯部着手事業」福西四郎左衛門編『言語』第一号（1890・5）、pp.20-21。
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今
か
ら
数
へ
て
見
る
と
五
十
年
に
も
な
る
か
。
私
立
の
言
語
取
調
所
と
云
ふ
が
あ

つ
て
、
其
処
の
仕
事
の
一
と
し
て
出
来
か
か
つ
て
ゐ
た
文
学
史
の
原
稿
が
紛
失
し

て
、つ
い
ぞ
行
衛
が
し
れ
ぬ
。
古
本
の
市
に
は
原
稿
の
如
き
も
、往
々
見
か
け
る
が
、

夫
れ
を
未
だ
見
か
け
な
い
。�

（
二
五
八
頁
）

其
所
に
て
は
色
々
な
仕
事
に
着
手
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
其
一
つ
が
文
学
史
の
著

作
。
上
巻
は
、
と
も
か
く
も
出
来
た
。
下
巻
は
ま
だ
出
来
上
が
ら
な
か
つ
た
［
…
］

二
十
三
年
末
に
は
仕
事
を
中
止
し
、
大
掃
除
を
し
た
が
、
其
原
稿
は
見
付
か
ら
な

か
つ
た
。
其
の
言
語
学
の
草
稿
、
岡
倉
由
三
郎
氏
の
ア
ス
ト
ン
の
文
典
の
翻
訳
の

原
稿
な
ど
は
あ
つ
た
。�

（
二
五
九
頁
）

言
語
取
調
所
の
事
業
に
は
そ
れ
ぞ
れ
出
版
の
予
定
が
あ
っ
た
が
、
一
八
九
〇
年
に
同

所
が
解
散
し
た
時
期
の
事
務
所
の
大
掃
除
時
点
で
、
文
学
史
の
み
原
稿
が
紛
失
し
て
い

た
と
い
う
。
直
文
が
三
上
・
高
津
に
対
し
て
「（
紛
失
し
た
）
文
学
史
の
原
稿
」
そ
の
も

の
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
が
、事
実
示
唆
的
な
言
と
し
て
、文
芸
雑
誌
『
天

鼓
』
に
は
「
三
上
、
高
津
両
文
学
士
の
合
著
と
し
て
、
一
時
世
に
持
囃
さ
れ
し
日
本
文

学
史
は
落
合
直
文
の
言
語
取
調
所
に
て
調
査
せ
る
稿
本
に
拠
れ
る
者
に
し
て
、
其
書
に

落
合
の
跋
あ
る
は
是
が
た
め
な
り
と
云
ふ（
８
）」
と
の
説
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
と
お
り
、
言
語
取
調
所
設
立
の
一
八
八
八
年
か
ら
『
日
本
文
学
史
』
出
版
の

一
八
九
〇
年
に
か
け
て
、
一
方
で
は
私
立
の
言
語
調
査
機
関
に
お
い
て
、
ま
た
一
方
で

は
国
文
学
に
お
い
て
、
相
前
後
し
て
二
つ
の
「
日
本
文
学
史
」
が
生
じ
、
ま
た
直
接
の

交
渉
を
持
っ
て
い
た
。
近
代
国
文
学
の
文
学
史
研
究
の
成
立
の
契
機
に
、
一
八
九
〇
年

前
後
の
国
語
国
字
問
題
の
文
脈
に
も
生
じ
て
い
た
実
用
的
な
文
学
史
の
影
響
が
あ
っ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。

Ⅱ　

言
語
取
調
所
の
研
究
史
上
の
位
置
と
課
題

し
か
し
、
国
語
国
字
問
題
周
辺
の
研
究
史
に
お
い
て
も
、
こ
の
落
合
直
文
に
よ
る
「
日

本
文
学
史
上
古
編

中
古
編
」
の
事
業
が
特
筆
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
言
語
取
調
所
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
一
定
の
位

置
を
獲
得
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
所
創
立
の
一
八
八
八
年
一
二
月
前
後
か
ら
新
聞

媒
体
等
に
よ
っ
て
発
会
式
の
開
催
予
定
や
当
日
の
様
子
が
報
じ
ら
れ
、
ま
た
一
八
九
〇

年
代
か
ら
は
学
術
書
に
お
い
て
も
同
時
代
的
に
言
及
が
為
さ
れ
て
い
た
。
但
し
、
そ
の

評
価
は
必
ず
し
も
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
期
待
を
集
め
た
も
の
の
短
命
に
し
て
挫

折
し
、
成
果
と
い
え
る
も
の
は
資
料
蒐
集
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た（
９
）。

そ
の
一
方
で
、
一
八
九
〇
年
一
〇
月
の
同
所
挫
折
後
、
蔵
書
や
備
品
が
東
京
大
学
に

移
譲
さ
れ
、一
部
事
業
も
形
を
変
え
て
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
最
も
象
徴
的
な
例
と
し
て
、

調
査
事
業
「
語
学
書
目
録
」（
前
掲
【
図
】
参
照
）
を
引
き
継
ぎ
、
一
九
〇
二
年
に
刊
行

さ
れ
た
東
京
帝
国
大
学
蔵
版
・
赤
堀
又
次
郎
著『
国
語
学
書
目
解
題
』（
一
九
〇
〇
年
序
文
）

が
あ
る
。

こ
う
し
た
後
継
事
業
の
結
実
を
皮
切
り
と
し
て
、
時
代
と
国
語
国
字
問
題
の
論
議
の

進
展
の
中
で
言
語
取
調
所
と
そ
の
関
連
事
業
が
顧
み
ら
れ
、
国
語
学
史
上
に
お
い
て
特

筆
す
べ
き
研
究
成
果
が
再
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
に
は
前
述
『
国
語
学

書
目
解
題
』（

（1
（

、
一
九
三
〇
年
代
に
は
上
田
万
年
と
岡
倉
由
三
郎
の
方
言
採
訪（

（1
（

、
一
九
四
〇

年
代
に
は
上
田
万
年
に
よ
る
国
語
研
究
室
創
設
へ
の
尽
力
と
そ
の
蔵
書
形
成（

（1
（

、
ま
た

一
九
五
〇
年
代
に
は
落
合
直
文
の
辞
書
編
纂（

（1
（

な
ど
、
複
数
の
活
動
が
再
発
見
・
再
評
価

さ
れ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
に
は
辞
典
や
年
表
類
に
お
け
る
言
語

取
調
所
へ
の
言
及
例
も
増
え
て
く
る
。
後
継
事
業
の
成
果
の
背
景
・
前
段
階
と
し
て
立

項
に
値
す
る
定
番
事
項
と
な
る
こ
と
で
、
研
究
史
上
に
最
低
限
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
っ
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た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

一
九
五
〇
年
代
以
降
に
は
そ
う
し
た
成
果
・
事
例
の
単
な
る
紹
介
の
み
な
ら
ず
研
究

対
象
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
も
認
め
ら
れ
る
。
特
に
一
九
六
〇
年
代
に
は
同
所
設
立
・
運

営
事
情
に
か
か
わ
る
基
礎
文
書
や
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
も
整
理
・
検
討
が
為
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
後
述
の
と
お
り
、
一
九
六
一
年
出
版
の
『
国
語
学
（
国

語
国
文
学
研
究
史
大
成
15
）（

（1
（

』
や
一
九
六
五
年
出
版
の
山
本
正
秀
『
近
代
文
体
発
生
の
史

的
研
究（

（1
（

』
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
言
語
取
調
所
の
成
果
の
再
発
見
・
再
評
価
の
中
に
あ
っ
て

も
、
殊
に
「
日
本
文
学
史
上
古
編

中
古
編

」
の
事
業
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
全
く
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
結
論
か
ら
い
え
ば
一
九
六
〇
年
代
以
後
の
基
礎
文
書
（
設

立
趣
旨
・
方
法
書
・
仮
規
則
）
の
整
理
に
つ
い
て
も
、
各
文
書
に
存
在
す
る
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
相
違
や
相
互
の
関
係
性
等
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
為
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

言
語
取
調
所
の
調
査
事
業
「
日
本
文
学
史
上
古
編

中
古
編

」
は
未
だ
研
究
の
土
俵
に
上
が
り
き
っ

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

本
稿
で
は
、
言
語
取
調
所
の
活
動
実
態
と
国
文
学
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
基
礎
段
階
と
し
て
、
ま
ず
同
所
に
係
る
現
存
資
料
の
所
在
確
認
や
書
誌
調
査
等
を
重

点
的
に
行
う
。「
文
学
史
の
原
稿
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
勿
論
、
後
述
の
と
お
り
基
礎
文

書
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
印
刷
・
刊
行
し
、
ま
た
事
務
所
に
蔵
書
を
構
え
る
な
ど
、

同
所
の
活
動
実
態
に
は
書
誌
学
的
な
研
究
方
法
を
適
用
す
べ
き
事
例
が
多
く
あ
る
た
め

で
も
あ
る
。

Ⅲ　

現
存
資
料
の
基
礎
調
査

言
語
取
調
所
に
係
る
基
礎
文
書
の
主
な
も
の
に
は
、
ま
ず
、
創
刊
号
一
回
限
り
と
な
っ

た
同
所
機
関
誌
『
言
語
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
言
語
取
調
所
趣
意
書
大
略
」「
職
員
姓
名
」「
編

輯
部
着
手
事
業
」「
創
業
日
誌
」「
学
事
協
議
会
」「
会
計
仮
規
則
」等
の
記
事
が
あ
る（

（1
（

。
但
し
、

こ
れ
ら
は
同
機
関
誌
以
外
に
転
載
さ
れ
る
こ
と
も
殆
ど
な
く
、
本
文
に
異
同
等
も
生
じ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
特
別
な
資
料
調
査
を
急
務
と
し
な
い
。
各
文
書
の
内
容
を
扱
う

際
に
個
別
に
言
及
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

一
層
重
要
な
文
書
と
し
て
、
言
語
取
調
所
が
そ
の
組
織
と
し
て
の
設
立
の
た
め
に
整

備
し
た
公
的
文
書
で
あ
り
（
先
の
「
創
業
日
誌
」
に
も
立
項
さ
れ
る
）、
し
た
が
っ
て
同

所
の
基
本
的
な
姿
勢
や
設
立
経
緯
等
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
あ
る
。
中

心
と
な
る
の
は
「
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨　

附
取
調
処
仮
規
則
」「
言
語
取
調
所
方
法
書
」

「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」
の
三
文
書（

（1
（

で
あ
る
。
内
容
上
の
関
係
と
し
て
は
、「
設
立
趣
旨
」

と
そ
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
の
「
方
法
書
」、
ま
た
会
員
・
役
員
構
成
や
会
費
等
の
詳

細
な
部
分
を
規
定
す
る
「
仮
規
則
」
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
予
め
い
え
ば
、
特
に
「
仮
規
則
」
に
つ
い
て
は
留
意
す
べ
き
点
が
多
い
。
内
容

の
大
部
が
事
務
的
な
事
項
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
言
語
取
調
所
の
目
的
達
成
の
た
め
に

「
漸
次
着
手
す
べ
き
事
業
」
も
末
尾
に
附
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
「
事
業
」
内
容
が
、

三
文
書
間
で
二
度
現
れ
る
「
仮
規
則
」
間
で
異
同
を
生
じ
て
も
い
た
。

そ
う
し
た
三
文
書
の
資
料
上
の
性
質
や
相
互
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
語
学
側
に
先
行

研
究
が
あ
る
。
一
九
六
一
年
出
版
の
『
国
語
学
（
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
15
）（

（1
（

』
は
、

第
二
の
「
方
法
書
」
本
文
を
、序
文
（
明
治
廿
一
年
九
月
）
を
含
め
全
文
転
載
し
て
い
る
。

ま
た
そ
の
方
法
書
が
「
本
文
二
十
ペ
ー
ジ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し

た
上
で
、「
別
に
「
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨
」（
明
治
二
一
年
五
月
）
お
よ
び
「
言
語
取

調
所
仮
規
則
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
あ
る
」
と
説
明
す
る
（
七
一
三
頁
頭
注
（
四
））。

方
法
書
に
つ
い
て
は
情
報
に
不
足
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
別
」
の
設
立
趣
旨
と
仮
規

則
の
関
係
性
（「
附
」
か
否
か
）、
ま
た
仮
規
則
の
出
版
年
次
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
な
状

態
で
あ
る
。

こ
の
点
、
一
九
六
五
年
出
版
の
山
本
正
秀
『
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究（

（1
（

』
は
「『
言
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天野早紀：私立言語取調所に係る基礎研究

【表】言語取調所基礎文書の書目及び現存資料に係る書誌情報

1．言語取調処設立趣旨 附取調処仮規則　（初出：1888.5）

所蔵者整理書名 所蔵者請求
番号・資料 ID 外題 内題 刊写 発行・書

写年月日 奥書・刊記 識語その他 表記

①�言語取調処設立趣
旨附取調処仮規則

　（国立国語研究所）

W52 / G34
1002505954

言語取調処
設立趣旨　
附取調処仮
規則

A. 言 語 取
調所設立趣
旨
B. 言 語 取
調処仮規則

刊 年次不明 署名年次
「紀元二千
五百四十
八年五月」

―

A. 漢字ひら
がな交じり
B. 漢字カタ
カナ交じり

2.　言語取調所方法書　（初出：1888.9）

所蔵者整理書名 所蔵者請求
番号・資料 ID 外題 内題 刊写 発行・書

写年月日 奥書・刊記 識語その他 表記

② 言語取調所仮規則
　�（早稲田大学中央図

書館）
※和装本

810.7/00012 言語取調所
仮規則

A. 言 語 取
調所仮規則
B. 言 語 取
調所方法書

刊 1934 以前
※ 識 語 に
よる

A. なし
B. あり
・序年次「明
治廿一年九
月」
・刊記：発
行人「岐阜
県 士 族 ／
黒 田 太 久
馬」、印刷
所「晩翠軒」

※識語
「本書ハ田中
芳雄蔵書ノ裡
ニアリシモノ
／三遍ヲ謄写
シタリ一遍ハ
柳田泉先生／
一遍ハ平井昌
夫君所持セリ
／昭和九年秋
記」

A. 漢字ひら
がな交じり
B. 漢字ひら
がな交じり

3．言語取調所仮規則　（初出：1888.12 以前（推定））

所蔵者整理書名 所蔵者請求
番号・資料 ID 外題 内題 刊写 発行・書

写年月日 奥書・刊記 識語その他 表記

③ 言語取調所仮規則
　（国立国語研究所）

W52/G34
1002505962

言語取調所
仮規則

言語取調所
仮規則 刊 年次不明 ― ― 漢字ひらが

な交じり

② 言語取調所仮規則
　�（早稲田大学中央図

書館）
※和装本

810.7/00012 言語取調所
仮規則

A. 言 語 取
調所仮規則
B. 言 語 取
調所方法書

刊 1934 以前
※ 識 語 に
よる

A. なし
B. あり
・序年次「明
治廿一年九
月」
・刊記：発
行人「岐阜
県 士 族 ／
黒 田 太 久
馬」、印刷
所「晩翠軒」

※識語
「本書ハ田中
芳雄蔵書ノ裡
ニアリシモノ
／三遍ヲ謄写
シタリ一遍ハ
柳田泉先生／
一遍ハ平井昌
夫君所持セリ
／昭和九年秋
記」

A. 漢字ひら
がな交じり
B. 漢字ひら
がな交じり
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語
取
調
処
設
立
趣
旨
』
と
同
時
（
二
一
年
五
月
二
五
日
）
の
印
刷
と
推
定
さ
れ
る
『
言

語
取
調
処8

仮
規
則
』（
漢
字
片
か
な
交
用
文
、二
〇
条
と
付
録
か
ら
成
る
）
と
発
会
式
（
引

用
注
、創
業
日
誌
に
よ
れ
ば
明
治
廿
一
年
一
二
月
二
十
日
）の
頃
の
印
刷
と
思
わ
れ
る『
言

語
取
調
所8

仮
規
則
』（
漢
字
平
か
な
交
用
文
、
一
九
条
と
付
録
の
ほ
か
に
役
員
名
列
記
）」

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
を
抜
粋
し
転
載
す
る
（
七
五
六
頁
）（

（2
（

。
仮
規
則

に
は
二
つ
の
版
が
あ
り
、
古
い
方
が
設
立
趣
旨
と
同
時
期
の
印
刷
で
あ
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
題
目
用
字
（
言
語
取
調
所
／
処
）・

文
字
表
記
・
内
容
と
い
う
内
的
要
素
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
資
料
等
の
外
的
要
素
か
ら

も
補
強
し
「
推
定
」
の
域
を
脱
し
た
い
感
が
残
る
。
ま
た
や
は
り
仮
規
則
と
設
立
趣
旨

と
の
関
係
性
（「
附
」
か
否
か
）
も
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
ま
ず
三
文
書
の
現
存
資
料
の
調
査
を
行
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
書
誌
情
報
を
付
し
て
一
覧
す
る
と【
表
】の
と
お
り
と
な
る
。
な
お
、

各
文
書
所
載
の
資
料
に
は
通
し
番
号
を
付
し
た
。

１　

設
立
趣
旨
と
仮
規
則
と
の
関
係

ま
ず
設
立
趣
旨
と
仮
規
則
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
１
．の
①
国
立

国
語
研
究
所
蔵
「
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨　

附
取
調
処
仮
規
則
」
が
あ
る
。
当
該
資
料

は
洋
紙
に
背
二
箇
所
の
ホ
チ
キ
ス
留
め
の
跡
が
残
る
こ
と
か
ら
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
形

態
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
外
題
及
び
内
題
二
つ
の
構
成
か
ら
は
、「
設

立
趣
旨
」
に
「
仮
規
則
」
が
附
録
さ
れ
「
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨　

附
取
調
処
仮
規
則
」

と
し
て
一
冊
に
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

当
該
資
料
の
成
立
は
設
立
趣
旨
署
名
年
次
か
ら
「
紀
元
二
千
五
百
四
十
八
年
五
月
」

す
な
わ
ち
一
八
八
八
年
五
月
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
代
資
料
の
一
つ
と
し
て
同

年
一
二
月
刊
行
の
雑
誌
『
速
記
彙
報（

（2
（

』
第
二
冊
を
見
る
と
「
言
語
取
調
所
設
立
趣
旨
」

が
単
独
で
転
載
さ
れ
て
い
る
が
、
①
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
末
尾
の
一
段
落
に
お
け
る

次
の
文
言
に
は
両
者
間
で
僅
か
な
が
ら
異
同
が
見
え
た
。

其
目
的
は
、
古
今
雅
俗
の
言
語
を
悉
く
蒐
集
し
、
辞
類
解
釈
大
全
と
応
用
大
文
典

と
を
編
輯
し
、且
つ
傍
ら
言
文
一
致
の
文
体
に
て
、日
本
文
学
の
基
礎
を
た
て
、日
々

改
進
の
利
益
を
も
注
意
し
て
、
社
会
の
実
用
に
そ
な
へ
ん
と
す
る
に
在
り
。

　
（『
速
記
彙
報
』（
一
八
八
八
・
一
二
）
三
七
頁
）

右
は
「
仮
規
則
」
の
冒
頭
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
を
「
設
立
趣
旨
」
に
お
い
て
引
用
・

要
約
し
た
文
言
で
あ
る
。「
仮
規
則
」
が
附
録
さ
れ
る
①
で
は
「
古
今
雅
俗
の
［
…
］
そ

な
へ
ん
と
す
」
ま
で
が
「　

」
を
用
い
た
直
接
引
用
の
形
で
示
さ
れ
る
の
に
対
し
、
七

か
月
後
に
設
立
趣
旨
単
独
で
転
載
さ
れ
た
右
の
『
速
記
彙
報
』
版
で
は
「　

」
が
用
い

ら
れ
な
い
。
言
語
取
調
所
公
式
に
は
、
設
立
趣
旨
と
仮
規
則
と
は
「
附
」
録
と
し
て
併

載
の
上
、
直
ち
に
相
互
参
照
で
き
る
形
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

設
立
趣
旨
と
仮
規
則
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
形
態
で
印
刷
・
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ

れ
ら
二
文
書
が
同
時
刊
行
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
存
資
料
の
形
態
の
上
か
ら
確
か
に
立

証
で
き
る
。

２　

二
つ
の
仮
規
則

次
に
、
仮
規
則
に
は
題
目
用
字
・
表
記
・
内
容
の
異
な
る
二
つ
の
版
が
あ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
が
先
に
確
認
し
た
１
．の
①
に
「
附
」
さ
れ
る
「
言
語
取
調
処
仮
規
則
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
八
八
八
年
五
月

0

0

0

0

0

0

0

刊
行
、
表
記
は
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
で
あ
り
、
内
容
は
規

則
二
〇
条
と
付
録
「
漸
次
着
手
ス
ヘ
キ
事
業
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

ま
た
一
つ
が
同
じ
国
立
国
語
研
究
所
の
所
蔵
資
料
、３
．の
③
「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」

の
単
独
印
刷
・
刊
行
版
で
あ
る
。
単
独
で
は
あ
る
が
こ
れ
も
洋
紙
の
背
上
下
二
箇
所
に
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ホ
チ
キ
ス
跡
が
残
る
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
相
当
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
表
記
は
漢
字
ひ

ら
が
な
交
じ
り
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
規
則
一
九
条
と
付
録
「
漸
次
着
手
す
べ
き
事
業
」、

ま
た
末
尾
に
「
主
唱
者
」「
副
会
長
」「
評
議
員
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
本
書
の
い
う
「
発

会
式
（
引
用
注
、
一
八
八
八
年
一
二
月
二
〇
日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
の
頃
の
印
刷
と
思
わ
れ
る
『
言
語
取

調
所8

仮
規
則
』（
漢
字
平
か
な
交
用
文
、
一
九
条
と
付
録
の
ほ
か
に
役
員
名
列
記
）」
に

合
致
す
る
。
な
お
、
２
．の
②
「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」
も
こ
れ
と
同
一
の
表
記
と
内
容

を
持
つ
が
、
後
述
の
と
お
り
謄
写
本
で
あ
り
且
つ
精
度
に
不
安
が
残
る
こ
と
か
ら
、
差

し
当
た
っ
て
利
用
は
し
な
い
（「
方
法
書
」
の
項
及
び
注
（
24
）
参
照
）。

こ
こ
で
二
つ
の
仮
規
則
に
つ
い
て
も
同
時
代
資
料
を
見
て
み
た
い
。
一
八
八
八
年
六

0

0

0

0

0

0

月0

刊
行
『
会
通
雑
誌（

（2
（

』
が
間
接
引
用
す
る
仮
規
則
に
は
「
辞
類
解
釈
大
全
」「
応
用
大
文
典
」

等
の
用
語
が
あ
り
、こ
れ
は
①
の
仮
規
則
の
本
文
内
容
と
対
応
す
る
（
③
は
「
辞
類
文
典
」

と
表
現
す
る
）。
一
方
で
一
八
八
八
年
一
二
月
一
九
日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
「
時
事
新
報（

（2
（

」
の
記
事
が
間
接

引
用
す
る
仮
規
則
に
は
、
③
の
仮
規
則
単
独
版
の
「
漸
次
着
手
す
べ
き
事
業
」
五
項
目

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
①
で
は
こ
の
事
業
は
二
七
項
目
）。

年
次
と
本
文
引
用
の
対
応
関
係
か
ら
、
仮
規
則
の
二
つ
の
版
は
、
設
立
趣
旨
に
附
録

さ
れ
る
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
表
記
の
一
八
八
八
年
五
月
刊
行
版
、
ま
た
そ
の
数
か
月

後（
（2
（

に
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
表
記
と
な
り
内
容
も
改
め
て
刊
行
さ
れ
た
版
の
二
つ
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

３　

方
法
書

重
要
文
書
の
最
後
と
し
て
２
．「
言
語
取
調
所
方
法
書
」
現
存
資
料
に
対
し
て
検
討
を

加
え
た
い
。
方
法
書
の
内
容
を
抜
粋
掲
載
し
た
も
の
に
、
前
掲
山
本
書
、
ま
た
比
較
的

新
し
い
一
九
九
〇
年
代
の
例
と
し
て
飛
田
良
文
『
東
京
語
成
立
史
の
研
究（

（2
（

』
が
あ
る
。

そ
の
他
、
前
掲
『
国
語
学
』
は
序
文
含
め
全
文
掲
載
し
、
且
つ
そ
れ
が
「
本
文
二
十
ペ
ー

ジ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
書
は

調
査
の
限
り
で
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
形
で
は
現
存
し
な
い
。
本
文
内
容
を
確
認
す
る
た

め
に
は
『
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
』『
国
語
学
』
に
転
載
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
②

早
稲
田
大
学
蔵
「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」
に
手
段
が
限
ら
れ
て
く
る
。

当
該
資
料
は
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
袋
綴
の
和
装
本
（
外
題
及
び
識

語
は
墨
書
、
本
文
は
活
字
印
刷
）
で
、
外
題
は
「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」
の
み
で
あ
る
が
、

中
に
は「
方
法
書
」が
併
載
さ
れ
て
い
る
。
五
丁
オ
モ
テ
に「
言
語
取
調
所
方
法
書
」と「
東

京
麹
町
区
上
六
番
町
四
十
一
番
地
／
言
語
取
調
事
務
所
」
と
記
さ
れ
た
扉
が
、
ま
た
六
丁

オ
モ
テ
に
は
「
明
治
廿
一
年
九
月
」
の
序
文
が
あ
り
、
六
丁
ウ
ラ
か
ら
は
方
法
書
本
文
が

始
ま
る
。
そ
し
て
一
四
丁
オ
モ
テ
に
は
刊
記
が
あ
り
、
発
行
人
及
び
印
刷
所
の
情
報
が
記

載
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
『
国
語
学
』
が
方
法
書
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
頭
注

を
付
し
て
説
明
す
る
内
容
（
七
一
三
頁
注
（
四
））
と
合
致
し
、
ま
た
五
丁
オ
モ
テ
か
ら

一
四
丁
ウ
ラ
ま
で
で
二
〇
頁
換
算
で
き
る
こ
と
か
ら
、
和
装
本
と
し
て
装
丁
さ
れ
て
い
る

も
の
の
「
方
法
書
」
部
分
は
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
と
同
版
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
原
本

が
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
点
に
は
資
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。

但
し
、
こ
の
早
稲
田
大
学
本
は
裏
見
返
の
識
語
（
注
（
24
）
参
照
）
に
よ
っ
て
謄
写

本
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
規
則
と
方
法
書
と
い
ず
れ
も
塗
抹
ま

た
は
活
字
上
書
に
よ
る
訂
正
が
複
数
箇
所
あ
り
、「
謄
写
」
の
精
度
に
は
不
安
が
残
る
。

ま
た
方
法
書
該
当
部
分
と
前
述
山
本
書
及
び
『
国
語
学
』
に
お
け
る
転
載
版
と
で
は
、

圏
点
の
種
類
や
漢
字
字
体
に
軽
微
な
相
違
が
あ
る
。
本
文
内
容
を
確
認
す
る
に
当
た
っ

て
は
こ
の
点
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

４　

資
料
の
選
定

三
文
書
の
現
存
資
料
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査
結
果
を
総
括
す
れ
ば
、「
設
立
趣
旨
」
は

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
原
本
に
該
当
す
る
と
推
定
さ
れ
る
①
国
立
国
語
研
究
所
本
が
望
ま
し
い
。

「
方
法
書
」
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
原
本
が
現
存
し
な
い
た
め
、
謄
写
本
で
は
あ
る
が
同
版
と
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推
定
さ
れ
る
②
早
稲
田
大
学
本
を
主
と
し
、
修
正
箇
所
や
圏
点
該
当
箇
所
等
に
つ
い
て

は
適
宜
現
代
の
活
字
本
を
用
い
て
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
。「
仮
規
則
」
は
印
刷
・
刊

行
年
代
に
よ
っ
て
二
つ
の
版
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
国
立
国
語
研
究
所
本
の
附
録
版
、

ま
た
③
国
立
国
語
研
究
所
本
の
単
独
版
を
、
そ
れ
ぞ
れ
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ　

総
括
と
展
望

私
立
言
語
取
調
所
（
一
八
八
八
・
一
二
―
一
八
九
〇
・
一
〇
）
と
そ
の
調
査
事
業
で
あ

る
落
合
直
文
「
日
本
文
学
史
上
古
編

中
古
編

」
は
、
近
代
国
文
学
の
文
学
史
研
究
の
嚆
矢
と
さ
れ

る
三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文
学
史
』（
一
八
九
〇
刊
）
に
先
行
し
、
且
つ
直
接

の
資
料
提
供
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
両

者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
段
階
と
し
て
、
ま
ず
同
所
基
礎
文
書
に
係
る

現
存
資
料
の
所
在
確
認
や
書
誌
調
査
等
を
重
点
的
に
行
っ
た
。

先
行
研
究
で
は
「
設
立
趣
旨
」
と
「
仮
規
則
」
と
の
関
係
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
が
、

本
稿
で
は
前
者
に
後
者
が
直
接
附
録
さ
れ
た
「
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨　

附
取
調
処
仮

規
則
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
「
仮
規
則
」
に
は
用
字
・
表
記
・
内
容
の
異

な
る
二
種
類
が
存
在
す
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
二
種
類

の
現
存
資
料
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
加
え
て
同
時
代
の
雑
誌
記
事
引
用
本
文
と
の
対

照
も
行
う
こ
と
で
、
両
者
の
差
異
を
よ
り
明
確
な
も
の
と
し
た
。

展
望
と
し
て
、
三
上
・
高
津
『
日
本
文
学
史
』
と
言
語
取
調
所
調
査
事
業
と
の
影
響

関
係
が
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
本
稿
で
整
理
し
た
基
礎
文
書
を
用
い

つ
つ
検
討
し
て
い
き
た
い
。

た
と
え
ば
、
同
所
調
査
事
業
の
一
つ
に
「
日
本
文
学
史
上
古
編

中
古
編

」
が
あ
る
こ
と
、
ま
た

そ
の
担
当
者
が
落
合
直
文
で
あ
る
こ
と
が
公
に
さ
れ
る
ま
で
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
を

経
て
い
た
。
調
査
事
業
は
一
八
八
八
年
五
月
の
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
表
記
版
の
仮
規

則
で
は
二
七
項
目
が
構
想
さ
れ
て
い
た
が
、
遅
く
と
も
一
二
月
に
は
内
容
が
更
新
さ
れ

た
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
表
記
版
に
て
五
項
目
に
絞
ら
れ
た
。
そ
の
精
選
さ
れ
た
調
査

事
業
項
目
を
基
軸
と
し
、
一
八
九
〇
年
五
月
の
機
関
誌
『
言
語
』
で
は
「
言
語
取
調
所

編
輯
部
着
手
事
業
」
と
し
て
い
よ
い
よ
事
業
内
容
が
具
体
化
さ
れ
、
担
当
調
査
員
ま
で

含
め
た
全
体
像
が
公
に
さ
れ
た
。
仮
規
則
に
は
二
つ
の
版
が
存
在
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

各
時
点
の
文
書
内
容
と
そ
れ
ら
の
関
係
性
を
慎
重
に
把
握
し
た
上
で
、
検
討
を
行
う
必

要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
三
上
・
高
津
『
日
本
文
学
史
』
と
言
語
取
調
所
調
査
事
業
と
の
影
響
関
係

を
物
的
な
側
面
か
ら
探
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
た
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
言
語
取
調
所

の
蔵
書
印
を
有
す
る
調
査
用
の
参
考
文
献
類
は
東
京
大
学
国
語
研
究
室
及
び
早
稲
田
大

学
中
央
図
書
館
服
部
文
庫
に
、
ま
た
同
所
原
稿
用
紙
を
用
い
た
稿
本
類
は
同
じ
く
服
部

文
庫
に
所
蔵
が
確
認
で
き
る（

（2
（

。
資
料
捜
索
と
蔵
書
調
査
を
進
め
る
こ
と
で
、
赤
堀
の
い

う
「
紛
失
し
た
文
学
史
の
原
稿
」
の
手
が
か
り
、
ま
た
そ
の
文
学
史
編
纂
作
業
の
過
程

に
関
係
し
た
で
あ
ろ
う
周
辺
資
料
を
探
索
し
、
直
文
が
三
上
・
高
津
に
対
し
て
文
学
史

の
原
稿
そ
の
も
の
を
提
供
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
実
証
的
に
検
証
し
て
い
き
た
い
。

近
代
国
文
学
及
び
そ
の
文
学
史
研
究
の
始
発
を
問
い
直
す
こ
と
は
、
従
来
の
国
文
学

研
究
の
枠
組
内
部
に
留
ま
っ
て
は
達
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
文
学
と
国
語
学
と
が

「
日
本
文
学
史
」
の
研
究
成
果
を
共
有
し
た
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
学
史
を
構

築
す
る
こ
と
は
、
諸
領
域
を
具
体
的
且
つ
総
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を
要
す
る
。
細
分
化

を
極
め
る
現
代
の
学
問
分
野
の
枠
組
の
中
に
あ
っ
て
、
本
研
究
は
そ
う
し
た
学
史
構
築

の
実
践
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〈�

付
記
〉
貴
重
資
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
国
立
国
語
研
究
所
研
究
図
書

室
、
東
京
大
学
国
語
研
究
室
、
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
の
各
関
係
機
関
に
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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注
（
１�

） 

近
年
の
研
究
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
笹
沼
俊
暁
『「
国
文
学
」
の
思
想
：
そ
の

繁
栄
と
終
焉
』
学
術
出
版
界
、
二
〇
〇
六
年
。
長
島
弘
明
編
『
国
語
国
文
学
研
究
の
成
立
』
放

送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
一
一
年
。
安
藤
宏
・
鈴
木
健
一
・
高
田
祐
彦
編
『
近
代
「
国
文
学
」

の
肖
像
』
第
一
巻
―
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
。

（
２�

） 

近
代
国
文
学
の
文
学
史
研
究
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎
（
著
）、
落
合
直

文
（
補
助
）『
日
本
文
学
史
』（
金
港
堂
、
上
巻
一
八
九
〇
年
一
〇
月
二
一
日
、
下
巻
一
一
月

一
一
日
）
は
、
総
論
第
一
章
「
文
学
史
と
は
何
ぞ
」
に
お
い
て
文
学
史
編
纂
の
目
的
を
次
の
と

お
り
説
明
す
る
。

今
、
余
輩
が
、
此
文
学
史
を
著
し
て
、
本
邦
文
学
の
光
輝
を
発
揚
し
、
以
て
右
に
云
へ
る

効
果
を
奏
せ
ん
事
を
冀
ふ
は
、
特
に
今
日
に
於
て
は
、
甚
だ
必
要
の
こ
と
ゝ
信
ず
。
蓋
し

文
学
史
は
、
国
民
を
し
て
、
自
国
を
愛
慕
す
る
観
念
を
深
か
ら
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
現

時
文
章
の
体
裁
の
千
差
万
別
な
る
を
憂
ふ
る
者
は
、
此
史
に
徴
し
て
既
往
に
鑑
み
な
ば
、

其
適
従
す
る
と
こ
ろ
を
定
む
る
に
つ
き
て
、
稗
補
す
る
こ
と
あ
る
べ
け
れ
ば
な
り
。

（
上
巻
六
頁
）

「
自
国
を
愛
慕
す
る
観
念
」
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、「
現
時
文
章
の
体
裁
の
千
差
万

別
」
で
あ
る
状
況
に
対
し
て
、
そ
の
経
緯
と
し
て
の
文
章
の
歴
史
即
ち
文
学
史
に
徴
し
て
過
去

を
知
り
、
ま
た
現
在
進
む
べ
き
道
の
一
助
と
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

（
３�

） 

注
（
２�

） 

参
照
。

（
４�

） 「
言
語
取
調
所
設
立
趣
旨
」『
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨　

附
取
調
処
仮
規
則
』（
一
八
八
八
・
五
）。

（
５
） 

福
西
四
郎
左
衛
門
編
『
言
語
』
第
一
号
（
一
八
九
〇
・
五
）。

（
６�

） 

三
上
参
次
『
明
治
時
代
の
歴
史
学
界
：
三
上
参
次
旧
懐
談
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、

四
七
頁
。

な
お
、
同
集
会
に
つ
い
て
は
当
時
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
も
「
国
文
学
振
興
会
議
」
の
記
事
が

あ
る
（
明
治
二
二
年
一
一
月
一
日
付
・
夕
版
）。「
去
月
廿
七
日
午
後
三
時
よ
り
国
文
学
教
授
法

の
一
定
及
び
斯
学
の
振
興
を
計
ら
ん
た
め
久
米
幹
文
、
上
田
万
年
、
三
上
参
次
其
他
諸
氏
の
発

起
に
て
府
下
諸
学
校
各
専
門
の
教
員
諸
氏
は
飯
田
町
の
皇
典
講
究
所
へ
集
会
し
た
り
」「
何
れ

も
皆
発
起
人
の
意
を
賛
成
し
国
文
学
の
後
来
に
つ
き
種
々
打
ち
合
せ
等
も
あ
り
し
と
云
ふ
」
な

ど
報
じ
て
い
る
（
郵
便
報
知
新
聞
刊
行
会
編
『
復
刻
版
・
郵
便
報
知
新
聞　

第
67
巻
』
柏
書
房
、

一
九
九
二
年
、
三
一
五
頁
）。

（
７�

） 

赤
堀
又
次
郎
「
紛
失
し
た
文
学
史
の
原
稿
」『
書
物
展
望
』
第
九
巻
九
号
（
一
九
三
九
・
九
）。

（
８�

） 

叱
咤
太
子
「
鉄
笛
倒
吹
」
天
鼓
社
編
『
天
鼓
』
第
三
号
（
一
九
〇
五
・
四
）、
一
六
頁
。
な
お
、

「
叱
咤
太
子
」
は
筆
名
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
正
体
は
不
明
で
あ
る
。

（
９�

） 

一
例
と
し
て
、
佐
藤
寛
『
日
本
語
学
新
論
』
文
明
館
、
一
八
九
一
年
、
一
四
四
―
一
四
五
頁
。

福
井
久
蔵
『
教
育
並
に
学
術
上
よ
り
見
た
る
日
本
文
法
史
』
大
日
本
図
書
、
一
九
〇
七
年
、

二
三
二
―
二
三
三
頁
。

（
10�

） 

日
下
部
重
太
郎
『
現
代
の
国
語
』
大
日
本
図
書
、
一
九
一
三
年
、
三
〇
七
頁
。

（
11�

） 

東
条
操
「
明
治
以
後
の
方
言
研
究
」
金
沢
博
士
還
暦
祝
賀
会
編
『
東
洋
語
学
乃
研
究
：
金
沢

博
士
還
暦
記
念
』
三
省
堂
、
一
九
三
二
年
、
二
四
九
頁
。

（
12�

） 

岩
淵
悦
太
郎
「
国
語
学
の
動
向
」『
標
準
語
と
国
語
教
育
（
国
語
教
育
学
会
叢
書　

第
二
輯
）』

岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
、
三
四
八
―
三
四
九
頁
。

（
13�

） 

池
上
禎
造
「
こ
と
ば
の
い
ず
み
」『
日
本
歴
史
大
辞
典　

第
八
巻
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
五
八
年
、
一
五
五
頁
。

（
14�

） 

佐
伯
梅
友
・
中
田
祝
夫
・
林
大
編
『
国
語
学
（
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
15
）』
三
省
堂
、

一
九
六
一
年
。

（
15�

） 

山
本
正
秀
『
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
。

（
16�

） 

注
（
５
）
参
照
、
一
九
―
二
八
頁
。

（
17�

） 

こ
れ
ら
三
文
書
は
、
言
語
取
調
所
設
立
の
一
八
八
八
年
一
二
月
前
後
に
関
係
各
機
関
に
寄
贈

さ
れ
て
も
い
る
。『
大
日
本
教
育
会
雑
誌
』
第
八
二
号
（
一
八
八
九
・
一
）
の
寄
贈
書
籍
一
覧
の

一
八
八
八
年
八
月
の
項
に
は
「
言
語
取
調
処
設
立
趣
旨　

八　

辻
新
次
君
」
の
記
載
が
、
ま
た

『
東
洋
学
芸
雑
誌
』
第
六
巻
第
九
三
号
（
一
八
八
九
・
六
）
の
寄
贈
書
籍
・
雑
誌
一
覧
に
は
「
言

語
取
調
所
設
立
趣
旨　

言
語
取
調
所
」「
言
語
取
調
所
仮
規
則　

同
」
の
記
載
が
あ
る
。

（
18�

） 

注
（
14
）
参
照
。

（
19�

） 

注
（
15
）
参
照
。

（
20�

） 

山
本
は
「
言
語
取
調
所
設
立
趣
旨
」「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」、
ま
た
加
え
て
「
言
語
取
調
所

方
法
書
」
本
文
を
抜
粋
し
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
後
年
「
わ
た
し
の
言
文
一
致

運
動
研
究
史
」（『
専
修
国
文
』
第
二
二
号
（
一
九
七
八
・
一
））
に
お
い
て
同
書
の
執
筆
事
情
を

振
り
返
っ
て
い
る
。「
林
大
氏
か
ら
は
、
国
語
研
究
所
が
入
手
し
た
「
言
語
取
調
所
」
創
設
期

の
貴
重
な
資
料
の
コ
ピ
ー
を
恵
ま
れ
、「
言
語
取
調
所
の
創
設
と
言
文
一
致
普
及
文
体
策
」
の

一
章
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
岩
波
版
拙
著
の
成
立
に
つ
い
て
学
恩
と
種
々
の
援
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助
を
た
ま
わ
っ
た
多
く
の
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
」（
四
九
頁
）。
こ
こ
で
い
う
「
国
語

研
究
所
が
入
手
し
た
」
資
料
に
つ
い
て
は
後
述
の
と
お
り
稿
者
が
確
認
し
た
国
立
国
語
研
究
所

蔵
の
現
存
資
料
と
の
関
係
も
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
特
に
「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」
の
本
文
引

用
箇
所
（
七
五
七
頁
）
に
お
け
る
脱
字
の
指
摘
「
第
二
十
六
語
学
検
（
注
、定
脱
落
）
所
設
置
」

は
、
稿
者
が
確
認
し
た
国
立
国
語
研
究
所
所
蔵
資
料
の
同
一
箇
所
で
は
当
た
ら
な
い
。
林
大
が

入
手
し
た
「
コ
ピ
ー
」
の
時
点
で
そ
の
複
写
方
法
の
如
何
に
よ
っ
て
は
既
に
脱
落
が
生
じ
て
い

た
も
の
か
、
或
い
は
国
立
国
語
研
究
所
が
入
手
し
た
資
料
が
複
数
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
林
大
や
山

本
正
秀
の
資
料
確
認
時
点
を
経
て
現
代
に
至
る
ま
で
に
、所
蔵
状
況
に
変
化
が
生
じ
た
も
の
か
。

（
21�

） 

速
記
彙
報
発
行
所
『
速
記
彙
報
』
第
二
冊
（
一
八
八
八
・
一
二
）、
二
九
―
三
七
頁
。

（
22�

） 

会
通
雑
誌
社
『
会
通
雑
誌
』
第
二
十
八
号
（
一
八
八
八
・
六
）、
一
二
頁
。

（
23�

） 

中
山
泰
昌
編
『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史　

第
七
巻　

憲
法
発
布
期
』（
財
政
経
済
学
会
、
初

版
一
九
三
四
年
、
再
販
一
九
六
八
年
）
に
よ
る
。
一
八
一
頁
。

（
24�

） 

単
純
に
い
え
ば
、
①
と
③
と
の
間
に
は
七
か
月
間
の
空
き
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ

の
間
、
仮
規
則
が
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
版
か
ら
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
版
へ
と
移
行
し
た
時

期
に
つ
い
て
は
、
未
だ
定
か
で
は
な
い
。
２
．
の
②
早
稲
田
大
学
蔵
「
言
語
取
調
所
仮
規
則
」

は
仮
規
則
（
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
）
と
「
言
語
取
調
所
方
法
書
」
と
を
併
載
す
る
資
料
で
あ

り
、
そ
の
方
法
書
部
分
に
「
明
治
廿
一
年
九
月
」
の
序
年
次
を
持
つ
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
し

か
し
③
に
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
の
仮
規
則
の
単
独
印
刷
・
刊
行
版
の
資
料
が
現
存
す
る
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
早
稲
田
大
学
本
の
仮
規
則
と
方
法
書
と
は
「
明
治
廿
一
年
九
月
」
に
併

載
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
別
に
印
刷
・
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
後
か
ら
取
り
合
わ
せ
ら
れ
た

も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
本
の
裏
見
返
に
記
さ
れ
た
識
語
に
よ
れ
ば
、
同
書
は

一
九
三
四
年
以
前
に
二
文
書
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
た
状
態
で
蔵
書
の
う
ち
に
あ
っ
た
も
の
を
、

お
そ
ら
く
は
一
九
三
四
年
に
三
冊
分
謄
写
し
三
人
一
冊
ず
つ
所
有
し
た
も
の
の
う
ち
の
一
つ
と

推
測
さ
れ
る
。

（
25�

） 

飛
田
良
文『
東
京
語
成
立
史
の
研
究
』東
京
堂
出
版
、一
九
九
二
年（
初
版
）、一
九
九
三
年（
再

販
）、
七
四
〇
頁
。

（
26�

） 

他
に
言
語
取
調
所
の
役
員
・
調
査
員
ら
個
人
の
蔵
書
や
周
辺
資
料
に
つ
い
て
も
調
査
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
。
前
述
の
服
部
文
庫
は
、
服
部
南
郭
以
下
八
代
元
彦
に
至
る
服
部
家
家
伝
の
蔵

書
で
あ
り
（
館
蔵
特
殊
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
摘
報
３
：
小
倉
文
庫
・
服
部
文
庫
」『
ふ
み
く
ら
：
早

稲
田
大
学
図
書
館
報
』
第
九
巻
（
一
九
八
六
・
一
〇
））、そ
の
八
代
が
言
語
取
調
所
の
調
査
員
（
前

掲
【
図
】
参
照
）
の
一
人
で
あ
っ
た
服
部
元
彦
に
当
た
る
。
実
際
に
、
こ
の
服
部
文
庫
に
は
元

彦
が
持
ち
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
言
語
取
調
所
蔵
書
印
を
持
つ
参
考
文
献
、
ま
た
同
所
原
稿
用

紙
を
用
い
た
自
筆
稿
本
の
存
在
が
複
数
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
服
部
の
例
に
よ
っ
て
、
ほ
か
に
も

文
献
や
稿
本
が
持
ち
出
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
理
：
二
〇
二
四
年
十
月
三
十
一
日
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「山梨英和大学紀要」第 23 号（2024 年度）発行要綱

（目的）

１	� 「山梨英和大学紀要」は、本学・本大学院の教員等の研究論文等を掲載し、教育実践研究の推進

に貢献し、本学が目指す人間文化学を構築することを目的とする。

（刊行主体）

２	� 山梨英和大学附属図書館運営会議は、原則として毎年年度末にその年度の研究の成果を研究紀要

にまとめ、これを「山梨英和大学紀要」として刊行する。

３	 原稿の採択・体裁の決定・発行は、図書館運営会議に学長が指名した教員を加えて行う。

（執筆・投稿者）

４	 本誌に執筆・投稿できる者は、次に掲げるとおりとする。 

	 （1）�原則として、第一著者は本学・本大学院の専任教員、名誉教授および退職者とする。ただし、

本学特任教員・客員教員・外国人契約教師・非常勤講師・カウンセラーの投稿を認めること

ができる。また、図書館運営会議は本学専任教員と他の者との共同執筆を認めることができる。

	 （2）その他、図書館運営会議が認めた者とする。

（掲載文の種類）

５	� 紀要に掲載する論文等は、①論文（Articles）、②研究報告（Reports）、③翻訳（Translations）、

④書評論文（Book review paper）、⑤書評（Book review）、⑥講演録（Lecture notes）である。

	 （1）�論文：独創的かつ新事実を含む学術的な研究成果を理論的にまとめたもの、あるいは調査を

行い、その結果を分析し有用な知見を示す独自の考察が加えられたもの。希望する原稿の査

読については、オリジナリティ、実証性、論理性を重視する。原則として要旨や図表等も含

め 2 万字以内とする。

	 （2）�研究報告（研究ノート）：萌芽的研究課題の提起、教育実践の事例の提示など、将来の論文

化に向けた中間報告としての研究内容を明確に記述したもの。速報性、話題性、発展性など

を有することが望まれる。また、研究調査報告（フィールドワーク）、地域連携活動やシン

ポジウムに関する活動報告をはじめ、資料的価値の高い報告なども含む。原則として要旨や

図表等も含め 1 万字以内とする。

	 （3）�翻訳：一つの言語による文章を他の言語による文章に変換し、その内容に学術的な価値があ

るもの。原則として要旨や図表等も含め 2 万字以内とする。

	 （4）�書評論文：他社の出版物（文献・書籍）に対して、単なる紹介レベルに留まったものや儀礼

的な内容のものではなく、学術的な研究・考察を繰り広げていて、研究論文に準ずるだけの

読解・分析を行ったもの。原則として要旨や図表等も含め 2 万字以内とする。

	 （5）�書評（紹介）：他者の出版物（文献・書籍）を紹介したもの。原則として要旨や図表等も含

め 1 万字以内とする。

	 （6）�講演録：講演会の講話や談話、公開講座の講義、学会における口頭発表の口述原稿などで、
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学術的な価値を持ったものや、その内容が本学にとって意義のあるもの。原則として要旨や

図表等も含め 2 万字以内とする。

６	 掲載する論文等は未発表のものに限る。ただし、口頭発表の場合はこの限りではない。

（原稿締切日） 

７	� 原稿提出締切日は、査読を要するものについては 2024 年 9 月 8 日（日）23：59（締切厳守）、

査読不要のものについては 2024 年 10 月 31 日（木）17：00（締切厳守）とする。提出は、電子

ファイル（Word ファイルと PDF）を原則として e メールに添付する（library@yamanashi-eiwa.

ac.jp）。

（投稿の申し込み）

８	 投稿希望者は以下のリンク先のフォームに必要事項を記入して申し込む。

	 https://forms.gle/V3MWTATqLh2F2WfA6

	� フォームへの入力ができない場合は、e メールにて library@yamanashi-eiwa.ac.jp へ問い合わせる。

	 回答期限は 2024 年 7 月 31 日（月）16：30。

（著作権）

９	 投稿原稿の中で引用する文章や図表の著作権に関する問題は、著者の責任において処理する。 

10	� 掲載された論文等の著作権は、原則として図書館運営会議に帰属し、申し込んだ時点において著

作権の図書館運営会議への帰属について同意したものとする。図書館運営会議は、CD–ROM、

Web 等を通じて論文等を公表することができる。特別な事情により著作権を図書館運営会議に帰

属させることが困難な場合には、申し出により著者と図書館運営会議との間で協議の上措置する。 

11	� 掲載された論文等の著者は、出典を明記することにより、掲載論文等を図書館運営会議の許諾無

しに、Web 等を通じて、複製・転載・公開することができる。

（原稿執筆事項）

12	 紀要原稿執筆について以下の点に留意すること。

	 （1）�執筆者は、投稿する論文等の内容および研究手続き全般において、研究倫理に充分配慮する

こと。研究倫理に関する過失等が生じた場合の責任は執筆者に帰属し、編集委員会は当該論

文を撤回することができる。

	 （2）�編集委員会からの依頼があった場合を除き、発表済み論文の投稿は認めない。二重投稿の責

任は執筆者に帰属する。

	 （3）�原稿に使用する言語は、原則として日本語または英語とする。

	 （4）�原稿の作成には必ず紀要作成用テンプレートを使用する。その際、余白の大きさ、ページあ

たりの行数、行あたりの文字数、文字サイズに変更を加えてはならない。また、原則として

使用フォントも変更しない。論文等でフォントの変更を希望する場合、執筆者は編集委員会
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に申し出た上で、編集委員会が判断する。見出し等の書式も原則としてテンプレートで指定

されている通りにする。

	 （5）�和文、英文原稿ともに冒頭に論文題名（副題を含む：原則として日英両語の題名を付ける）、

著者名、所属名、要旨（日本語 400 字、または英文 200 語以内：要旨の言語は投稿者の所属

学会の慣例に準ずることとする）及びキーワード（3 ～ 5 語）を記載する。論文題名と著者

名は日・英両語で記載する。図表は原稿内に挿入箇所を明記し、別ファイルで提出する（次

の（6）項も参照）。原稿にはこの他に本文ならびに引用もしくは参考文献一覧、付記、さら

に必要があれば著者紹介、資料、脚注、謝辞等を 1 つのファイルに含める。

	 （6）�図表の幅はそれぞれページ幅の半分もしくは全部とする。

	 　　�表は編集可能なファイル（Word もしくは Excel 等）で提出する（図として貼り付けたもの

は不可）。

	 　　図（写真を含む）は印刷に耐える解像度のものを使うこと。

	 （7）�原稿の文字数は上記に指定されている通り、種別により原則として 1 万字もしくは 2 万字以

内（要旨、図表、文献一覧等を含む）とする。超過した場合は短縮を要請することがある。

	 （8）�原稿中の見出しは原則として以下の通りとする。

	 　　①　見出しは「大見出し」「中見出し」「小見出し」の 3 種類とする。

	 　　②　大見出しは中央揃え・太字体とし、番号を振る場合はローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…）とする。

	 　　③　�中見出しは左揃え（縦書きの場合は上揃え）・太字体とし、番号を振る場合は半角数字（1、

2、3…）とする。

	 　　④　�小見出しは左揃え（縦書きの場合は上揃え）とし、番号を振る場合は半角括弧付き半角

数字（（1）、（2）、（3）…）とする。

	 （9）�カタカナはすべて全角とする。

　 （10）�横書き原稿の場合、アルファベットと数字は原則として半角とする。数字に関しては、たと

えば「一つの」「十分」など、一般的な日本語文章として漢字でないとおかしい場合は半角

数字にしない。

　 （11）�原稿の書式は、上記に指定されている以外のことがらについては、執筆者の所属している学

会の書式に則ってよい。ただし、付記に使用した書式を明記する。また、編集委員会に対し

ても当該書式の要綱のコピーもしくは掲載 URL を提出する。

　 （12）�査読を要しない原稿および査読終了後の最終原稿は、完全原稿を提出する。修正後の加筆訂

正は認めない。著者校正は 1 度行うが、その際の修正は誤字脱字のみとする。

13	� 投稿原稿は、該当する研究領域の非専門家（本学の他分野の教員、学生・大学院生）にも理解で

きるように留意して記述する。

（査読）

14	� 投稿原稿の種別が論文の原稿については、査読を希望することができる。査読を希望する場合は

投稿の申し込み時にその旨を記載する。
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15	� 査読論文について、執筆者は査読者の希望を出すことができる。ただし、必ず希望の査読者が担

当するとは限らない。

16	� 査読論文は 2 名による査読が行われる。査読は匿名で行われる。すなわち、査読者には執筆者の

氏名等は知らされず、執筆者にも査読者は知らされない。

17	� 査読を受けて修正を要する原稿は、再投稿に際して、指定されたテンプレートを用いて作成され

た修正対照表と回答書を添付する。

（問い合わせ）

山梨英和大学紀要 編集委員長　佐柳信男（library@yamanashi-eiwa.ac.jp）



「山梨英和大学紀要」の電子公開について

　本誌は電子化され、山梨英和大学公式Webサイトにて掲載します。掲載後、1か月
後に科学技術情報発信・流通総合システム（J-Stage）に搭載されます。
　なお、バックナンバーについては、過去 5年分を本学公式Webサイトにて掲載して
いるほか、J-Stage でも閲覧可能です。
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